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【本計画書をご覧いただくにあたって】 

○文中及び各表・グラフ等に表示している数値は、小数点第２位を四捨五入して表示しています。 

そのため、割合の合計が 100％にならない場合や、内訳と合計値が一致しない場合があります。 
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います。 
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第１章 計画策定の背景 
 

１ 計画策定の趣旨 

（１）国の背景 

わが国では、少子高齢化、人口減少社会の進行はとどまらず、高齢者人口の増加に伴い、ひ

とり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、介護が必要となるリスクの高い 85 歳以上高齢者、認知

症高齢者等、地域で支えることが必要な高齢者の増加が予想されています。国立社会保障・人

口問題研究所の「日本の将来人口推計（平成 29年推計）」（出生中位・死亡中位）によると、団

塊の世代が 75 歳以上となる令和７（2025）年には高齢化率は 30.0％に、団塊ジュニア世代が

65歳以上となる令和 22（2040）年には 35.3％に達するとされています。 

こうした中、介護保険法改正を断続的に行い、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が送

れるよう、その人の状態に応じて、医療、介護、予防、住まい及び生活支援サービスを切れ目

なく提供する地域包括ケアシステムの推進を目指してきました。 

平成 29（2017）年５月には、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を

改正する法律」が成立し、地域包括ケアシステムを深化・推進し、地域共生社会の実現を図る

とともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする人に必要なサー

ビスが提供されるようにすることが求められています。 

また、近年の豪雨や台風等による災害や新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、防災や

感染症対策についての周知啓発、災害・感染症発生時の支援・応援体制を構築するなど、高齢

者保健福祉や介護保険制度にかかるサービスや事業についても、新しい観点での見直しや工夫

が必要となってきています。 

 

 

（２）本市の背景 

本市においては、令和２（2020）年 10 月１日現在の市全体の高齢化率は 30.9％ですが、地

区によっては高齢化率が 40.0％を超える地区もあり、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者、要

支援・要介護者等、支援を要する方も増加しています。このようなことから地域全体で支え合

うことのできる体制の強化が重要となっており、高齢者が住み慣れた地域で安定的にケアを受

けることができ、生きがいを持って生活を営むことができる環境整備が必要となっています。 

本計画は、これまでの第８次計画が令和２年度をもって終了したことから、令和３年度～５

年度を計画期間とした第９次計画となります。計画では、「地域包括ケアシステム」を段階的に

構築することを目指し、第７次計画では構築のための取組みの本格化、第８次計画では深化・

推進してきましたが、第９次計画においてはさらなる推進を図っていきます。 

また、団塊の世代が後期高齢者となる令和７（2025）年、団塊ジュニア世代が高齢者となる

令和 22（2040）年を見据えた中長期的な視点での施策を引き続き推進するとともに、社会保障

制度の新たな展開を目指します。  
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２ 法令等の根拠 

本計画は、「老人福祉法」（昭和 38年法律第 133号）第 20条の 8に規定する「市町村老人福

祉計画」及び「介護保険法」（平成 9 年法律第 123 号）第 117 条第 1 項に規定する「市町村介

護保険事業計画」として策定するもので、本市の高齢者保健福祉施策の基本方針や施策体系を

定めるほか、介護保険第１号被保険者保険料の算定根拠となる介護保険サービス給付費の見込

みや、介護保険サービス基盤の整備目標等を定めた行政計画です。 

また、県で定める計画との整合を図るとともに、上位計画である「新・いわき市総合計画（ふ

るさと・いわき 21プラン）」、「新・いわき市地域福祉計画」をはじめとする関連計画と調和が

取れたものとします。 

 

図１-２-１ 本計画と関連する計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

介護保険事業計画は、介護保険法第 117条第１項により、３年を１期とすることとなってい

ることから、本計画の計画期間は令和３（2021）～５（2023）年度の３年間となります。 

 

図１-３-１ 本計画の計画期間 
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４ 制度改正のポイント 

団塊の世代が 75歳以上となる令和７（2025）年、団塊ジュニア世代が 65歳以上となる令和

22（2040）年を見据え、今後も高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう支援することや、要支援・要介護状態となることへの予防、要支援・要介護状態等

の軽減・悪化の防止といった介護保険制度の基本を維持し、質の高いサービスを提供していく

とともに、人材と財源の重点化・効率化によって、介護保険制度の持続可能性を確保できるよ

うにすることが重要となっています。 

国では、近年の状況を踏まえて、地域共生社会の実現に向け、それを推進するために以下の

３つの観点による介護保険制度の見直しと社会福祉法等に基づく社会福祉基盤の整備を合わ

せて一体的な改革に取り組むこととしています。 

 

１．介護予防・地域づくりの推進 ～健康寿命の延伸～／「共生」と「予防」を両輪

とする認知症施策の総合的推進 

２．地域包括ケアシステムの推進 ～地域特性等に応じた介護基盤整備、質の高いケ

アマネジメント～ 

３．介護現場の革新 ～人材確保、生産性の向上～ 

 

【参考：介護保険制度改革の全体像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：社会保障審議会介護保険部会（令和元（2019）年 12月 27日）資料より） 
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また、重要な取組み等に関して、以下、計画の柱となる７つのポイントをまとめています。 

 

①令和７（2025）年・令和 22（2040）年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 

【考え方】 

・令和７（2025）年、令和 22（2040）年に向け、地域により高齢化の状況、介護需要が異なることが

想定される。 

・介護需要の大きな傾向を把握した上で、サービス整備の絶対量、期間を勘案することが重要 

・介護需要が成熟化する場合も、介護需要の見込みにあわせて過不足ないサービス基盤の整備や都道

府県等とも連携して広域的な整備を進めることが必要 

 

②地域共生社会の実現 

【考え方】 

・地域共生社会の理念や考え方を踏まえた包括的な支援体制の整備や具体的な取組みが重要 

 

③介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施） 

【考え方】 

・高齢者等が社会で役割を持ち活躍できる多様な就労・社会参加ができる環境整備を進めることが必

要であり、介護予防・健康づくりの取組みを強化して健康寿命の延伸を図ることが求められる。 

 

④有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化 

【考え方】 

・高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるため、「自宅」と「介護施設」の中間に位置する住宅の増

加や、生活面で困難を抱える高齢者への住まいと生活支援の一体的な提供といった取組みが進め

られている。こうした取組みの質の確保や、適切なサービス基盤の整備が求められている。 

 

⑤認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進 

【考え方】 

・認知症施策推進大綱に基づき「共生」と「予防」を車の両輪とした５つの柱に基づく認知症施策が

進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組みの強化 

【考え方】 

・令和７（2025）年以降は現役世代の減少により、介護人材の確保がより深刻になるため、人材確保

を都道府県と市町村が連携し、計画的に進める必要がある。 

  

１．普及啓発・本人発信支援 

２．予防 

３．医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

４．認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

５．研究開発・産業促進・国際展開 

認知症施策推進大綱の５つの柱 
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⑦災害や感染症対策に係る体制整備 

【考え方】 

・日頃から介護事業所等と連携し、避難訓練の実施や防災啓発活動、介護事業所等におけるリスクや、

食料、飲料水、生活必需品、燃料その他の物資の備蓄・調達状況の確認を行うことが重要である。 

・日頃から介護事業所等と連携し、訓練の実施や感染拡大防止策の周知啓発、感染症発生時に備えた

平時からの事前準備、感染症発生時の代替サービスの確保に向けた連携体制の構築等を行うこと

が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‐6‐ 

 

第２章 本市の高齢者をめぐる状況 
 

１ 本市の人口と高齢者数の推移 

（１）人口と世帯の推移 

本市の総人口は、減少傾向で推移し、令和２（2020）年 10月 1日現在で 319,028人と、平成

27（2015）年より 13,060 人の減少となっています。また、年齢３区分別にみると、0～14 歳、

15～64歳人口は減少となっていますが、65歳以上人口は、令和２（2020）年では 98,461人と

平成 27（2015）年より 5,922人の増加と、本市においても少子高齢化は進行しています。 

一方、世帯数は増加が続き、令和２（2020）年では 146,795世帯、世帯あたり人員は 2.17人

となり、核家族化は進行しています。 

 

図表２-１-１ 本市の人口・世帯数の推移（各年 10 月 1 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２-１-２ 本市の人口・世帯数の増加率と世帯あたり人員（各年 10 月 1 日） 

 平成 27 年 
(2015) 

平成 28 年 
(2016) 

平成 29 年 
(2017) 

平成 30 年 
(2018) 

令和元年 
(2019) 

令和 2 年 
(2020) 

人 口 332,088 人 330,321 人 327,491 人 324,706 人 322,040 人 319,028 人 

人口増加率 - -0.5% -0.9% -0.9% -0.8% -0.9% 

世帯数 143,824 世帯 145,015 世帯 145,244 世帯 145,585 世帯 146,371 世帯 146,795 世帯 

世帯数増加率 - 0.8% 0.2% 0.2% 0.5% 0.3% 

世帯あたり人員 2.31 人 2.28 人 2.25 人 2.23 人 2.20 人 2.17 人 

出所：いわき市「住民基本台帳」 ※外国人を含む 
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（２）高齢者数の推移 

本市の高齢者数は増加が続いており、令和２（2020）年 10 月１日現在の高齢者数は 98,461

人で、高齢化率は 30.9％となっています。なお、前期高齢者、後期高齢者ともに増加は続き、

令和２（2020）年の前期高齢者は 48,949 人で平成 27（2015）年より 2,778 人増、後期高齢者

は 49,512人で 3,144人増となりました。 

また、全国や福島県の値と比較すると、本市の令和２（2020）年１月１日現在の高齢化率

（30.4％）は、福島県全体とはほぼ同水準ですが、全国と比較して 2.5ポイント高くなってい

ます。 

 

図表２-１-３ 本市の高齢化の状況（各年 10 月 1 日） 

 平成 27 年 
(2015) 

平成 28 年 
(2016) 

平成 29 年 
(2017) 

平成 30 年 
(2018) 

令和元年 
(2019) 

令和 2 年 
(2020) 

総人口 332,088 人 330,321 人 327,491 人 324,706 人 322,040 人 319,028 人 

高齢者数 

(65 歳以上) 

人 口 92,539 人 94,425 人 95,614 人 96,827 人 97,598 人 98,461 人 

対総人口比 27.9%  28.6%  29.2%  29.8%  30.3%  30.9%  

前期高齢者数 

(65～74 歳) 

人 口 46,171 人 47,156 人 47,653 人 48,079 人 48,014 人 48,949 人 

対総人口比 13.9%  14.3%  14.6%  14.8%  14.9%  15.3%  

後期高齢者数 

(75 歳以上) 

人 口 46,368 人 47,269 人 47,961 人 48,748 人 49,584 人 49,512 人 

対総人口比 14.0%  14.3%  14.6%  15.0%  15.4%  15.5%  

 

図表２-１-４ 本市の前期・後期高齢者割合（各年 10 月 1 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：いわき市「住民基本台帳」 ※外国人を含む 

 

図表２-１-５ 高齢化率の比較（令和２年 1 月 1 日現在） 

 いわき市 福島県 全 国 

総 人 口  321,535 人 1,881,981 人 127,138,033 人 

高齢者数 97,758 人 576,837 人 35,486,813 人 

高齢化率 30.4% 30.7% 27.9% 

出所：総務省「住民基本台帳人口に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」  

14.0 14.3 14.6 15.0 15.4 15.5 

13.9 14.3 14.6 14.8 14.9 15.3 

27.9 28.6 29.2 29.8 30.3 30.9 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

平成27年

(2015)

平成28年

(2016)

平成29年

(2017)

平成30年

(2018)

令和元年

(2019)

令和2年

(2020)

前期高齢者割合

(65～74歳)

後期高齢者割合

(75歳以上)

（％）



 

‐8‐ 

高齢化の状況は、地区によっても差が見られ、令和２（2020）年 10月 1日現在における各地

区の高齢化率は、小名浜地区では 26.8％であるのに対し、三和地区では 45.7％、田人地区では

49.4％、川前地区では 48.0％となっています。これらの地区では後期高齢者の割合も高く、田

人地区、川前地区では住民の４分の１以上が後期高齢者となっています。 

また、５年前の平成 27（2015）年の高齢化率と比較すると、すべての地区で上昇しています

が、中でも三和地区や田人地区で上昇幅が大きくなっています。 

 

図表２-１-６ 本市の地区別の高齢化の状況（令和２年 10 月１日現在） 

地区名 総人口 高齢者数 高齢化率 
前期 

高齢者数 

前期高齢

者の割合 

後期 

高齢者数 

後期高齢

者の割合 

高齢化率 

(平成 27 年) 

高齢化率

の増減 

(5 年間) 

平 88,028 人 25,788 人 29.3%  12,903 人 14.7%  12,885 人 14.6%  26.0%  3.3 ポイント  

小名浜 78,580 人 21,049 人 26.8%  10,444 人 13.3%  10,605 人 13.5%  25.0%  1.8 ポイント  

勿来 47,952 人 15,435 人 32.2%  7,395 人 15.4%  8,040 人 16.8%  29.2%  3.0 ポイント  

常磐 32,734 人 10,930 人 33.4%  5,659 人 17.3%  5,271 人 16.1%  29.5%  3.9 ポイント  

内郷 24,610 人 7,807 人 31.7%  3,933 人 16.0%  3,874 人 15.7%  28.6%  3.1 ポイント  

四倉 13,480 人 4,930 人 36.6%  2,323 人 17.2%  2,607 人 19.3%  33.8%  2.8 ポイント  

遠野 5,282 人 2,077 人 39.3%  1,101 人 20.8%  976 人 18.5%  33.7%  5.6 ポイント  

小川 6,529 人 2,361 人 36.2%  1,198 人 18.3%  1,163 人 17.8%  33.0%  3.2 ポイント  

好間 11,950 人 3,808 人 31.9%  2,032 人 17.0%  1,776 人 14.9%  27.5%  4.4 ポイント  

三和 2,874 人 1,314 人 45.7%  602 人 20.9%  712 人 24.8%  38.6%  7.1 ポイント  

田人 1,533 人 757 人 49.4%  321 人 20.9%  436 人 28.4%  42.0%  7.4 ポイント  

川前 1,021 人 490 人 48.0%  207 人 20.3%  283 人 27.7%  41.9%  6.1 ポイント  

久之浜・大久 4,455 人 1,715 人 38.5%  831 人 18.7%  884 人 19.8%  33.6%  4.9 ポイント  

出所：いわき市「住民基本台帳」 ※外国人を含む 

※高齢化率等の割合は小数点第２位を四捨五入して表示しているため、高齢化率の増減について、表中の数値で計算した

場合とは一致しないことがある 
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（３）高齢者のみの世帯の状況 

高齢者のみで構成される世帯の数は年々増加しており、令和２（2020）年 10 月 1 日現在で

46,096世帯（総世帯数の 31.4％）となっています。 

 

図表２-１-７ 本市の高齢者のいる世帯の状況（各年 10 月 1 日現在） 

 平成 27 年 
(2015) 

平成 28 年 
(2016) 

平成 29 年 
(2017) 

平成 30 年 
(2018) 

令和元年 
(2019) 

令和 2 年 
(2020) 

総世帯数 143,824 世帯 145,015 世帯 145,244 世帯 145,585 世帯 146,371 世帯 146,795 世帯 

 高齢者のみ 

の世帯 

世帯数 39,732 世帯 41,273 世帯 42,441 世帯 43,719 世帯 44,930 世帯 46,096 世帯 

構成比 27.6%  28.5%  29.2%  30.0%  30.7%  31.4%  

 

高齢者単身 

世帯 

世帯数 23,541 世帯 24,432 世帯 25,239 世帯 26,116 世帯 26,971 世帯 27,754 世帯 

構成比 16.4%  16.8%  17.4%  17.9%  18.4%  18.9%  

高齢者のみ
の世帯（単身

を世帯除く） 

世帯数 16,191 世帯 16,841 世帯 17,202 世帯 17,603 世帯 17,959 世帯 18,342 世帯 

構成比 11.3%  11.6%  11.8%  12.1%  12.3%  12.5%  

出所：いわき市「住民基本台帳」 ※外国人を含む 

 

 

（４）要介護・要支援認定者数の推移 

本市の要介護・要支援認定者数は増加傾向であり、平成 30（2018）年には 20,000人を超え、

令和２（2020）年７月末現在で 20,791人となりました。なお、平成 24（2012）年から平成 27

（2015）年にかけては毎年 700人以上の増加がみられましたが、平成 28（2016）年以降の増加

幅は小さくなり、平成 30（2018）年で 570人増とやや大きくなりましたが、以降、ゆるやかな

増加で推移しています。 

 

図表２-１-８ 本市の要介護・要支援認定者数の推移（各年 9 月末現在） 

※令和 2 年は 7 月末現在の数値のため、後日 9 月末現在に更新予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省「介護保険事業報告（月報）」 

  

16,773 
17,968 18,689 

19,430 19,781 19,828 20,398 20,712 20,791 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成24年

(2012)

平成25年

(2013)

平成26年

(2014)

平成27年

(2015)

平成28年

(2016)

平成29年

(2017)

平成30年

(2018)

令和元年

(2019)

令和2年

(2020)

（人）



 

‐10‐ 

また、年齢別に要介護・要支援認定者数をみると、認定者全体に占める 75歳以上の後期高齢

者の割合は上昇傾向にあり、令和２（2020）年７月末現在で 86.3％となっています。なお、要

介護度別の構成比をみると、要介護１及び要介護２がやや増加傾向にあり、令和２（2020）年

7月末現在で全体の 38.6％を占めています。 

 

図表２-１-９ 本市の年齢別要介護・要支援認定者数の推移（各年 9 月末現在） 

※令和 2 年は 7 月末現在の数値のため、後日 9 月末現在に更新予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２-１-10 本市の要介護度別の構成比（各年 9 月末現在） 

※令和 2 年は 7 月末現在の数値のため、後日 9 月末現在に更新予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省「介護保険事業報告（月報）」 

  

7.6 8.2 7.8 8.3 9.0 9.0 8.9 9.0 9.0 

13.8 14.1 14.4 14.2 13.7 14.0 13.9 13.9 13.4 

15.7 16.2 16.4 16.8 17.9 17.6 17.4 17.2 17.5 

18.9 19.1 19.6 20.1 20.1 20.7 21.3 21.2 21.1 

17.0 17.0 17.3 16.9 16.6 16.2 15.8 16.2 16.2 

13.8 12.9 12.7 12.4 12.3 12.1 12.1 12.5 12.9 

13.1 12.6 11.7 11.2 10.5 10.4 10.7 10.1 10.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

平成24年

(2012)

平成25年

(2013)

平成26年

(2014)

平成27年

(2015)

平成28年

(2016)

平成29年

(2017)

平成30年

(2018)

令和元年

(2019)

令和2年

(2020)

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

（％）

549 533 534 527 497 462 467 473 462 

1,910 2,073 2,195 2,270 2,321 2,283 2,351 2,319 2,383 

14,314 
15,362 15,960 16,633 16,963 17,083 17,580 17,920 17,946 

85.3 85.5 85.4 85.6 85.8 
86.2 86.2 

86.5 86.3 

77.0

78.0

79.0

80.0

81.0

82.0

83.0

84.0

85.0

86.0

87.0

88.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

平成24年

(2012)

平成25年

(2013)

平成26年

(2014)

平成27年

(2015)

平成28年

(2016)

平成29年

(2017)

平成30年

(2018)

令和元年

(2019)

令和2年

(2020)

後期

高齢者

(左目盛)

前期

高齢者

(左目盛)

第2号

被保険者

(左目盛)

後期

高齢者

の割合

(右目盛)

（人） （％）



 

‐11‐ 

第１号被保険者数に占める要介護・要支援認定者数の認定率（割合）をみると、平成 27（2015）

年までは上昇傾向が続いていましたが、その後は横ばいで推移し、令和２（2020）年 7月末現

在で 20.7％となっています。 

また、要介護・要支援認定率の推移を前期高齢者・後期高齢者別にみると、前期高齢者につ

いてはあまり変化がみられませんが、後期高齢者の認定率は平成 27（2015）年まで毎年上昇し

ました。以降は横ばいで推移し、令和２（2020）年では 36.2％となっています。 

 

図表２-１-11 本市の第 1 号被保険者の要介護・要支援認定率（各年 9 月末現在） 

※令和 2 年は 7 月末現在の数値のため、後日 9 月末現在に更新予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第 1 号被保険者の認定率：65 歳以上の要介護・要支援者数を、第 1 号被保険者数で割った値 

 

図表２-１-12 本市の第 1 号被保険者の要介護・要支援認定率(前期高齢者・後期高齢者別、各年 9 月末現在) 

※令和 2 年は 7 月末現在の数値のため、後日 9 月末現在に更新予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省「介護保険事業報告（月報）」 

※前期高齢者の認定率：65～74歳の要介護・要支援認定者数を、65～74歳の第１号被保険者数で割った値 

※後期高齢者の認定率：75歳以上の 要介護・要支援認定者数を、75歳以上の第１号被保険者数で割った値 
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２ 本市高齢者の将来像 

（１）本市人口の将来推計 

本市の総人口は近年減少が続いていますが、今後も減少傾向は続き、令和５（2023）年には

310,438人となり、20年後の令和 22（2040）年には 25万人を下回る予想となっています。 

また、本市の高齢者数は令和３（2021）年には 98,681人と増加のピークを迎えますが、以降

は緩やかな減少となり、令和 22（2040）年には 89,972人になることが予想されます。 

一方で、高齢化率は今後も上昇し続け、令和 22（2040）年には 36.8％となる予想となってい

ます。 

前期高齢者、後期高齢者別にみると、前期高齢者は、令和３（2021）年に 49,993人と令和２

（2020）年より 1,044人増となりますが、そこをピークにその後は減少することが予想されま

す。一方で、後期高齢者は、令和３（2021）年に 824人減の 48,688人になりますが、その後は

増加に転じ、令和 22（2040）年には総人口に占める割合は 21.0％になり、前期高齢者割合を上

回る予想となっています。 

 

図表２-１-13 本市人口の将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２-１-14 前期高齢者／後期高齢者の内訳 

 令和 2 年 

(2020) 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

令和 7 年 

(2025) 

令和 22 年 

(2040) 

高齢者 

（65 歳以上） 

人 数 98,461 人 98,681 人 98,538 人 98,352 人 98,146 人 89,972 人 

総人口に占める割合 30.9%  31.2%  31.5%  31.8%  32.5%  36.8%  

 前期高齢者 

（65～74 歳） 

人 数 48,949 人 49,993 人 48,836 人 47,089 人 44,010 人 38,611 人 

総人口に占める割合 15.3%  15.8%  15.6%  15.2%  14.6%  15.8%  

後期高齢者 

（75 歳以上） 

人 数 49,512 人 48,688 人 49,702 人 51,263 人 54,136 人 51,361 人 

総人口に占める割合 15.5%  15.4%  15.9%  16.6%  17.9%  21.0%  

出所：いわき市による推計値  
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（２）認定者数の将来推計 

要介護・要支援認定者数は今後も増加傾向で推移し、令和５（2023）年には認定者数が 21,871

人に、さらに 20年後の令和 22（2040）年には 22,773人になる予想となっています。 

第１号被保険者の認定率はゆるやかに上昇し、令和５（2023）年には 21.8％の予想となって

いますが、現状の動きが将来も続いた場合、令和 22（2040）年には 24.9％になることが見込ま

れます。 

図表２-１-15 本市の要介護・要支援認定者数の将来推計 

※令和 2 年は 7 月末現在の数値のため、後日 9 月末現在に更新し、推計値も修正予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２-１-16 本市の要介護・要支援認定率（第 1 号被保険者）の将来推計 

※令和 2 年は 7 月末現在の数値のため、後日 9 月末現在に更新し、推計値も修正予定。 
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図表２-１-17 本市の要介護・要支援認定者数（第 1 号被保険者）の将来推計 

※令和 2 年は 7 月末現在の数値のため、後日 9 月末現在に更新し、推計値も修正予定。 

なお、令和 2 年は 7 月末現在の認定率を算出するため、高齢者数も 7 月末現在の数値を使用。 

 令和 2 年 

(2020)  

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

令和 7 年 

(2025) 

令和 22 年 

(2040) 

高齢者数 98,289 人  98,681 人 98,538 人 98,352 人 98,146 人 89,972 人 

認定者数（第１号被保険者） 20,329 人 20,806 人 21,114 人 21,422 人 21,713 人 22,427 人 

第１号被保険者の認定率 20.7%  21.1%  21.4%  21.8%  22.1%  24.9%  

前期高齢者数 48,765 人 49,993 人 48,836 人 47,089 人 44,010 人 38,611 人 

前期高齢者の認定者数 2,383 人 2,520 人 2,482 人 2,399 人 2,223 人 1,872 人 

前期高齢者の認定率 4.9% 5.0% 5.1% 5.1% 5.1% 4.8% 

後期高齢者数 49,524 人 48,688 人 49,702 人 51,263 人 54,136 人 51,361 人 

後期高齢者の認定者数 17,946 人 18,286 人 18,632 人 19,023 人 19,490 人 20,555 人 

後期高齢者の認定率 36.2% 37.6% 37.5% 37.1% 36.0% 40.0% 

出所：いわき市による推計値 
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第３章 第８次計画の進捗と評価 
 

１ 第８次計画の評価 

（１）統計データからみる課題 

本市においても、今後も少子高齢化は進行し続け、20年後の令和 22（2040）年には高齢化率

は令和２年（30.9％）より 5.9ポイント上昇し、36.8％となる見込みとなっています（12ペー

ジ参照）。それに伴い、要支援・要介護認定者も増加し、令和 22（2040）年には認定率は 24.9％

となる見込みで、高齢者のほぼ４人に１人は何らかの介護が必要な方となるような状況です

（13ページ参照）。 

また、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯も増加傾向で推移しており、今後、認知症高齢者

についても増加が見込まれることから、地域で見守る体制づくりが必要となっています（９ペ

ージ参照）。 

さらに地域別では、高齢化率の上昇が顕著な地域もみられ、それぞれのニーズに添った支援

が必要な状況です（８ページ参照）。 

高齢者がいつまでも健康に安心して暮らし続けていけるよう、自立支援や介護予防・重度化

防止に向けた取組みの充実や、地域全体で支え合う地域包括ケアシステムの一層の推進が重要

となっています。 

 

（２）アンケート結果からみる課題 

本計画を策定するにあたり、介護における高齢者及びそのご家族の生活状況やニーズ等の実

態を把握し、当該計画期間における介護保険給付サービスの見込量等の推計や、福祉施策への

反映等に向けた基礎資料として活用することを目的に、以下の基礎調査を実施しました。 

なお、課題については後述「２ ８つの視点の進捗と課題」の各項目へ記載し、調査の概要

については「資料編」に掲載します。 

 

 

調査名 
介護予防・日常生活圏域 

ニーズ調査 
在宅介護実態調査 介護支援専門員調査 

調査対象 

令和２年１月１日時点で

要介護認定を受けていな

いまたは要支援１・２の方 

在宅にて介護を受けて 

いる 65 歳以上の方 

 

いわき市介護支援専門員

連絡協議会会員 

 

調査客体

の抽出 

無作為抽出 

（圏域別に抽出） 

調査期間内に要介護認定

調査を受けた方 

全会員 

 

回収数 
6,400 件／9,800 件 

（回収率：65.3％） 

545 件／604 件 

（回収率：90.2％） 

192 件／358 件 

（回収率：53.6％） 

調査期間 令和２年２月～３月 令和２年２月～３月 令和２年２月～３月 
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２ ８つの視点の進捗と課題 

 

（１）視点１「運営体制の充実と情報発信の強化」 

①相談体制の充実 

地域包括支援センターでは住民主体のサービスやボランティア活動、民生委員を始めとした

地域の人々と家族・親族とのインフォーマルな助け合いを繋げるための取組みを行っています。 

地域包括支援センターによる地域の支援については、少子高齢化の進行による影響や地域の

ニーズの変化によって、高齢者が抱える課題も様々な要因が重複することが増え、対応困難な

事例が増えましたが、各種関係機関との連携を図るなどして対応している状況です。 

 

②地域ケア会議の充実 

高齢者に関する地域の課題を地域で解決するため、「地域ケア会議」の充実を図っています。

平成 30年度からは、リハビリに係る専門職等を加え、体制の強化を図りました。 

地域ケア会議の効果的な運営により、地域課題解決や地域のネットワーク構築を図り、地域

ごとに抱えている課題に対して関係機関と連携して効果的なアプローチを行っています。 

しかし、個別ケア会議や小地域ケア会議からの個別事例・地域課題を中地域ケア会議や地域

包括ケア推進会議などの段階で取り上げる仕組みに課題があり、地域課題として認識されにく

くなっているため、各地域において地域課題として取り上げられる体制の整備が必要となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

政策形成機能 

いわき市地域包括ケア推進会議 

地域ケア会議 

・地域包括ケア推進課主催。 

政策的な対応が必要となる課題や市全体での課題について検討。 

地域づくり機能・資源開発機能 

・各地区保健福祉センターが主催。 

・地域の実情と合わせて、地域課題の解決を図る。 

・市全体での検討が必要と判断される課題を地域包括ケア推進会議へ提出。 

個別課題解決機能 
ネットワーク構築機能 
地域課題発見機能 

小地域ケア会議 

個別ケア会議 

・地域包括支援センターが主催。 

・個別ケース検討の積み重ねから、地域課題・地域資源の抽出を行う。 

中地域ケア会議 

平地区 小名浜地区 勿来・田人地区 常盤・遠野地区 

四倉・久之浜・大久 小川・川前地区 内郷・好間・三和地
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③様々な媒体による情報発信 

市が目指す「地域包括ケアシステム」の姿やその理念について、医療・介護の関係者のみな

らず、いわきで暮らすあらゆる方々に、我が事として共有していただけるよう、各種媒体を活

用して情報発信を行っています。 

ポータルサイト「igoku」を平成 29年度から開設し、市内の高齢者に関する様々な取組みや

元気な高齢者の情報を高齢者にみならず、あらゆる年代の人に見てもらえるよう発信していま

す。 

フリーペーパー「紙のいごく」は、地域の人々と同じ視点で作成するよう心がけており、地

域での出来事を地域の人々の視点で伝えることで、医療・介護・福祉についての理解を深める

ことに繋がっています。 

また、地域の高齢者への取材を通じて、介護者視点での思いや考えなども内容としており、

それらを通じて高齢者に関わらず、介護者層を含む若年層にも興味を持ってもらえるきっかけ

づくりの機能を果たしています。 

「igoku フェス」は、医療・介護・福祉について直接体験・学習する場として実施している

ところであり、棺桶への入棺体験や認知症ＶＲの使用などを通じて直接体験をすることで「死」

や認知症について考えるきっかけづくりとなっています。 

課題の１つである若い世代に向けた情報発信の方法については、今後も効果的な取組みを実

施していく必要があります。 

 

図表３-２-１ 情報発信の実績 

内 容 

・ポータルサイト「igoku」を平成 29 年度から開設。 

・フェイスブック(H29 年度～)、YouTube 動画による情報発信(H30 年度～)を実施。 

・フリーペーパー「紙のいごく」による情報発信。平成 30 年度：4 回、令和元年度：3 回 

・「igoku フェス 2018」、「igoku フェス 2019」の開催。 
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④尊厳ある暮らしの支援 

権利擁護支援事業は概ね事業の趣旨どおりに取り組むことができ、成年後見制度利用支援事

業についても、制度利用対象者に対し必要な支援を実施しました。また、消費者教育推進事業

については出前講座を通して、各消費者に必要な消費者教育を受ける機会の創出に努めました。 

今後、認知症高齢者が増加することに鑑み、さらなる相談支援体制の強化を図る必要があり

ます。在宅医療やリビングウィル啓発のための出前講座については、市内全７地区での開催を

目標としており、現在６地区での開催が実現できている状況です。 

 

図表３-２-２ リビングウィル等についての出前講座の開催実績 

区 別 
Ｈ30 年度 

(2018) 

Ｒ1 年度 

(2019) 

Ｒ2 年度見込 

(2020) 

開催地区数 6 地区 5 地区 1 地区 

開催回数 8 回 6 回 1 回 

参加者数 305 名 176 名 20 名 
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（２）視点２「安心して暮らせる住まい環境の整備」 

①高齢者世帯の安定的な居住の確保 

市地域包括ケア推進会議において、専門性が高く、関係機関と協働して取組みを検討する事

項については、作業部会を設置しています。健康と生きがいづくり部会、高齢者生活安全部会、

医療と介護連携促進部会の三つの部会に加え、平成 29 年度からは、高齢者や障がい者などの

住まいや住まい方の現状把握並びに解決策などを検討するため、関係者による協議を行ってい

ます。 

高齢者や障がい者などの住まいや住まい方の現状把握並びに解決策などを検討するため、関

係者により協議を重ねてきた中で、平成 29 年度から「ＮＰＯ法人地域福祉ネットワークいわ

き」によって入居・入所、葬送等支援事業が創設されたほか、住宅施策として新たな住宅セー

フティーネット制度の推進を図るため、「いわき市賃貸住宅供給促進計画」が策定されるなど、

終末期を含め、本人が安心して暮らし続けることができる支援体制の整備が図られつつありま

す。 

 

②在宅生活の継続と介護者支援 

「小規模多機能型居宅介護」及び「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、いずれの事業所に

おいても、平成 30年度から新規参入がない状況です。令和２年４月１日現在、市内の「小規模

多機能型居宅介護」は 24事業所、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は０事業所です。 

「在宅生活の継続」に寄与していると考えられる当該サービスについては、引き続き事業者

の参入が促進されるよう取組む必要があります。 

また、在宅介護実態調査によると、家族等による介護の頻度については、回答者の約７割が

ほぼ毎日介護を行っている状況であり、介護者が不安を感じる介護としては、「認知症状への対

応」や「外出の付き添い、送迎」、「入浴・洗身」などが回答の割合が高く、様々な内容で介護

に不安を抱えていることが分かります。 

さらに、「働いている介護者が介護のため働き方を調整しているか」という質問については、

約６割の人が短時間勤務や休暇取得など何らかの調整を行っており、今後の仕事の継続につい

ては、「続けていくのは、やや難しい」や「続けていくのは、かなり難しい」と回答した人が約

１割存在します。このことから、介護者への負担軽減や介護離職防止に向けた支援の強化が必

要と考えられます。 

図表３-２-３ 小規模多機能型居宅介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所数 

区 別 
Ｈ30 年度 

(2018) 

Ｒ1 年度 

(2019) 

Ｒ2 年度見込 

(2020) 

小規模多機能型居宅介護 26 事業所 25 事業所 24 事業所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 事業所 0 事業所 0 事業所 

※小規模多機能型居宅介護は２事業所休止中（令和２年 10月末現在） 

図表３-２-４ 家族等による介護の頻度 

 

 

 

 
9.2% 5.1% 10.6% 5.7% 69.4% 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=545)

ない 週1日以下 週1～2日 週3～4日 ほぼ毎日 無回答

9.2% 5.1% 10.6% 5.7% 69.4% 0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=545)

ない 週1日以下 週1～2日 週3～4日 ほぼ毎日 無回答
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図表３-２-５ 今後の在宅生活の継続に向け、主な介護者が不安に感じる介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３-２-６ 主な介護者の働き方の調整状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３-２-７ 主な介護者の就労継続の可否に係る意識 

 

 

 

 

 

  

11.5%

14.9%

3.4%

19.2%

2.6%

5.5%

13.7%

23.8%

13.3%

31.7%

3.0%

16.4%

16.6%

10.3%

3.2%

7.3%

2.8%

12.3%

0% 20% 40%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストー…

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物…

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わから…

無回答

合計(n=495)

38.7%

36.6%

14.3%

0.8%

9.7%

2.9%

3.8%

0% 20% 40% 60%

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業
免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け

等）」しながら、働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇
等）」を取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しな
がら、働いている

介護のために、2～4以外の調整をしな
がら、働いている

わからない

無回答

合計(n=238)

27.3% 43.7% 8.0% 4.2%6.7%10.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(n=238)

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける
続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい
わからない 無回答
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③施設整備や待機状況の解消に対する取組み 

第８次計画策定時(平成 29年度)の特別養護老人ホーム入所待機者数は 794名で、そのうち、

在宅での待機者が 358名でした。当時の市内特別養護老人ホームの定員数は 1,580名で、その

うち年間約 25％（395名）は死亡等により退所となることから、概ね１年以内に、入所の必要

性の高い在宅の待機者は入所できるものと見込んだ上で、さらなる待機者解消を図ること、施

設が計画どおり整備されなかった場合にも計画床数によって介護保険料に反映されてしまう

こと等も踏まえ、整備目標を定めたところです。 

整備計画に基づき、公募により事業者の選定を行いましたが、未選定の施設が多数ある状況

です。また、市内の特別養護老人ホームに対して令和２年５月に実施した入所希望者の調査で

は、令和２年４月１日現在、1,160名の施設入所希望者がおり、そのうち在宅での待機者は 532

名、令和２年度の市内特別養護老人ホームの床数 1,625床のうち、年間約 28％（449床）が死

亡等により退所となっている状況です。 

こうした状況も踏まえつつ、施設整備については、早急に入所が必要な人がどの程度存在す

るのか等といった真のニーズを把握する必要があります。また、近年有料老人ホームとサービ

ス付き高齢者向け住宅の定員数が大きく増加しており、多様な介護需要の受け皿としての役割

を担っていることから、これら施設の設置状況等を踏まえたサービス基盤の整備を図っていき

ます。 

 

図表３-２-８ 施設サービス整備状況 

介護保険の施設 定員目標 定員実績 未選定数 

特別養護老人ホーム 1,330 名 1,315 名 15 名 

地域密着型特別養護老人ホーム 368 名 310 名 58 名 

グループホーム 660 名 660 名 0 名 

特定施設入居者生活介護 1,166 名 1,150 名 16 名 

    

介護保険対象外のその他の施設 市内事業所数 定員数  

養護老人ホーム 2 事業所 180 名  

軽費老人ホーム・ケアハウス 5 事業所 180 名  

住宅型有料老人ホーム 48 事業所 848 名  

シルバーハウジング 0 事業所 0 名  

サービス付き高齢者向け住宅 14 事業所 345 名  

（令和２年度末見込） 
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④地域に開かれた介護施設の整備 

地域交流活動等に取り組む事業所の表彰制度については、第８次計画期間において新規創設

に至りませんでした。改めて今後の取組みについて検討していきます。 

また、施設整備について、地域密着型特別養護老人ホームは、公募に対し参入を希望する事

業者はありましたが、基準を満たしていない等の理由で選定がなされなかったことから、整備

床数は増えていない状況です。 

一方、グループホームは令和元年度に公募を行い、新たに２施設 36床が選定されました。令

和２年度現在、第５圏域（小名浜市街地・東部）、第 12圏域（好間・三和）でそれぞれ 18床増

加し、サービスの提供を開始しています。 

 

図表３-２-９ 地域密着型サービス事業所整備状況    （単位：床） 

区 分 

（介護予防含む） 

合

計 

第１ 

圏域 

第２ 

圏域 

第３ 

圏域 

第４ 

圏域 

第５ 

圏域 

第６ 

圏域 

第７ 

圏域 

第８ 

圏域 

第９ 

圏域 

第 10 

圏域 

第 11 

圏域 

第 12 

圏域 

第 13 

圏域 

第 14 

圏域 

平
市
街
地 

平
北
部 

平
東
部 

平
南
部 

小
名
浜
市
街

地
・
東
部 

小
名
浜
西
部 

小
名
浜
北
部 

勿
来
中
部
・

南
部 

勿
来
北
部
・

田
人 

常
磐
・
遠
野 

内
郷 

好
間
・
三
和 

四
倉
・ 

久
之
浜
大
久 

小
川
・
川
前 

地域密着型特別

養護老人ホーム 
310 29 29 0 29 29 29 29 29 20 29 29 29 0 0 

グループホーム 624 72 45 9 18 81 27 27 45 81 48 63 45 36 27 

（令和２年度末見込） 
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⑤地域共生社会の実現に向けた取組み 

平成 30年４月から介護保険制度及び障害者総合支援制度へ共生型サービスが導入されたこ 

とに伴い、障害福祉サービス事業所が介護保険サービス事業に参入可能となったことで、障 

がい者が 65歳になり介護保険の第 1号被保険者となっても、使い慣れた障害福祉サービス事 

業所を利用し続けることが可能になりました。また、令和元年度には介護予防・日常生活総 

合支援事業においても共生型サービスが導入されました。引き続き、本計画においても事業 

所の参入を促していきます。 

 

図表３-２-10 共生型サービス整備状況 

区 別 
Ｈ30 年度 

(2018) 

Ｒ1 年度 

(2019) 

Ｒ2 年度見込 

(2020) 

参入事業所数 1 事業所 0 事業所 0 事業所 

 

図表３-２-11 高齢者の状態に応じた住まいのイメージ図 

自 立 要支援 要介護 

軽度  中等度  重度 

   

※上記の図は、身体状況等の視点から、各住まい等の位置付けの大まかな目安をイメージ図として表し

たものであり、これに当てはまらない場合もあります。 

  

特別養護老人 
ホーム 

介護療養型医療施設 

介護老人保健施設 

軽費老人ホーム（ケアハウス） 

介護付き有料老人ホーム（特定施設入所者生活介護） 

介護医療院 

グループホーム 

サービス付き高齢者向け住宅 

住宅型有料老人ホーム 

居     宅 

養護老人ホーム 

居宅サービス 

居宅サービス 

特定施設住居者生活介護・ 
居宅サービス 

特定施設住居者生活介護・居宅サービス 
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（３）視点３「地域で支える仕組みづくりの推進」 

①多様な主体によるサービスの創出 

平成 27年度は市内７地区、平成 28年度は市内８地区をモデル地区に選定し、住民支え合い

活動の創出を図りました。平成 29 年度は第２層協議体の設置により、広域での支援を中心に

検討し、平成 30年度は新たに７地区、令和元年度は 15地区で第３層協議体の立ち上げを行い、

令和２年８月時点で 40協議体が活動しています。 

第２層協議体の活動状況は活発化してきていますが、13地域という広域なエリアでの活動の

中で、各地域が抱えている課題を市として一体的に集約して情報共有できる場がないため、市

全域レベルでの課題等を把握し、解決していくための体制づくりが必要となっています。 

また、第３層協議体については、令和２年８月末時点で、市内で 40協議体が立ち上がってい

る状況ではありますが、地域の中での意識醸成や立ち上げに時間がかかることや、サポーター

のなり手が少ないなどの課題もあるため、今後も地域のニーズを把握しながら互助の考え方を

浸透させるよう努めていくことが必要です。 

 

図表３-２-12 付属の協議体の設置状況 

区 別 
Ｈ30 年度 

(2018) 

Ｒ1 年度 

(2019) 

Ｒ2 年度見込 

(2020) 

協議体数 22 協議体 37 協議体 45 協議体 

 

②互助に関する意識醸成 

地域住民と保健福祉関係機関（地域包括支援センター、社会福祉協議会など）の協働により、

地域内に「高齢者見守り隊」を結成し、一人暮らし高齢者等に対する声かけ活動を基本としな

がら、孤立感の解消やごみ出しなど、これまで市内 33団体で活動が展開されてきました。 

本事業における高齢者見守り隊は、平成 21年度より活動開始しており、市内で 33団体が組

織され、一人暮らし高齢者等に対する声掛け活動を基本とした活動を行ってきました。平成 27

年度からは「住民支え合い活動づくり事業」が創設され、その活動内容に「高齢者の見守り」

も含まれることから、平成 30 年度以降、新たな高齢者見守り隊については住民支え合い活動

として立ち上げているところです。既存の高齢者見守り隊については、活動内容が重複するこ

とから、今後、住民支え合い活動への統合を検討しています。 
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③公的なサービスの充実によるフレイルの予防 

配食サービス事業は、高齢者及び重度身体障害者等に対し、栄養バランスのとれた食事を調

理し、定期的に居宅に訪問して提供することにより、自立の促進、生活の質の確保、介護予防、

孤独感の解消及び安否の確認が図られています。 

つどいの場に配食する会食サービスでは、高齢者の低栄養等による活動量の低下や体力低下

を予防するとともに、孤独感の解消及び粗食の防止が図られています。 

配食サービスの利用ニーズは年々増加傾向にあるものの、中山間地域の一部においては、提

供事業所が限定されているため、昼食のみの対応となっている地域があります。 

また、つどいの場での会食については、特定の団体の利用回数が増えたことにより、利用食

数の実績は増加していますが、実利用団体数自体は増加していないため、さらなる周知が必要

となっています。 

 

図表３-２-13 配食サービスの利用実績 

区 別 
Ｈ30 年度 

(2018) 

Ｒ1 年度 

(2019) 

Ｒ2 年度見込 

(2020) 

利用者数 1,036 名 1,045 名 1,070 名 

配食数 172,181 食 185,809 食 200,100 食 
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（４）視点４「健康づくり・介護予防の推進」 

①公的なサービスの役割明確化 

介護予防・生活支援サービス事業については、薬剤師、理学療法士等専門職による助言を通

じて、利用者本人のＱＯＬ向上を目指す介護予防ケアマネジメント支援会議を実施しています。 

また、生活援助サービスにおいて、令和元年度の利用回数が 1,200回を超えたほか、短期集

中予防サービスについても通所型利用者の約７割がサービス終了後もシルバーリハビリ体操

やつどいの場などの地域活動に移行しているなど、一定の事業成果がみられました。課題とし

て、生活援助サービスと短期集中予防サービスの提供事業所及び利用者の増加に向けて、地域

包括支援センター等へサービスの普及啓発を行うとともに、サービス提供体制を引き続き強化

していく必要があります。 

介護予防ケアマネジメント支援会議については、利用者の要介護の維持・改善率が約７割で

あり、介護の重度化防止について一定の効果はあるものの、維持率が６割であるのに比べ改善

率は１割と低いことから、今後も専門職からの助言をもとにサービスの質を向上させ、さらな

る高齢者の自立支援と重度化防止を図る必要があります。 

また、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の機能評価判定によると、運動器の機能低下者は

14.7％、転倒リスクがある人は 30.3％、低栄養の傾向がある人は 5.5％、口腔機能の低下者は

35.1％で、いずれも 75 歳以上からリスクがある人は増え始め、年齢が高くなるに従い増加し

ています。早い段階からのアプローチすることが重要となっています。 

さらに、在宅介護実態調査では、介護保険サービス以外の利用している支援・サービスは、

「利用していない」人が約８割を占めています。在宅生活の継続のために充実が必要な支援・

サービスとしては、「外出同行」や「移送サービス」、「掃除・洗濯」で２割程度のニーズがある

状況です。必要時に必要な生活支援サービスが受けることができる仕組みづくりが必要となっ

ています。 

図表３-２-14 運動器の機能低下者割合と転倒リスク者割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３-２-15 低栄養状態の判定者割合と口腔機能低下者割合 
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図表３-２-16 保険外の支援・サービスの利用状況と 

在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②介護予防活動の担い手の確保と活動支援 

介護予防の意識の醸成と、地域ぐるみで誰もが気軽に介護予防活動に参加できることを目的

に、いわき市シルバーリハビリ体操事業を実施しており、「つどいの場」にボランティアの体操

指導士を派遣しています。体操を実施することで高齢者の介護予防に資するとともに、つどい

の場やボランティア活動といった社会参加を通じ、生きがいづくりの創出を行っているところ

です。一方で、シルバーリハビリ体操指導士の養成及び活動支援について新規の指導士が需要

に対して不足していることや、指導士の認定は受けたものの体操教室での実指導に結びついて

いないことなどが課題となっています。 

 

③介護予防活動などに取り組む地域拠点の拡充 

市内各地域にコーディネーターを配置し、「つどいの場」の立ち上げや運営の支援を行うほ

か、団体の活動費の一部補助を行いました。 

「つどいの場」については、コーディネーターを通じて、団体の活動をスムーズに運営でき

るような支援や新規立ち上げ支援を実施していますが、活動グループや活動拠点がない空白地

域もあることから、関係機関との連携を図りながら地域資源を調査し、さらなるグループの立

ち上げ支援を実施していく必要があります。 

また、つどいの場の開催頻度については、会場の確保やプログラム内容によっては日程の調

整などから活動回数が制限される団体もあり、また、新たな参加者がいないなど継続開催に支

障を来す可能性がある団体も見受けられることから、持続的に活動できるような支援が必要と

なっています。 

 

④住民主体の活動に対する公的支援のあり方の整理 

住民支え合い活動を通して、多様なサービスの創出を図っているところですが、サービスを

事業に位置付ける場合、当該活動に対しても補助や助成といった支援を行うことができるよう

になるとともに、市内統一の基準（運営方法や人員基準、支援内容）を設け、均質なサービス

提供体制を構築する必要があります。 

一方で、一定の基準を設けることが協議体の自主性や取組みの自由度などを制限する可能性

もあることから、各協議体から意見聴取等を行いながら、住民主体の活動に対する支援のあり

方を検討する必要があります。 
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3.3%

3.7%

3.5%

3.9%

5.5%

1.8%

4.6%

0.6%

2.6%

77.2%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

利用していない

無回答

合計(n=545)

12.1%

13.4%

18.0%

12.1%

9.4%

20.4%

18.9%

15.4%

7.9%

1.8%
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4.4%

0% 20% 40% 60%

配食
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掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答

合計(n=545)
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（５）視点５「生きがいづくりと社会参加の促進」 

①地域活動等を通じた社会貢献できる場の提供 

高齢者の自主的な介護予防活動及び地域福祉活動等を積極的に奨励、支援するため、市が指

定するボランティア等の活動に参加した高齢者にポイントを付与し、当該ポイントを商品等に

還元することにより、高齢者自身の社会参画の促進並びに介護予防の推進と、本市における地

域包括ケアの推進に寄与することを目的に実施しました。事業の参加者からは、やりがいにつ

ながる、活動のモチベーションとなる等の声もあり、満足度は高い傾向となっています。 

登録者数が前年比ベースで増加傾向であり、事業参加者については概ね事業に満足している

声をいただいている一方で、新規参加者を増やすために事業に参加していない方の意向を把握

する必要があるなどの課題があります。 

また、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、趣味や楽しみが「ある」と回答した人は 66.9％

となっていますが、生きがいが「ある」と回答した人は 41.5％に留まっています。定年後にお

いても、就労や社会的な役割を持っていきいきと過ごせるよう、生きがいや社会参加づくりを

支援していく必要があります。 

 

図表３-２-17 いきいきシニアボランティアポイント事業の実績 

区 別 
Ｈ30 年度 

(2018) 

Ｒ1 年度 

(2019) 

Ｒ2 年度見込 

(2020) 

参加者数 799 名 870 名 900 名 

商品還元者数 576 名 644 名 900 名 

商品還元率 72.10％ 74.02％ 100.00％ 

ポイント導入施設数 142 か所 150 か所 160 か所 

 

 

図表３-３-18 趣味や楽しみ、生きがいの有無 
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②地域社会との交流の場の提供 

老人クラブについては、活動費等に補助金を交付し事業継続の支援を行いました。 

一方、高齢者の生きがいづくりの支援を目的としたシルバーフェアやシルバーピアードにつ

いては、令和元年度東日本台風や新型コロナウイルス感染症等の影響により、中止又は開催規

模を縮小せざるを得ませんでした。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、地域への活動の参加状況について、老人クラブに

「参加していない」と回答した人が９割を超える結果となりました。一方で、趣味関係のグル

ープや町内会・自治会の活動は約３割が参加しており、高齢者の活動が多様化している状況に

あることが窺えます。老人クラブの数は減少傾向にありますが、高齢者の老後の活動の選択肢

の１つとして重要な役割を担っていることから、引き続き支援を継続していく予定です。 

 

図表３-２-19 老人クラブの活動状況 

区 別 
Ｈ30 年度 

(2018) 

Ｒ1 年度 

(2019) 

Ｒ2 年度見込 

(2020) 

老人クラブ数 130 クラブ 96 クラブ 92 クラブ 

会員数 5,477 名 4,049 名 3,855 名 

 

図表３-２-20 地域活動への参加状況 
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③就労機会の提供 

シルバー人材センターについては、運営費補助等の財政的な支援を引き続き行いました。ま

た、「高齢者就労総合支援いわき地域連携推進連絡会議」を通して、ハローワークにシルバー人

材センターのチラシを設置することや、シルバー人材センターが行っている事業の情報提供を

検討するなど、連携強化に向けての活動が行われています。 

高齢化や就労人口の減少に伴い、高齢者層の労働力活用の重要性が高まっており、深刻な人

材不足が懸念される介護サービス事業所等において専門職や有資格職以外で高齢者が担える

業務をさらに模索する必要があります。 

 

図表３-２-21 シルバー人材センターの実績 

区 別 
Ｈ30 年度 

(2018) 

Ｒ1 年度 

(2019) 

Ｒ2 年度見込 

(2020) 

総会員数 1,122 名 1,141 名 1,088 名 

受託件数 6,418 件 6,030 件 6,692 件 

 

  



‐31‐ 

（６）視点６「介護人材の確保・育成と介護サービスの充実」 

①介護の仕事の魅力向上 

令和２年度より小中学生、高校生に対しての出前講座を開設し、高齢者疑似体験や車いすの

乗車体験等を通して、超高齢化社会における「介護」の仕事の社会的な意義や価値を説明し、

介護の仕事の魅力を発信しています。課題として講座を行う機会を増やすため、積極的に周知

を図り、当該講座に対する認知度を高める必要があります。 

 

②多様な人材の確保・育成 

介護人材の育成及び定着支援を目的に、役職・経験年数等に応じたセミナーを開催していま

す。令和元年度においては、全６回のセミナーを予定していましたが、新型コロナウイルス感

染症の影響から前半２回の実施に留まり、後半の４回は中止となりました。令和２年度は新型

コロナウイルス感染症の状況をみながら進める予定です。今後の課題として、介護職員を十分

に確保できていない事業所はセミナーへの参加が困難であることから、参加に対する支援策に

ついて検討する必要があります。 

また、生活援助サービス従事者養成研修については、高齢者ニーズの多様化や介護人材の不

足に対応するため、高齢者宅を訪問し洗濯、掃除、調理等の家事援助サービスを行うための人

材を養成しています。当該サービスの令和元年度の利用回数は 1,200回を超えており、専門職

の負担軽減が図られ、介護人材不足の対応に一定の成果がみられます。サービス利用者と提供

事業所を増加させることが今後の課題となっています。 

 

図表３-２-22 セミナーの開催実績 

 

区 別 Ｈ30 年度 

(2018) 

Ｒ1 年度 

(2019) 

コミュニケーション 

スキルアップセミナー 
1 回 11 名 - - 

OJT リーダー研修 

セミナー 
1 回 13 名 - - 

業務改善研修 1 回 16 名 - - 

苦情対応研修（上級編） 1 回 12 名 - - 

労務管理研修 1 回 16 名 - - 

コミュニケーション研修 - - - - 

介護技術研修 1 回 50 名 - - 

介護技術研修（基礎編） - - 1 回 6 名 

介護技術研修（応用編） - - 1 回 5 名 

合 計 6 回 118 名 2 回 11 名 
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③生産性の向上を通じた労働負担の軽減 

介護ロボットの導入を希望する事業所に対しては、県の地域医療介護総合確保基金等の、国

や県の補助事業を随時案内しており、こうした事業が積極的に活用されるよう、事業所に対し

て周知を図る必要があります。 

また、介護支援専門員調査では、業務量に関する負担感について、「業務量が多い・やや多い」

と回答した人は 73.4％を占めており、前回調査(平成 29 年度)より負担を感じている人はやや

増加の傾向がみられました。介護人材が不足しているなか、文書負担軽減やＩＣＴの活用等、

介護現場革新に向けた取組みが必要となっています。 

 

図表３-２-23 業務量に関する負担感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④外国人介護人材の活用の検討 

令和元年度に市内介護保険サービス事業所に対し、「外国人の就労状況や雇用ニーズに関す

るアンケート」を実施しました。（依頼件数：534事業所、回答件数：196事業所、回答率：36.7％） 

アンケートの結果、回答のあった事業所のうち、外国人人材の活用に関心があると回答した

事業所は、全体の約 40％であった一方で、「日本語のコミュニケーション能力への不安」や「外

国人介護職員を指導する職員の不足」などの理由から、受け入れは考えていないという事業所

も多くみられたことから、外国人人材の活用については課題が多いことが浮き彫りとなりまし

た。介護人材不足の解消は喫緊の課題であることから、本計画期間においても外国人人材の活

用について引き続き検討する必要があります。 
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（７）視点７「医療と介護の連携強化」 

①在宅医療・介護連携の課題解決に向けた体制の充実 

いわき市地域包括ケア推進会議の作業部会である「医療と介護連携促進部会」を毎年開催し

ており、医療と介護関係団体の代表者と連携上の課題抽出やその解決に向けた協議を行ってい

ます。また、①退院調整率、②多職種研修会の受講者数、③在宅医療出前講座の参加者数と開

催地区数を成果指標として、進捗管理も行ってきました。今後も連携を進めていくうえで、引

き続き課題や解決策について協議していく必要があります。 

在宅医療・介護連携情報リストについては、地域の医療・介護サービス資源を把握し、情報

を共有するため、定期的に医療機関や介護事業所等に調査を行い、掲載情報について更新を行

いました。今後さらなる連携を進めるためには、共有に必要な情報の整理や情報共有の在り方

について協議していく必要があります。 

いわき医療圏退院調整ルールについては、退院後に切れ目なく介護サービスを受けられるよ

う、病院とケアマネジャーが連携し、情報の共有や退院に向けた連絡・調整を行う仕組みであ

る「退院調整ルール」の運用状況等を把握するため、運用評価会議を毎年開催し、課題抽出と

所要のルール追加等を行っています。また、運用評価会議ではグループワーク等も実施し、病

院・介護支援専門員間の連携強化に取り組んでいますが、退院調整率について向上の余地があ

ることから、引き続き、定期的な運用状況の確認や評価を行いながら、病院・介護支援専門員

間の連携強化に取り組む必要があります。 

また、介護支援専門員調査では、「地域の福祉資源と医療資源との連携がうまくできていると

思うか」という質問について、「うまくできていると思う」（4.2％）と「ある程度できていると

思う」（52.6％）を合わせた「できていると思う」という回答は半数以上でしたが、一方の「あ

まりうまくできているとは思わない」との回答も 34.9％となっています。また、「地域の福祉

資源（介護）と医療資源の連携を図るために特に何が必要だと思うか」という質問については、

「在宅医療を含めた市内医療体制の把握」が約７割を占め、そのほか「医療・看護従事者に対

する介護事業に関する研修による知識、理解の向上」という回答も約４割あり、さらなる福祉

と医療の連携のための取組み強化を図る必要があると考えられます。 

 

図表３-２-24 退院調整の実績 

区 別 
Ｈ30 年度 

(2018) 

Ｒ1 年度 

(2019) 

Ｒ2 年度見込 

(2020) 

退院調整率 72.0％ 68.0％ 79.6％ 
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図表３-２-25 福祉資源と医療資源の連携状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３-２-26 福祉資源と医療資源の連携に必要なこと 
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②関係団体間の連携強化と医療・介護を支える人材の育成 

いわき市在宅医療・介護連携支援センターを令和元年度に開設し、医療・介護等専門職から

の相談に対応するとともに、病院等にも定期的に訪問し、医療と介護連携の周知を図っていま

す。そのほか、介護事業所等も訪問し現場の課題などについての情報収集を行っていますが、

より多くの方がセンターを認知し活用していただくためには、引き続き周知に取り組んでいく

必要があります。 

また、地域の医療と介護関係者の連携強化と在宅医療に取り組む人材を育成するため、在宅

医療推進のための多職種研修会を、市医師会との共催で毎年開催しています。開催にあたって

は、今後も市医師会との緊密な連携が必要です。 

 

図表３-２-27 多職種研修会の開催実績 

区 別 
Ｈ30 年度 

(2018) 

Ｒ1 年度 

(2019) 

Ｒ2 年度見込 

(2020) 

開催回数 2 回 1 回 
開催中止 

参加者数 107 名 60 名 

※ 令和２年度は新型コロナウイルス感染症を考慮し、開催中止としました。 

 

③在宅医療や介護サービスに関する普及啓発 

市医師会及び地域包括支援センターと連携し、健康維持、在宅医療やリビングウィル（終末

期の医療ケアについての意思表明）等についての出前講座を行いました。 

会場では、市が市医師会と作成した、自分が望む終末期を迎えるための手助けとなる「わた

しの想いをつなぐノート」を配布し、リビングウィルの啓発を行っています。課題として、各

地区の参加者数に大きな開きがあることから、住民への周知の方法などについて検討する必要

があります。 

 

図表３-２-28 在宅医療出前講座の開催実績 

区 別 
Ｈ30 年度 

(2018) 

Ｒ1 年度 

(2019) 

Ｒ2 年度見込 

(2020) 

開催回数 8 回 6 回 1 回 

参加者数 305 名 176 名 20 名 

 ※ 令和２年度は新型コロナウイルス感染症を考慮し、地区住民からの 

要望で開催した久之浜地区以外は中止としました。 

 

  



‐36‐ 

（８）視点８「認知症対策の推進」 

①多職種による認知症家族介護者への支援（連携）体制の構築 

認知症の方の生活を支援するには、医療・介護職の認知症対応に加え、双方の有機的な連携

を推進することが必要です。このため、県より指定を受けた「認知症疾患医療センター」との

連携によって認知症多職種協働研修会を開催しました。医療・介護・行政からの参加があり、

事例検討を通して、認知症の人の支援について連携しています。しかし、医療機関からの参加

が少ないことから、連携の中核機関を担っている「認知症疾患医療センター」を中心に医療機

関へ参加の働きかけを行う必要があります。 

また、介護支援専門員調査において、認知症高齢者の対応で困難が生じた場合の連携先とし

て最も多かったのは「担当者会議を開催し関係者との連携で対応」（64.9％）で６割以上となっ

ており、「地域包括支援センター」（52.1％）と「社内職員と連携」（49.5％）においても約５割

と、対応にあたって連携が必要であることが窺えます。認知症への対応は早期発見・早期治療

が重要であることから、さらなる関係者間のネットワーク体制整備が必要となっています。 

 

図表３-２-29 認知症高齢者の対応で困難が生じた場合の連携先 
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②認知症に関する正しい知識と理解の促進 

認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を地域で支えていくことができるよう、温か

く見守る“応援者”である「認知症サポーター」の養成を行っており、小学生向け認知症教室

や認知症の人と関わる機会の多い金融機関での講座開催等、対象を拡大して実施しています。 

また、より多くの市民に認知症を自分ごとと考えてもらうきっかけとして、認知症施策の先

進地から講師を招いての認知症講演会や、新たな視聴覚デバイスであるＶＲ機器を活用した認

知症体験会を開催し、認知症への理解促進を図っています。今後は、地域における認知症サポ

ーターの活動の場を増やしていく必要があります。 

 

③本人とその家族への支援の充実 

認知症の方とその家族等のピアサポートの場、専門職による相談の場、認知症の正しい理解

の普及啓発と地域の方の交流の場として認知症カフェ事業「オレンジカフェ以和貴」を実施し

ています。 

開催場所も年々増加し参加者数も伸びてきているところであり、カフェの持つ「相談窓口・

情報発信・地域交流の場」としての機能をそれぞれのカフェが果たしています。開催地区が都

市部に集中していることから、今後は中山間地域での開催を推進する必要があります。 

また、認知症の初期診断・早期対応の体制として、認知症の方や認知症の疑いがある方とそ

の家族等を訪問し、初期段階における包括的・集中的支援を行い、適切な医療・介護につなげ

ることを目的として認知症初期集中支援チームを設置しています。認知症になっても住み慣れ

た地域で安心して生活ができるような支援体制の構築を図っており、今後はチームと地域の医

療機関・介護機関とのより一層の連携構築に注力する必要があります。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査において、認知機能低下者については全体の約４割とな

っており、特に 80歳以上になると５割を超えます。今後さらに、認知症の人が増える見込みと

なっていることから、認知症対策の強化が必要となっています。 

 

 

図表３-２-30 認知症初期集中支援チームの活動実績 

区 別 
Ｈ30 年度 

(2018) 

Ｒ1 年度 

(2019) 

Ｒ2 年度見込 

(2020) 

新規件数 22 件 18 件 25 件 

延訪問数 76 件 106 件 147 件 

会議開催数 21 回 21 回 30 回 
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図表３-２-31 認知症カフェ「オレンジカフェ以和貴」の開催実績 

地区 開催会場 

Ｈ30 年度 

(2018) 

Ｒ1 年度 

(2019) 

Ｒ2 年度見込 

(2020) 

開催 

回数 

参加 

者数 

開催 

回数 

参加 

者数 

開催 

回数 

参加 

者数 

平 
イトーヨーカドー平店 12 回 87 名 10 回 77 名 12 回 92 名 

いつだれ kitchen - - 5 回 61 名 48 回 585 名 

小名浜 
サニーポート小名浜 12 回 87 名 11 回 126 名 12 回 138 名 

丸ほん 12 回 145 名 11 回 112 名 12 回 122 名 

勿来 
グループホームわいの家 3 回 59 名 11 回 190 名 12 回 207 名 

いきがい村 2 回 15 名 11 回 94 名 12 回 102 名 

常磐 サンライフゆもと 12 回 127 名 11 回 120 名 12 回 130 名 

内郷 ラウンジミュウ 12 回 194 名 11 回 196 名 12 回 213 名 

好間 サンシャインよしま - - 6 回 34 名 12 回 68 名 

四倉 喫茶レオ 13 回 132 名 10 回 59 名 12 回 70 名 

合 計 78 回 846 名 97 回 1,069 名 156 回 1,727 名 

 

 

図表３-２-32 認知機能低下者割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④本人とその家族の視点の重視 

本人や介護者の意見を認知症施策に反映する仕組みの構築には至っていませんが、本人ミー

ティングの開催や認知症カフェ等の事業を通じて認知症の本人や介護者の意見を伺い、認知症

施策に反映できるよう努めていきます。 
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３ 各視点に基づく事業の評価 

第８次計画期間における「８つの取組みの視点」各視点の事業達成状況は、それぞれ表のと 

おりとなっています。   ※ R2見込及び達成状況については、後日修正予定。 

 

①取組みの視点１：運営体制の充実と情報発信の強化 

 

事業名 

状態像 
成果指標 

（目標値） 

第８次目標値 実績値 
達成 

状況 元
気 

要
支
援 

要
介
護 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2見込 

(2020) 

1 
地域ケア会議等事

業 
○ ○ ○ 

地域別計画 

策定地区数 
13地区 13地区 13地区 13地区 13地区 13地区 100.0% 

2 
地域包括支援セン

ター運営事業 
○ ○ ○ 

総合相談 

対応延件数 

4,323 

件 

4,323 

件 

4,323 

件 

5,084 

件 

4,075 

件 

4,323 

件 
103.9% 

3 

市民に対する一

次・二次医療体制

の啓発【休日夜間急

病診療所、運営事業・

病院群輪番制運営費

補助金】 

○ ○ ○ － － － － － － － － 

4 権利擁護支援事業 ○ ○ ○ － － － － － － － － 

5 
成年後見制度利用

支援事業 
○ ○ ○ 

成年後見市長

申立ての件数 
30件 37件 44件 34件 27件 40件 91.0% 

報酬助成件数 17件 20件 23件 17件 20件 23件 100.0% 

6 

公共施設やサービ

ス等のユニバーサ

ルデザインの推進
【ユニバーサルデザ

インひとづくり推進

事業】 

○ ○ ○ 
推進セミナー

参加者数 
120人 120人 120人 89人 104人 － 53.6% 

7 自殺対策事業 ○ ○ ○ 自殺死亡率 

令和８年度までに自殺死亡率を

平成 27年と比べ 30％以上減 

少させる（14.8%） 

17.8% 未発表 － － 

8 

精神保健福祉事業

（心の健康づく

り） 

○ ○ ○ － － － － － － － － 

9 
消費者教育推進事

業 
○ ○ ○ 

出前講座 

実施回数 
23件 23件 23件 25回 42回 42回 157.9% 

10 
障害者相談支援事

業 
○ ○ ○ － － － － － － － － 

11 
おや CoCo支援・地

域連携事業 
○ ○ ○ － － － － － － － － 

12 
つながる・いわき

事業 
○ ○ ○ 

ポータルサイ

ト年間ページ

ビュー数 

10万 

PV 

10万 

PV 

10万 

PV 

71,990 

PV 

106,247 

PV 

12万 

PV 
99.4% 
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②取組みの視点２：安心して暮らせる住まい環境の整備 

 

事業名 

状態像 
成果指標 

（目標値） 

第８次目標値 実績値 
達成 

状況 元
気 

要
支
援 

要
介
護 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2見込 

(2020) 

1 
高齢者向け優良賃

貸住宅助成事業 
○ ○  入居率 95% 95% 95% 94.6% 89.2% 91.6% 96.6% 

2 
高齢者住宅リフォ

ーム給付事業 
 ○ ○ 給付件数 106件 106件 106件 107件 105件 106件 100.0% 

3 
高齢者住宅改造支

援事業 
 ○ ○ 検査件数 106件 106件 106件 118件 96件 108件 101.2% 

4 

高齢者住宅リフォ

ームに係る相談
【住宅改修相談支援

等事業】 

 ○ ○ 相談件数 128件 128件 128件 150件 128件 172件 117.1% 

5 
サービス付き高齢

者向け住宅 
○ ○ ○ 登録件数 1件 1件 1件 1件 0件 1件 66.7% 

6 

養護老人ホームの

運営【千寿荘事業・

徳風園管理運営委託

費】 

○ ○ ○ 
措置人数 

（年間延） 

2,040 

人 

2,040 

人 

2,040 

人 

1,848 

人 

1,846 

人 

2,040 

人 
93.7% 

7 老人保護措置 ○ ○  措置人数 

（年間延） 
960人 960人 960人 803人 760人 960人 87.6% 

8 
老人短期入所運営

事業 
 ○ ○ 

措置人数 

（年間延） 
12人 12人 12人 0人 0人 12人 33.3% 

9 
民間社会福祉施設

整備利子補助金 
○ ○ ○ 対象施設数 11施設 8施設 8施設 11施設 8施設 8施設 100.0% 

10 

介護老人福祉施設

（特別養護老人ホ

ーム） 

  ○ 

ショート 

ステイ床から

の転換 

60床 0床 0床 45床 0床 15床 100.0% 

11 

地域密着型介護老

人福祉施設（地域

密着型特別養護老

人ホーム 

  ○ 整備床数 0床 58床 0床 0床 0床 58床 100.0% 

12 

グループホーム

（認知症対応型共

同生活介護） 

 ○ ○ 整備床数 0床 36床 0床 0床 0床 36床 100.0% 

13 

介護老人保健施設
【介護老人保健施設

整備事業】 

 ○ ○ 

介護療養型 

医療施設から

の転換床数 

整備予定なし － － － － 

14 

軽費老人ホーム
【軽費老人ホーム事

務費補助金】 
○ ○ ○ 施設数 6施設 6施設 6施設 6施設 6施設 6施設 100.0% 

15 
合葬式墓地整備事

業 
○ ○ ○ － － － － － － － － 
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③取組みの視点３：地域で支える仕組みづくりの推進 

 

事業名 

状態像 
成果指標 

（目標値） 

第８次目標値 実績値 
達成 

状況 元
気 

要
支
援 

要
介
護 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2見込 

(2020) 

1 

住民支え合い活動

づくり支援事業
【あたらしい総合事

業】 

○   
第三層協議体

設置数 
7団体 7団体 7団体 7団体 15団体 8団体 142.9% 

2 

あんしん見守りネ

ットワーク活動事

業【地域介護予防活

動支援事業】 

○   

高齢者 

見守り隊の 

結成数 

5団体 5団体 5団体 0団体 0団体 0団体 0% 

3 配食サービス事業 ○ ○ ○ 延利用食数 
155,357 

食 

157,093 

食 

158,983 

食 

172,181 

食 

185,809 

食 

200,100 

食 
118.4% 

4 
老人日常生活用具

給付事業 
○ ○ ○ 給付件数 39件 39件 39件 34件 41件 52件 108.5% 

5 
訪問理美容サービ

ス運営事業 
 ○ ○ 延利用者数 278人 278人 278人 247人 267人 303人 98.0% 

6 
寝具乾燥消毒サー

ビス事業 
 ○ ○ 延利用者数 52人 52人 52人 51人 63人 79人 123.7% 

7 
緊急通報システム

事業 
○ ○ ○ 設置件数 983件 983件 983件 885件 799件 983件 90.4% 

8 

高齢者等救急医療

情報キット配布事

業 

○ ○ ○ 配布数 
1,400 

セット 

1,400 

セット 

1,400 

セット 

1,200 

セット 

1,400 

セット 

1,400 

セット 
95.2% 

9 
要介護老人介護手

当 
  ○ 支給人数 674人 674人 674人 534人 519人 534人 78.5% 

10 
家族介護用品給付

事業 
  ○ 支給人数 182人 182人 182人 133人 160人 172人 85.2% 

11 
中山間地域集落支

援員推進事業 
○ ○ ○ － － － － － － － － 

12 
地域づくり活動支

援事業 
○ ○ ○ － － － － － － － － 

13 
防犯まちづくり推

進事業 
○ ○ ○ － － － － － － － － 

14 
避難行動要支援者

避難支援事業 
○ ○ ○ 登録者数 

8,500 

人 

8,500 

人 

8,500 

人 

7,513 

人 

7,068 

人 

8,900 

人 
92.1% 
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事業名 

状態像 
成果指標 

（目標値） 

第８次目標値 実績値 
達成 

状況 元
気 

要
支
援 

要
介
護 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2見込 

(2020) 

15 

学校・家庭・地域パ

ートナーシップ推

進事業 

○   

地域と連携し

た小・中学校

の授業や行事

等における地

域協力者延人

数 

40,000 

人 

40,000 

人 

40,000 

人 

793 

人 

695 

人 

500 

人 
1.7% 

16 

はいかい高齢者

SOS ネットワーク

事業 

○ ○ ○ 協力団体 73団体 78団体 83団体 81団体 82団体 83団体 102.9% 

17 
地域共生社会まち

づくりモデル事業 
○ ○ ○ モデル事業数 2事業 未定 未定 1事業 0事業 0事業 50.0% 

18 
共創型地域交通モ

デル事業 
○ ○ ○ 実施地域 2地域 2地域 2地域 1地域 2地域 2地域 83.3% 

19 

いわき見守りあん

しんネット連絡会

を通した見守り・

声かけ活動 

○ ○ ○ 

「いわき見守

りあんしんネ

ット連絡会」 

登録団体数 

5団体 5団体 5団体 12団体 1団体 1団体 93.3% 

20 
障害者相談支援事

業 ※再掲 
○ ○ ○ － － － － － － － － 

 

 

④取組みの視点４：健康づくり・介護予防の推進 

 

事業名 

状態像 
成果指標 

（目標値） 

第８次目標値 実績値 
達成 

状況 元
気 

要
支
援 

要
介
護 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2見込 

(2020) 

1 
つどいの場創出支

援事業 
○ ○ ○ 

開催か所数 428か所 456か所 480か所 442か所 443か所 444か所 97.4% 

月２回以上 

開催する団体

の割合 

60% 65% 70% 52.8% 60.4% 65.0% 91.4% 

参加者実人数 
7,000 

人 

7,500 

人 

8,000 

人 

8,448 

人 

9,357 

人 

8,867 

人 
118.5% 

2 

いわき市シルバー

リハビリ体操事業
【介護予防人材育成

事業】 

○ ○ ○ 指導士養成数 128人 128人 128人 52人 50人 64人 43.2% 

3 

介護予防意識の普

及・啓発【介護予防

普及啓発事業】 

○ ○  

講演会及び 

相談会開催回数 
90回 90回 90回 86回 97回 73回 94.8% 

講演会及び 

相談会参加人数 

1,440 

人 

1,440 

人 

1,440 

人 

1,137 

人 

1,221 

人 

915 

人 
75.8% 

4 敬老祝金の支給 ○ ○ ○ 支給率 100% 100% 100% 93.1% 94.3% 100% 95.8% 

5 

健康診査・各種が

ん検診【健康診査事

業】 

○ ○ ○ 
各種健（検）

診受診率 

20.0%～ 

30.0% 

25.0%～ 

35.0% 

30.0%～ 

40.0% 

10.8%～ 

25.5% 

11.1%～ 

25.6% 

11.1%～ 

25.6% 
－ 

6 

健康手帳の交付、

活用の促進【健康診

査事業】 

○ ○ ○ 交付冊数 1,000冊 1,000冊 1,000冊 333冊 304冊 500冊 37.9% 

7 
健康教育【成人保健

対策事業】 
   参加延人数 

3,500 

人 

3,500 

人 

3,500 

人 

2,971 

人 

2,545 

人 

2,500 

人 
76.3% 
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事業名 

状態像 
成果指標 

（目標値） 

第８次目標値 実績値 
達成 

状況 元
気 

要
支
援 

要
介
護 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2見込 

(2020) 

8 
健康相談【成人保健

対策事業】 
   参加延人数 800人 800人 800人 766人 734人 600人 87.5% 

9 

健診結果説明会
【成人保健対策事

業】 
○ ○ ○ 開催回数 12回 12回 12回 18回 15回 12回 125.0% 

10 
訪問指導【成人保健

対策事業】 
   

訪問指導 

延件数 
250件 300件 300件 799件 380件 300件 174.0% 

11 

予防接種事業（高

齢者インフルエン

ザ、高齢者用肺炎

球菌） 

○ ○ ○ － － － － － － － － 

12 結核予防事業 ○ ○ ○ 

集団検診に 

おける、胸部

レントゲンの 

受診率 

5.6% 5.7% 5.8% 4.9% 4.8% 4.8% 84.8% 

13 

いわき市健康推進

員の育成、支援 
【健康推進事業】 

○   
健康推進員育

成数 
137人 137人 137人 129人 126人 123人 92.0% 

14 

「健康いわき 21」

の推進【健康いわき

21計画推進事業】 

○ ○ ○ － － － － － － － － 

15 

いわき市保健委員

会の育成、支援【い

わき市保健委員会連

合会運営費補助金】 

○ ○ ○ － － － － － － － － 

16 食育推進事業 ○ ○ ○ 
委員会 

開催回数 
3回 2回 2回 3回 2回 2回 100.0% 

17 
健康・栄養推進事

業 
○ ○ ○ 

研修会 

実施回数 
3回 3回 3回 3回 2回 1回 66.7% 

18 

訪問口腔・訪問栄

養指導【口腔・栄養

ケア推進事業】 

○ ○ ○ 

訪問口腔・ 

訪問栄養指導 

延件数 

180件 180件 180件 208件 58件 180件 82.6% 

19 

三和ふれあい館の

活用【三和ふれあい

館運営事業】 

○ ○ ○ 施設利用者数 
23,600 

人 

23,600 

人 

23,600 

人 

24,846

人 

21,177

人 

18,400

人 
91.0% 

20 

老人福祉センタ

ー、老人憩いの家

の活用【老人福祉セ

ンター等施設整備事

業】 

○ ○ ○ 利用者数 
40,500 

人 

40,500 

人 

40,500 

人 

36,534

人 

30,535

人 

25,500

人 
76.2% 

21 

介護予防・生活支

援サービス事業 
【あたらしい総合事

業】 

 ○  

生活援助サー

ビス事業所数 

40 

事業所 

50 

事業所 

60 

事業所 

26 

事業所 

25 

事業所 

27 

事業所 
52.0% 

通所型短期集

中予防サービ

ス事業所数 

15 

事業所 

20 

事業所 

25 

事業所 

1 

事業所 

3 

事業所 

5 

事業所 
15.0% 

22 

介護予防ケアマネ

ジメント支援会議
【あたらしい総合事

業】 

 ○  
要介護度の 

改善率 

対象者数 

の 20% 

対象者数 

の 20% 

対象者数 

の 20% 

対象者数 

の 11.8% 

対象者数 

の 3.6% 

対象者数 

の 10% 
42.3% 

 

  



‐44‐ 

⑤取組みの視点５：生きがいづくりと社会参加の促進 

 

事業名 

状態像 
成果指標 

（目標値） 

第８次目標値 実績値 
達成 

状況 元
気 

要
支
援 

要
介
護 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2見込 

(2020) 

1 

いきいきシニアボ

ランティアポイン

ト事業【地域生活

支援推進事業】 

○ ○ ○ 登録者数 
1,000 

人 

1,400 

人 

2,000 

人 

799 

人 

870 

人 

900 

人 
58.4% 

2 
つどいの場創出支

援事業 ※再掲 
○ ○ ○ 参加者実人数 

7,000 

人 

7,500 

人 

8,000 

人 

8,448 

人 

9,357 

人 

8,867 

人 
118.5% 

3 

シルバー人材セン

ターの活動支援
【シルバー人材セン

ター運営費補助金】 

○   延べ就業人数 
92,217 

人 

92,217 

人 

92,217 

人 

85,984 

人 

83,726 

人 

83,726 

人 
91.6% 

4 

シルバーフェア

（シルバー文化

祭）の開催【輝く年

輪パワー発表会開催

事業】 

○   

作品の出品数 839点 839点 839点 430点 406点 406点 49.3% 

参加者数 541人 541人 541人 200人 195人 195人 36.3% 

入場者数 1,430人 1,430人 1,430人 484人 448人 448人 32.2% 

5 

老人クラブの育

成・支援【老人クラ

ブ連合会補助金・老

人クラブ活動費補助

金】 

○   

老人クラブ数 130 ｸﾗﾌﾞ 130 ｸﾗﾌﾞ 130 ｸﾗﾌﾞ 130 ｸﾗﾌﾞ 96 ｸﾗﾌﾞ 92 ｸﾗﾌﾞ 70.8% 

会員数 
5,477 

人 

5,477 

人 

5,477 

人 

5,477 

人 

4,049 

人 

3,855 

人 
70.4% 

6 

世代間交流事業

「知恵と技の交歓

教室」の実施【シル

バーにこにこふれあ

い基金事業費補助

金】 

○   参加人数 
1,998 

人 

1,998 

人 

1,998 

人 

1,506 

人 

1,317 

人 

1,317 

人 
69.1% 

7 

シルバーピアード

の開催【シルバーに

こにこふれあい基金

事業費補助金】 

○   参加人数 
1,000 

人 

1,000 

人 

1,000 

人 

876 

人 
開催中止 開催中止 29.2% 

8 

シルバーレクリエ

ーションの推進
【シルバーにこにこ

ふれあい基金事業費

補助金】 

○   補助件数 3件 3件 3件 0件 1件 3件 66.7% 

9 

公民館での高齢者

を対象とした学

級・講座の開催【教

育活動推進事業】 

○   

講座数 54講座 54講座 54講座 40講座 40講座 31講座 68.5% 

参加人数 
1,900 

人 

1,900 

人 

1,900 

人 

1,345 

人 

1,255 

人 

752 

人 
58.9% 

10 
生涯スポーツの普

及事業 
○ ○  スポーツ教室

等参加者数 

6,300 

人 

6,400 

人 

6,600 

人 

5,457 

人 

1,341 

人 

3,050 

人 
51.0% 

11 
地区敬老会の開催
【敬老事業】 

○ ○ ○ 入場者数 
3,800 

人 

3,800 

人 

3,800 

人 

3,690 

人 

2,975 

人 

3,800 

人 
91.8% 

12 
市民公益活動促進

事業 
○   

ＮＰＯ法人新

規認証数 
5件 5件 5件 5件 6件 7件 120.0% 

13 

ファミリー・サポ

ート・センター事

業 

○   活動件数 
4,206 

件 

4,587 

件 

5,011 

件 

2,802 

件 

2,454 

件 

2,683 

件 
57.5% 
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事業名 

状態像 
成果指標 

（目標値） 

第８次目標値 実績値 
達成 

状況 元
気 

要
支
援 

要
介
護 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2見込 

(2020) 

14 
放課後児童健全育

成事業 
○   実施か所数 66か所 67か所 67か所 65か所 68か所 72か所 102.5% 

15 
高齢者等肉用雌牛

貸付事業 
○   貸付頭数 9頭 9頭 9頭 1頭 4頭 未定 18.5% 

16 
子育て支援員研修

事業 
○   研修受講者数 80人 95人 110人 68人 39人 50人 55.1% 

17 

あんしん見守りネ

ットワーク活動事

業【地域介護予防活

動支援事業】※再掲 

○   
高齢者見守り

隊の結成数 
5団体 5団体 5団体 0団体 0団体 0団体 0% 

18 
防犯まちづくり推

進事業 ※再掲 
○ ○ ○ － － － － － － － － 

19 

学校・家庭・地域パ

ートナーシップ推

進事業 ※再掲 

○   

地域と連携し

た小・中学校

の授業や行事

等における地

域協力者延人

数 

40,000 

人 

40,000 

人 

40,000 

人 

約 703 

人 

約 695 

人 

約 500 

人 
15.8% 

20 

いわき市シルバー

リハビリ体操事業
【介護予防人材育成

事業】 ※再掲 

○ ○ ○ 指導士養成数 128人 128人 128人 52人 50人 35人 35.7% 

21 

三和ふれあい館の

活用【三和ふれあい

館運営事業】 ※再

掲 

○ ○ ○ 施設利用者数 
23,600 

人 

23,600 

人 

23,600 

人 

24,846 

人 

21,177 

人 

18,400 

人 
91.0% 

22 

老人福祉センタ

ー、老人憩いの家

の活用【老人福祉セ

ンター等施設整備事

業】 ※再掲 

○ ○ ○ 利用者数 
40,500 

人 

40,500 

人 

40,500 

人 

36,534 

人 

30,535 

人 

25,500 

人 
76.2% 

 

 

⑥取組みの視点６：介護人材の確保・育成と介護サービスの充実 

 

事業名 

状態像 
成果指標 

（目標値） 

第８次目標値 実績値 
達成 

状況 元
気 

要
支
援 

要
介
護 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2見込 

(2020) 

1 
福祉介護人材定着

支援事業 
 ○ ○ 受講者数 100人 100人 100人 118人 11人 100人 76.3% 

2 介護人材育成事業  ○ ○ － － － － － － － － 

3 
介護給付費等費用

適正化事業 
 ○ ○ 

給付請求等の

点検件数 

30,000 

件 

30,000 

件 

30,000 

件 

13,419 

件 

3,953 

件 

15,816 

件 
36.9% 

4 

資格取得の支援
【ひとり親家庭高等

技能訓練促進費等事

業】 

 ○ ○ 

事業対象者の

養成機関卒業

時就職率 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0% 
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事業名 

状態像 
成果指標 

（目標値） 

第８次目標値 実績値 
達成 

状況 元
気 

要
支
援 

要
介
護 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2見込 

(2020) 

5 
高校生就職支援事

業 
 ○ ○ 

参加生徒延人

数（全業種） 

3,000 

人 

3,000 

人 

3,000 

人 

2,956 

人 

2,496 

人 

3,559 

人 
100.1% 

6 
介護相談員派遣事

業 
 ○ ○ 派遣事業所数 

57 

事業所 

57 

事業所 

57 

事業所 

49 

事業所 

46 

事業所 

57 

事業所 
88.9% 

7 

介護予防・生活支

援サービス事業 

【あたらしい総合事

業】 ※再掲 

 ○  

生活援助サー

ビス事業所数 

40 

事業所 

50 

事業所 

60 

事業所 

26 

事業所 

25 

事業所 

27 

事業所 
52.0% 

通所型短期集

中予防サービ

ス事業所数 

15 

事業所 

20 

事業所 

25 

事業所 

1 

事業所 

3 

事業所 

5 

事業所 
15.0% 

 

 

⑦取組みの視点７：医療と介護の連携強化 

 

事業名 

状態像 
成果指標 

（目標値） 

第８次目標値 実績値 
達成 

状況 元
気 

要
支
援 

要
介
護 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2見込 

(2020) 

1 

退院調整ルール
【在宅医療・介護連

携推進事業】 

 ○ ○ 

退院調整率

（退院時に病

院からケアマ

ネジャーに連

絡があった割

合） 

70% 75% 80% 72% 68% 80% 97.8% 

2 

在宅医療推進のた

めの多職種研修会
【在宅医療・介護連

携推進事業】 

○ ○ ○ 受講者数 120人 120人 120人 107人 60人 開催中止 46.4% 

3 

認知症多職種協働

研修会【認知症ケア

総合支援事業】 

○ ○ ○ 

開催回数 2回 2回 2回 1回 1回 1回 50.0% 

参加人数 150人 150人 150人 50人 50人 50人 33.3% 

4 

在宅医療出前講座

（共催事業）【在宅

医療・介護連携推進

事業】 

○ ○ ○ 

開催地区 7地区 7地区 7地区 6地区 5地区 1地区 57.1% 

参加者数 300人 300人 300人 305人 176人 20人 55.7% 

5 

認知症初期集中支

援チーム【認知症ケ

ア総合支援事業】 

○ ○ ○ 対応件数 15件 20件 25件 22件 18件 25件 108.3% 

6 

認知症地域支援推

進員の配置【認知症

ケア総合支援事業】 

○ ○ ○ 配置人数 8人 9人 9人 6人 8人 6人 76.9% 
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⑧取組みの視点８：認知症対策の推進 

 

事業名 

状態像 
成果指標 

（目標値） 

第８次目標値 実績値 
達成 

状況 元
気 

要
支
援 

要
介
護 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2見込 

(2020) 

1 

認知症初期集中支

援チーム【認知症ケ

ア総合支援事業】 

※再掲 

○ ○ ○ 対応件数 15件 20件 25件 22件 18件 25件 108.3% 

2 

認知症サポーター

養成講座【認知症ケ

ア総合支援事業】 

○   
認知症サポー

ター養成数 

3,000 

人 

3,000 

人 

3,000 

人 

2,211 

人 

1,967 

人 

3,000 

人 
79.8% 

3 

認知症カフェ事業
【認知症ケア総合支

援事業】 
○ ○ ○ 

開催か所 11 か所 13 か所 14 か所 8か所 10か所 10か所 73.7% 

開催回数 132回 156回 168回 78回 97回 156回 72.6% 

4 

認知症地域支援推

進員の配置【認知症

ケア総合支援事業】 

※再掲 

○ ○ ○ 配置人数 8人 9人 9人 6人 8人 6人 76.9% 

5 

はいかい高齢者

SOS ネットワーク

事業 ※再掲 

○ ○ ○ 協力団体数 73団体 78団体 83団体 81団体 82団体 83団体 105.1% 

6 
徘徊高齢者家族支

援サービス事業 
○ ○ ○ 利用件数 5件 5件 5件 1件 0件 1件 13.3% 

7 
消費者被害防止事

業 
○ ○ ○ 

出前講座 

実施回数 
35回 35回 35回 7回 23回 15回 42.9% 

8 

認知症多職種協働

研修会【認知症ケア

総合支援事業】 

※再掲 

○ ○ ○ 

開催回数 2回 2回 2回 1回 1回 1回 50.0% 

参加人数 150人 150人 150人 50人 50人 50人 33.3% 

9 

グループホーム

（認知症対応型共

同生活介護）【認知

症高齢者グループホ

ーム建設費補助金】 

※再掲 

 ○ ○ 整備床数 0床 36床 0床 0床 0床 36床 100.0% 
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４ 地域別の取組み 

保険者には、各地域の実態と課題の把握・分析を行ったうえで目標・計画を作成し、これに

基づいて自立支援や介護予防に向けた取組みを推進すること、また、これらの取組みを評価し、

計画について必要な見直しを行い、保険者機能を強化していくことが求められています。 

本市は広域都市であり、市内全域で実施される取組みを進める以外に、地域の特性に応じた

対応や、特定の課題について重点的な取組みが求められる事項もあります。 

そのなかで、現在、７つの地区保健福祉センターが主催する「中地域ケア会議」において、

中地域内の地域課題の抽出・解決策の検討、社会資源情報の集約及び共有、関係機関のネット

ワーク構築を行ってきました。 

本計画では、これら７つの中地域ケア会議ごとに、地区の概要と取組みの状況をまとめまし

た。 
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【地区の概要】 

○人口・世帯      ○高齢者数・高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○認定者数（65歳以上）・出現率（65歳以上の認定者数を高齢者数で除した割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平地区】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの取り組み状況と評価】 

○日常的な介護予防や地域活動の拠点となる「つどいの場」の拡大 
・つどいの場創出事業の展開により、地域の集会所や公民館でシルバーリハビリ体操教室を実施しました。 

・つどいの場で薬剤師、栄養士などの専門職が講座を開催しています。 

○住民支え合い活動の促進 

・住民支えあい事業の展開（ゴミ出し協力、スーパーや移動販売者の情報提供）を行っています。 

・認知症サポーター養成講座の開催（全世代対象）、男性介護者のつどい、料理教室、地域見守り隊の結成

を行っています。 

○専門職が連携して住民主体の福祉活動等と協働できる仕組みづくり 
・医師会主催の「出前講座」を開催し、介護予防やかかりつけ医の必要性を周知しました。 

・平地区多職種連携の会と共に、市民啓発のため「家で暮らしたい」をテーマに劇や徘徊模擬訓練等を実

施しました。 

○評価 

・地域における様々な状況の把握に努めるとともに、多職種間で情報共有を進めることができました。 

・今後は、個別ケースの課題から、解決に向けての検討を積み重ねることにより、平地区全体の課題の集

約に努めたいと考えており、今後中地域ケア会議での方向統一を進めます。具体的にはまず、解決困難

な事例について地域包括ケア会議（小地域・中地域・全体会議）により検証することにより、解決方向

へとつなげます。 

【地区の抱えている課題】 

・つどいの場などを自主運営できるよう、現在活動している団体（集団）へ持ちかけていきます。 

・地域での見守り強化と困難ケースを専門職につなぐ支えあいの仕組みづくりが課題となっています。  
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【地区の概要】 

○人口・世帯      ○高齢者数・高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○認定者数（65歳以上）・出現率（65歳以上の認定者数を高齢者数で除した割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小名浜地区】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの取り組み状況と評価】 

○認知症に関すること 

１）小名浜地区認知症在宅ケア講演会の開催 
・認知症に関する相談や徘徊高齢者に関する相談が増加し、認知症の方々やその家族のために、認知症の

病気を正しく理解し「誰でも安心して生活できる街づくり」に向けて、平成 26 年より小名浜地区の医

療・福祉・介護の関係機関が協働で認知症に対する啓蒙・啓発活動に取り組んでいます。（令和元年 11 月

16 日開催、令和２年度についてはコロナの影響を考慮し中止） 

２）認知症徘徊模擬訓練の実施 
・認知症の方でも自宅で暮らし続ける地域づくりを目的に、認知症の病気の正しい理解と地域住民同士で

支え合う地域を目指し、平成 28 年泉町地区「認知症声かけ・捜索訓練」を地域住民と協力して実施して

いましたが、令和元年度からは「認知症声かけ捜索訓練」を住民主体で年一回継続して実施しています。 

３）認知症対策部会の設置 

・いわき市小名浜地区中地域ケア会議運営要綱第４条の規定に基づき、高齢者の認知症に関する地域での

諸問題について専門的に検討するとともに、地域の中で啓発活動を企画・実施する部会として平成 29年

２月 15日より設置しています。平成 31年２月 19日に【専門職の学びの場】をかしま病院コミュニティ

ホールで実施し、ケアマネ、施設職員等が 55 名参加し、とても良かった、良かったが 47 名というアン

ケートの評価を得ました。 
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○地域づくりに係ること 
・地域住民同士の関係性が希薄化し、高齢者は特に地域から孤立しやすい環境になっているなかで、生活

意欲が減退し活動量が減少することで廃用症候群になり要介護状態になっていきます。それらを予防す

る目的で、高齢者が自宅から徒歩圏内で通える集会所や公民館などで、介護予防教室（シルバー体操教

室など）の「つどいの場」を小名浜各地で実施し、住民同士の交流の場や介護予防の推進をしています。

地域に「集いの場」がない地域には、地域関係者の協力を得て新規に立ち上げ、現在約 75か所にまでな

っています。 

○多職種・他機関との連携に関すること 
・多問題や複雑化する家族関係への支援において、個々の担当者が課題を抱え込んでしまうことがありま

すが、多職種や他機関が情報を共有して支援が広がれば、より良い支援に繋がっていくと考えられます。

それを目的として、「小名浜地域包括ケアシステムを構築するための多職種連携のつどい」が平成 26 年

より始まり、医療・福祉・介護・障がいの関係機関が出席し、事例検討会や顔の見える交流の場を実施

しています。 

【地区の抱えている課題】 

・医療未受診者支援を医療・福祉・介護が一体的に課題解決に取り組むことが必要です。 

・認知症の病気への理解を早期に行うことが必要です。 

・本人の意思に基づいて老後を迎えることができる地域（終活活動）づくりが必要です。 

・身寄りのない方への居住地の選択を拡大することが必要です。 

・地域に介護予防教室を開催後の継続支援が必要です。 
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【地区の概要】 

○人口・世帯      ○高齢者数・高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○認定者数（65歳以上）・出現率（65歳以上の認定者数を高齢者数で除した割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【勿来地区】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの取り組み状況と評価】 

〇イベントの開催 
高齢者の外出機会を増やすこと及び地域住民に医療・介護・健康について関心を持ってもらうことを目

的として、集客型イベント（医療・介護・健康フェア）を開催し、啓発活動として一定の効果がありま

した。その反面、来場者の伸び悩みやイベント運営に参加したボランティアの負担感が大きいことが課

題となっています。イベントを企画した平成 28年当時と比較すると、現在は集いの場や高齢者サロンが

定期的に開催されるなど、高齢者が集まり、福祉や介護予防について学べる環境が整備されてきている

ことから、今後は若い世代を対象とした何らかの働きかけができないか、ケア会議で協議していきます。 

〇認知症カフェの立ち上げ 

認知症高齢者に対する支援として、認知症カフェの立ち上げにより地域住民に情報の発信を図りました。 

【地区の抱えている課題】 

・公共交通機関の利便性が低く、自家用車を持たない高齢者が買い物や通院に不便を感じています。また、

運転に不安がある高齢者が運転免許証を返納できず、重大事故につながる可能性があります。 

・未婚の場合や実子のいない夫婦の場合、子が障がい者である場合など、緊急連絡先や身元引受人等にな

れる身寄りが一人もいない高齢者が増えています。また、認知症の夫が病気の妻や障がいがある子の介

護をしているようなケースもあり、問題が複雑化しています。 

・これから介護の担い手となる若い世代（40代～50代）が、福祉や介護について理解を深める機会が少な

い状況です。 

・中山間部において介護サービスが行き届かない空白地があり、サービスの利用が困難となっています。

その結果、病状の重症化、介護度の重度化によって、自宅での生活が困難となり、自らの意に反して施

設に入所したり転居したりせざる得ない状況となっています。 
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【地区の概要】 

○人口・世帯      ○高齢者数・高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○認定者数（65歳以上）・出現率（65歳以上の認定者数を高齢者数で除した割合） 

 

 

 

 

 

 

 

【田人地区】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの取り組み状況と評価】 

〇イベントの開催 
高齢者の外出機会を増やすこと及び、地域住民に医療・介護・健康について関心を持ってもらうことを

目的として集客型イベント（講演会）を開催し、啓発活動として一定の効果がありました。現在は集い

の場や高齢者サロンが定期的に開催されるなど、高齢者の外出機会は増えたと思われます。 

〇田人ほっこり号の運用開始 

中地域ケア会議での検討がきっかけのひとつとなり、有償ボランティアによる輸送事業「田人ほっこり

号」の運用が開始しました。１回の利用定員や運行本数に限りがあるなど、利便性の面で課題があるも

のの、１か月当たりの利用実績が約 50 人と安定的に推移しており、着実に成果を上げています。 

【地区の抱えている課題】 

・地区に福祉サービスの事業所がほとんどないため、サービスの利用が困難となっています。その結果、

病状の重症化、介護度の重度化によって自宅での生活が困難となり、自らの意に反して施設に入所した

り転居したりせざる得ない状況となっています。 

・田人診療所の診療体制の変化により診療日が少なくなり、緊急時の不安が大きくなっています。 

・地区に配食サービスを提供できる事業所（市の事業、自費サービス共に）がなく、食の確保が困難とな

っています。 

・ほっこり号以外の公共の移動手段がなく、日用品の調達や通院が不便な状況です。また、ほっこり号の

主な利用対象者は高齢者であり、学生や障がい者は利用できない状況です。 

・高齢化が急激に進行し福祉に関するニーズが高まっているため、地域を支えるための新たな体制づくり

や相談機能の充実化を図る必要があります。  
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【地区の概要】 

○人口・世帯      ○高齢者数・高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○認定者数（65歳以上）・出現率（65歳以上の認定者数を高齢者数で除した割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【常磐地区】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの取り組み状況と評価】 

○つどいの情報交換会と地域リーダー育成研修会の開催 

・つどいの場の「活性化」、「担い手の育成」、「創出」に向けた取組みを進め、つどいの場の情報交換会を

実施し、その後、関係者で支援の在り方について協議し、中地域ケア会議と社会福祉協議会で役割分担

を行いました。中地域ケア会議においては、つどいの場創出モデル事業として、西郷町の「いごく BOX」

の立ち上げに参画し、また、「常磐・遠野いきいき健康塾」の参加者からつどいの場の担い手の候補者を

発掘する取組みを実施し、目標の７割程度達成したものと評価しています。 

○認知症高齢者が安心して生活できる地域づくり 

・認知症に関する取組みを「わかる」、「見つける」、「支える」の３つのステップで段階的に行いました。

中地域ケア会議においては、認知症に関する理解を深める事業（わかる）として、西郷町の「いごく BOX」

を立ち上げ、地域における認知症の知識の習得の場の創出に取り組みました。また、令和元年度、認知

症高齢者を早期発見できる仕組みづくり（みつける）取組みとして、「認知症徘徊高齢者捜索模擬訓練」

の実施を予定していましたが、災害及び新型コロナウイルスの影響により未実施となったこともあり、

目標の５割程度達成したものと評価しいます。 

〇「常磐・遠野いきいき健康塾」の開催 

・常磐・遠野地区の居住者を対象に、医師をはじめとする各種専門職の協力のもと、温泉や地元食材等の

地域資源を活用し、健康増進のための講義や実技を総合的に実施することで、常磐・遠野地域における

介護予防の増進や地域包括ケアの推進に寄与することを目的として、平成 29年度から通年開催していま

す。令和元年度は新型コロナウイルスの影響により未開催となりましたが、地域包括ケアシステムの構

築に向けた中地域ケア会議の一活動として機能しているものと評価しています。 
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○①介護技術講習会、在宅医療出前講座、認知症勉強会の開催 ②いわき安心ノート（エンディングノー

ト）の普及・啓発 ③医療と介護の連携促進部会実務者協議会の開催 

・①については、各講座、概ね年１回開催していましたが、令和２年度は新型コロナウイルスの影響によ

り、現在のところ開催を見合わせている状態です。②については、「常磐・遠野いきいき健康塾」及び関

係機関が実施する事業に合わせて普及・啓発に努めてきましたが、現段階での取組みは不十分となって

います。③については、年数回、定期開催することができ、多職種連携が図られ、①～③について、目

標の７割程度達成したものと評価しています。 

【地区の抱えている課題】 

○つどいの場におけるリーダーの育成 

・つどいの場に参加したいという人はいるものの、中心となって動いてくれる人が高齢化しており、リー

ダー、サポーターの育成が課題となっています。 

○介護や認知症に関する理解度の不足 

・介護や認知症について学ぶ機会が少なく、どのようにしたらよいか分からないとの意見が聞かれ、また、

認知症高齢者と知らずに接してトラブルになるケースがあります。 

○在宅・看取りの体制づくり 

・在宅看取りに関する意識の醸成が必要となっています。 

○在宅・施設・病院の連携強化 

・医師、薬剤師、ケアマネジャーの連携が不十分な状況です。また、退院時の連携について、関係者で協

議していく必要があります。 
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【地区の概要】 

○人口・世帯      ○高齢者数・高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○認定者数（65歳以上）・出現率（65歳以上の認定者数を高齢者数で除した割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【遠野地区】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの取り組み状況と評価】 

○つどいの情報交換会と地域リーダー育成研修会の開催 

・つどいの場の「活性化」、「担い手の育成」、「創出」に向けた取組みを進め、つどいの場の情報交換会を

実施し、その後、関係者で支援の在り方について協議し、中地域ケア会議と社会福祉協議会で役割分担

を行いました。中地域ケア会議においては、つどいの場創出モデル事業として、上遠野小学校において

「とおの山学校」を実施し、また、「常磐・遠野いきいき健康塾」の参加者からつどいの場の担い手の候

補者を発掘する取組みを実施し、目標の７割程度達成したものと評価しています。 

○認知症高齢者が安心して生活できる地域づくり 

・認知症に関する取組みを「わかる」、「見つける」、「支える」の３つのステップで段階的に行いました。

中地域ケア会議においては、認知症に関する理解を深める事業（わかる）として、上遠野小学校におい

て「とおの山学校」を実施し、地域における認知症の知識の習得の場の創出に取り組み、目標の５割程

度達成したものと評価しています。 

〇「常磐・遠野いきいき健康塾」の開催 

・常磐・遠野地区の居住者を対象に、医師をはじめとする各種専門職の協力のもと、温泉や地元食材等の

地域資源を活用し、健康増進のための講義や実技を総合的に実施することで、常磐・遠野地域における

介護予防の増進や地域包括ケアの推進に寄与することを目的として、平成 29年度から通年開催していま

す。令和元年度は、新型コロナウイルスの影響により未開催となりましたが、地域包括ケアシステムの

構築に向けた中地域ケア会議の一活動として機能しているものと評価しています。 
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○①介護技術講習会、在宅医療出前講座、認知症勉強会の開催 ②いわき安心ノート（エンディングノー

ト）の普及・啓発 ③医療と介護の連携促進部会実務者協議会の開催。 

・①については、各講座、概ね年１回開催していましたが、令和２年度は新型コロナウイルスの影響によ

り、現在のところ開催を見合わせている状態です。②については、「常磐・遠野いきいき健康塾」及び関

係機関が実施する事業に合わせて普及・啓発に努めてきましたが、現段階での取組みは不十分となって

います。③については、年数回、定期開催することができ、多職種連携が図られ、①～③について、目

標の７割程度達成したものと評価しています。 

【地区の抱えている課題】 

○つどいの場や地域団体について 

・サロンや体操教室等においては、新たな参加者が少なく固定化しており、また、老人会や婦人会等の地

域団体においては、高齢化が進み新規加入者も少ないため解散する団体も少なくない状況です。また、

つどいの場が近くにない、移動手段がなくサロンに参加できない等の意見があげられています。 

○介護や認知症に関する理解度の不足 

・介護や認知症について学ぶ機会が少なく、どのようにしたらよいか分からないとの意見が聞かれ、また、

認知症高齢者と知らずに接してトラブルになるケースがあります。 

○介護のサービス提供体制の不足 

・山間部のため利用できるサービス量・種類に制限があり、選択肢が少ない状況となっています。 

○在宅医療の提供体制について 

・訪問診療をしてくれる医師が少ない状況となっています。また、看取りに関する周知が不足しています。 

○在宅・施設・病院の連携強化 

・医師、薬剤師、ケアマネジャーの連携が不十分な状況にあります。また、退院時の連携について、関係

者で協議していく必要があります。 
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【地区の概要】 

○人口・世帯      ○高齢者数・高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○認定者数（65歳以上）・出現率（65歳以上の認定者数を高齢者数で除した割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【内郷地区】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの取り組み状況と評価】 

○「介護塾」の開催 
・平成 29年度から開催してきた高齢者の学びの場である介護塾の講座メニューを、５つ（終活・栄養・薬・

介護予防・認知症）から３つ（在宅看取り・減塩と血圧・運動）増やし内容の充実を図りました。平成

30 年度は、綴・御厩地区等で、計 11回、令和元年度は高坂・宮地区等で、計５回実施しました。 

○「終活講座」の開催 

・本人の意思を尊重できる地域づくりを目指し開講し、エンディングノートの普及・啓発を図りました。

平成 30年度は、計２回開催しました。 

・「認知症ケアパス」の作成：地区版の認知症ケアパス（認知症予防の取り組みや相談先一覧等）を作成し、

地域の医療機関や郵便局、スーパー等に配布し、地域に向けて相談窓口等の周知を図りました。 

○「認知症地域相談窓口」の開設 
・平成 30 年度より、地区内の介護保険事業所や調剤薬局に 26 か所開設しています。窓口職員に向け、対

応能力や知見の向上を目的として研修を実施しました。実際に、相談から支援機関につながった事例が

ありました。 

【地区の抱えている課題】 

・介護認定を受ける者の割合が、市の平均と比較して高く、特に軽度者の割合が高くなっています。介護

予防を推進し、重度化を未然に防ぐ取り組みが必要となっています。 

・高齢者のみの世帯の増加により、見守りや日常の支え合いなど生活支援のニーズがあります。 

・認知症高齢者が増加し、地域で介護を支える仕組みや、意思決定支援の基盤づくりが必要です。 

・在宅看取りの意識醸成や看取りのための医療介護等の体制整備が必要です。 

・大雨等による浸水被害を受けやすく、水害リスクが高くなっています。高齢者等要援護者が、災害時に

適切な避難行動をとることができるよう、避難支援体制の整備が必要です。  
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出所：いわき市「住民基本台帳」 出所：いわき市「住民基本台帳」 

出所：いわき市「介護保険運営協議会」 
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【地区の概要】 

○人口・世帯      ○高齢者数・高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○認定者数（65歳以上）・出現率（65歳以上の認定者数を高齢者数で除した割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【好間地区】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの取り組み状況と評価】 

○平成 29 年度から開催してきた高齢者の学びの場である介護塾の講座メニューを、５つ（終活・栄養・

薬・介護予防・認知症）から３つ（在宅看取り・減塩と血圧・運動）増やし内容の充実を図りました。

平成 30年度は中好間地区で計２回、令和元年度は、北２区、中好間地区で計２回開催しました。 

○「終活講座」の開催 

・本人の意思を尊重できる地域づくりを目指し開講し、エンディングノートの普及・啓発を図りました。 

○「認知症ケアパス」の作成 
・地区版の認知症ケアパス（認知症予防の取り組みや相談先一覧等）を作成し、地域の医療機関や郵便局、

スーパー等に配布し、地域に向けて相談窓口等の周知を図りました。 

○「認知症地域相談窓口」の開設 

・平成 30年度より、地区内の介護保険事業所や調剤薬局に５か所開設しています。窓口職員に向け、対応

能力や知見の向上を目的として研修を実施しました。実際に、相談から支援機関に紹介された事例があ

りました。 

【地区の抱えている課題】 

・市街地と中山間地区で地区特性が異なり、中山間地区では通院や買い物などの利便性が低く、住民相互

のコミュニティの希薄化もみられます。 

・単身高齢者、高齢者のみの世帯の増加により、見守りや日常の支えあいのニーズがあります。 

・認知症高齢者の増加。地域で介護を支える仕組みや、意思決定支援の基盤づくりが必要です。 

・在宅看取りの意識醸成や看取りのための医療介護等の体制整備が必要です。 

・大雨等による浸水被害を受けやすく、水害リスクが高くなっています。高齢者等要援護者が、災害時に

適切な避難行動をとることができるよう、避難支援体制の整備が必要です。  
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出所：いわき市「住民基本台帳」 出所：いわき市「住民基本台帳」 

出所：いわき市「介護保険運営協議会」 
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【地区の概要】 

○人口・世帯      ○高齢者数・高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○認定者数（65歳以上）・出現率（65歳以上の認定者数を高齢者数で除した割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【三和地区】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの取り組み状況と評価】 

○「介護塾」の開催 

・「介護塾」の開催：平成 29 年度から開催してきた高齢者の学びの場である介護塾の講座メニューを、５

つ（終活・栄養・薬・介護予防・認知症）から３つ（在宅看取り・減塩と血圧・運動）増やし内容の充実

を図りました。平成 30年度は、上三坂地区・上市萱地区において、計２回開催しました。 

○「終活講座」の開催 

・「終活講座」の開催：本人の意思を尊重できる地域づくりを目指し開講。エンディングノートの普及・啓

発を図りました。令和元年度は、下永井地区・中三坂地区において９月・10 月の計２回実施しました。 

○「認知症ケアパス」の作成 

・「認知症ケアパス」の作成：地区版の認知症ケアパス（認知症予防の取り組みや相談先一覧等）を作成し、

地域の医療機関や郵便局、スーパー等に配布、地域に向けて相談窓口等の周知を図りました。 

○「認知症地域相談窓口」の開設 

・「認知症地域相談窓口」の開設：平成 30 年度より地区内の介護保険事業所３か所に開設しています。窓

口職員に向け、対応能力や知見の向上を目的として研修を実施しました。 

○交流の場づくり 

・三世代交流会等を実施し、介護予防の理解や関連事業の周知を図り、介護予防の推進を目指しました。 

【地区の抱えている課題】 

・医療機関や商業施設が少なく、利便性が低くなっています。 

・中山間部のため、介護保険等サービス事業所が少なく、利用できるサービスに制限があり、選択肢が少

なくなっています。 

・地区全体の高齢化が進行し、見守りや住民相互の支援力の低下が課題となっています。 
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出所：いわき市「住民基本台帳」 出所：いわき市「住民基本台帳」 

出所：いわき市「介護保険運営協議会」 
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・公共交通機関が不便で、交通手段の確保が困難な状況です。高齢化が進み、免許返納となると移動手段

がなくなり、自家用車を利用しなくても日常生活が送れる体制が必要です。 

・福祉制度利用に抵抗のある地域住民が多くなっています。 
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【地区の概要】 

○人口・世帯      ○高齢者数・高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○認定者数（65歳以上）・出現率（65歳以上の認定者数を高齢者数で除した割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四倉地区】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの取り組み状況と評価】 

○地域で介護予防のために活動する人材育成と活動の場の拡大 

・いわき医療介護学校よつくら塾（第１期～３期）の参加者は平均 35名以上となっており、地域の活動等

にも反映しています。 

・ボランティア講座等の開催により、住民支え合い活動（第２層協議体）への参加に繋がった方がいます。 

・市医師会主催の在宅医療出前講座は、開催地区を変えて毎年１回開催しています。多くの地区住民の参

加がいます。 

○認知症対策・介護予防の推進 

・オレンジカフェ以和貴 IN よつくらを継続開催しています。 

・四倉地区の小中学校にて認知症教室を実施しました。「認知症声かけ訓練」は年ごとに実施学校を変えて

開催しています。認知症対応について、児童生徒が「気づき」「考える」場となっています。 

・地区の「健康推進員」対象の講座を開催し、健康事業への協力が得られる状況となっています。 

・地区（モデル地区）の方たちと地区の抱える課題抽出や分析を行い、介護予防教室を新たに開始しまし

た。「つどいの場」が新たに立ち上がりました。 

【地区の抱えている課題】 

・高齢化率が高い状況です。（四倉地区：36.4％ 市全体：30.7％） 

・高齢者が多い地区のため、地区のリーダーを担う人材が不足しています。（リーダーがすでに高齢） 

・家族同居世帯ですが、日中独居でいるケースも多く、実態把握が難しい状況です。 

・高齢かつ障がいである世帯といった複合的課題を抱えているケースが多く、複数の関係機関で情報を共

有すべき案件が増えています。 
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出所：いわき市「住民基本台帳」 出所：いわき市「住民基本台帳」 

出所：いわき市「介護保険運営協議会」 
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【地区の概要】 

○人口・世帯      ○高齢者数・高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○認定者数（65歳以上）・出現率（65歳以上の認定者数を高齢者数で除した割合） 

 

 

 

 

 

【久之浜・大久地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの取り組み状況と評価】 

○食の充実 

・食の確保をテーマとして、大久地区の方を対象に、大久公民館に集まって食事をしながら交流を図る取

り組みを実施しています。この食事会を継続して実施するため、住民支え合い活動の取組みも視野に入

れ、つどいの場「おおひさふれあい会」として立ち上げ、令和元年５月から毎月１回開催しています。 

○認知症対策・介護予防の推進 

・オレンジカフェ以和貴 IN よつくらサテライトを年１回開催しています。平成 30 年：久之浜地区「喫茶 

息吹樹」、令和１年：大久地区「海竜の里センター」にて開催しました。それぞれ多くの参加者があり、

認知症に対する理解を深めることができました。 

・久之浜・大久地区の小中学校にて認知症教室を実施し、認知症対応について考える場となっています。 

・保健健康事業により、地区の老人会等に働きかけ介護予防教室を実施しています。閉じこもりがちな高

齢者も声を掛け合い、参加している様子がみられました。 

【地区の抱えている課題】 

・高齢化率が高い状況です。（久之浜・大久地区：38.2％ 市全体：30.7％） 

・要支援・介護認定率が高い状況です。（久之浜・大久地区：26.5％ 市全体：20.6％） 

・健診率が低い状況です。（10.9％）※ほぼワースト 

・高齢者が多い地区ですが、公共交通機関が整っておらず、地域内での移動手段がない状況です。 

・家族同居世帯ですが、日中独居でいるケースも多く、実態把握が難しい状況です。 

・高齢かつ障がいである世帯といった複合的課題を抱えているケースが多く、複数の関係機関で情報を共

有すべき案件が増えています。 
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【地区の概要】 

○人口・世帯      ○高齢者数・高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○認定者数（65歳以上）・出現率（65歳以上の認定者数を高齢者数で除した割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小川地区】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの取り組み状況と評価】 

１ 認知症に関する啓発 

  地区の高齢者が集まる場所での講座など、認知症の正しい理解の普及・啓発を行っています。 

   ・認知症事例検討会の実施 

   ・認知症カフェ開催に向けた検討会発足 

   ・認知症サポート養成講座実施（つどいの場等） 

２ 元気シニアの活躍の場づくり 

  小川寺子屋の卒業生が、地域で活躍する場づくりに努めています。 

   ・小川寺子屋の活動補助 

   ・寺子屋プログラム検討会（「学」から「活」へ） 

３ 住民主体の活動支援と普及啓発 

  つどいの場や住民支え合い活動等の活動を支援し、新たな区域（団体）へ普及啓発に努めていま

す。 

   ・小川地区第２層協議体会議の開催及び活動支援 

   ・小川地区内の第３層協議体会議の開催及び活動支援 

   ・つどいの場活動支援 

４ 多職種連携強化推進の取組み 

  小川・川前地区介護支援専門員交流会の活動を基盤に多職種連携に向けて「顔の見える関係づく

り」や地域における医療・介護連携の課題について検討しています。 

   ・介護支援専門員が連携に必要な専門知識を深める研修会の開催 

   ・多職種連携のつどいの企画 

    ・医療と介護の連携のつどいの開催  
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○それぞれの目標に対する取り組みについては概ね計画通りに実施してきましたが、令和元年東日本

台風被害及び今回の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、令和元年度下期より、小川寺

子屋の運営や認知症カフェ等高齢者を中心に、多くの住民の参加が見込まれる事業について、開催

を休止または延期せざるを得ない状況となっています。今後は、休止等の事業の開催の在り方につ

いて、関係者間で検討していくこととしています。 

【地区の抱えている課題】 

・昨年の台風被害のような大規模災害が、今後も発生することが考えられますが、災害弱者である高齢者

等の要援護者名簿の登録者数はまだ十分ではないため、より多くの高齢者等へ登録してもらう必要があ

ります。 

・元気な高齢者（地区のために貢献したいと考えている高齢者）が、活躍できる場所が少ない状況です。 

・山間部では公共交通機関がないため、買い物や通院等が不便な状況です。  
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【地区の概要】 

○人口・世帯      ○高齢者数・高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○認定者数（65歳以上）・出現率（65歳以上の認定者数を高齢者数で除した割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【川前地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの取り組み状況と評価】 

１ 医療と介護サービスの充実 

  医療機関や介護事業所がないことから、周辺地域との医療と介護の連携強化に努めています。 

   ・川前地区高齢者ネットワーク連絡会総会への参加 

   ・小川・川前地区介護支援専門員交流会の開催 

   ・家族介護用品指定薬局の追加 

   ・口腔ケア教室実施 

２ 見守りと生活支援の充実 

  既存の施設やサービスの利用促進と新たな社会資源の創出活用を図り、重層的な見守り体制の構

築と買い物する場所や移動手段の確保に努めています。 

   ・川前地区高齢者ネットワーク連絡会総会・役員会への参加 

   ・高齢者見守り隊(４地区)の活動支援（五味沢、志田名・萩、小白井、川前１区） 

   ・配食サービス事業所（鬼ヶ城）による見守り活動及び日用品の販売 

３ 住民主体の活動支援と普及啓発 

  つどいの場や住民支え合い活動等の活動を支援し、新たな区域（団体）への普及啓発に努めてい

ます。 

   ・川前地区第２層協議体会議の開催及び活動支援 
   ・川前地区第３層協議体会議の開催及び活動支援 

   ・つどいの場活動支援 
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出所：いわき市「住民基本台帳」 出所：いわき市「住民基本台帳」 

出所：いわき市「介護保険運営協議会」 
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４ まちづくり・地域づくりと他分野との連携 

  日常生活における地域活動の場不足の改善、公共交通機関の利用環境整備に向けて教育・経済分

野等との連携を行っています。 

   ・鬼ヶ城を利用した冬期の集合生活に関する提案と検討 

   ・川前地区まちづくり計画検討委員会への職員の参加 

 

○それぞれの目標に対する取り組みについては、概ね計画通りに実施してきましたが、令和元年東日

本台風被害及び今回の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、令和元年度下期より、住民

参加型の事業を中心に活動を休止または延期せざるを得ない状況となっています。今後は、休止等

の事業の開催の在り方について、関係者間で検討していくこととしています。 

【地区の抱えている課題】 

・川前地区に病院がないため、市外（小野町等）の医療機関を利用する機会が多くなっています。し

かし、送迎してくれる医療機関が限られていることから、通院が困難な高齢者が多くいます。 

・スーパー等が近隣になく、移動手段もないため、買い物が困難となっています。 

・介護保険サービスを提供する事業所も少なく、障害者サービスを提供する事業所についても、同様

に少ないため、通所系サービスを中心に希望するサービスが利用できない状況です。（送迎車両を

利用できない等） 
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第４章 基本理念と取組みの方向性 
 

１ 基本理念 

国では、本計画を「地域包括ケア計画」として位置付け、令和７（2025）年までに地域包括ケ

アシステムを段階的に構築するとともに、団塊ジュニア世代が 65 歳に到達する令和 22（2040）

年を見据え、目標設定し取組みを推進することが重要としています。 

本市では、第７次計画以降、地域包括ケアシステムの構築に向け推進してきました。第９次と

なる本計画においても、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組みを受け継ぎながら深化・推

進し、さらに令和 22（2040）年を見据え、今後高齢者となる方たちも含めて、それぞれがより健

康に生きがいを持っていきいきと暮らせるよう高齢者保健福祉の一層の向上に取り組んでいき

ます。 

このような背景から、第９次計画の基本理念については、以下のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

「すべての高齢者は、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障される」という老人福祉法

の理念を踏まえ、本市に暮らすすべての高齢者がより健康に安心して自分らしく暮らすことがで

きることを目指します。 

 

 

図表４-１-１ 各対象に応じた取組みのイメージ 

対象者 基本目標 取組み例 

元気な高齢者 

いつまでも元気で 

生きがいを持ち、 

その能力を活かし 

社会に貢献できるまち 

・健康の維持・増進 

・生きがいづくり、地域活動への参加促進 

・「支える側」としての活動参加促進 

心身の健康に 

不安のある高齢者 

（要支援認定者等） 

元気や活力を 

取り戻すことができる 

介護予防のまち 

・健康の維持・増進（要介護状態となることの

予防） 

・生きがいづくり、地域活動への参加促進 

・日常生活の支援 

日常生活に支援の 

必要な高齢者 

（要介護認定者） 

必要なサービスを 

利用しながら 

住み慣れた地域で 

暮らすことができるまち 

・健康の維持・増進（要介護状態の改善） 

・生きがいづくり、地域活動への参加促進 

・日常生活の支援 

・介護サービスの提供 

※多様な主体や地域住民の協働による支え合い活動を推進していくため、高齢者以外の 

市民も、地域包括ケアシステムの推進に積極的に参加することが求められています。 

  

ひとりひとりが健康でいきいきと 

安心して自分らしく暮らせるまち いわき 
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２ 将来を見据えた取組みについての考え 

本市では、第７次計画、第８次計画期間において、将来を見据えた取組みのビジョンとして「健

康寿命の延伸」と「いわき市地域包括ケアシステムの構築」を掲げ、高齢者の健康維持・増進と

高齢者を支える体制づくりの取組みを展開し、地域包括ケアシステムの構築を推進してきました。

市内における地域包括ケアシステムについて、一定の成果は得られていますが、地域ごとに特有

の課題や取組み状況の差がみられます。 

地域包括ケアシステムは、制度や分野の枠、支える側・支えられる側という従来の垣根を超え、

高齢者や障がい者、子ども等、すべての住民一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いなが

ら暮らしていく包摂的社会である「地域共生社会」の実現に向けた中核的な基盤となるものであ

ることから、今後一層、推進を強化していく必要があります。 

また、地域共生社会の実現には、健康上の問題で日常生活が制限されず生活できる期間である

健康寿命の延伸が重要であり、健康寿命の延伸により、本人のＱＯＬ（生活の質）の維持・向上

はもとより、生涯現役社会にもつながります。誰もがいつまでも心身ともに元気で活躍でき、自

立した日常生活を送れるよう、健康寿命の延伸のための取組みをさらに推進する必要があります。 

さらに、令和 22年（2040）年も見据えた取組みを進めていかなければならないことから、目指

す将来像としての２つの考えを第８次計画より継承し、「2025,2040年を見据えたビジョン」とし

て掲げ、高齢者の生活を地域で支えるための持続可能な体制づくりを図ります。 

 

（１）健康寿命の延伸 

健康寿命の延伸は、国において重点施策の一つとなっていますが、平均寿命と健康寿命の差

や地域格差等が課題としてあげられています。心身の健康を維持し、生きがいを持っていつま

でも楽しく地域で暮らしていくことは誰もが望む願いです。 

本市は、市民が高齢期においても自立した日常生活を営むことができるよう、必要な機能の

維持及び向上を図ることにより、「健康寿命の延伸」を目指します。 

高齢者の豊かな知恵や豊富な知識、経験を活かした社会参加は、高齢者自身の生きがいに繋

がり、さらに地域の活性化に繋がります。高齢者がいつまでも元気で生きがいを持ち続けられ

るよう、「いきいきシニアボランティアポイント事業」や「シルバーフェア」等の実施により、

社会参加機会の拡充を図ります。 

また、早期に介護予防や重度化防止事業に取り組むことで、より高い効果が見込まれること

から、介護予防活動などの地域拠点「つどいの場」の拡充や「いわき市シルバーリハビリ体操」

などの介護予防活動に誰もが気軽に参加しやすい環境を整備し、地域に根差した活動展開を図

るとともに、介護予防と介護・医療・健診等情報を活用し、高齢者の心身の健康状態の特性に

合わせた保健事業との一体的な実施に取り組んでいきます。 

さらに、健康づくりに対する意識醸成や生涯にわたる健康づくりを目的とする「健康いわき

21」に位置付けた施策の推進に取り組んでいきます。 

これらの取組みによって、多くの高齢者が心身ともに自立し、健康で住み慣れた地域で生活

し続けることができるよう、「健康寿命の延伸」に効果的な施策を展開していきます。 
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（２）いわき市地域包括ケアシステムの深化・推進 

今後も高齢化は進行し、令和７（2025）年には「団塊の世代」がすべて後期高齢者に、令和

22（2040）年にはその子ども世代の「団塊ジュニア」が 65歳以上に到達し、日常生活において

支援の必要な高齢者の増加が予想されます。令和 22（2040）年を展望した高齢者の社会保障が

ますます重要であることから、日常生活に支援が必要となった高齢者を支えるサービスの充実

と併せ、地域すべてが協働で支え合いながら暮らすことができる体制整備が必要です。 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができ、高齢者ひとりひとりが安心して自分らしく暮らせるよう、包括的な支援体制の構築等

の社会福祉基盤の整備を図るとともに、地域住民が地域、暮らし、生きがいをともに創り、支

え合いながら自分らしく活躍できる地域コミュニティづくりに一体的に取り組み、地域の実情

に応じた「いわき市地域包括ケアシステム」を深化・推進することで「地域共生社会」の実現

を目指すものとします。 

 

３ 取組みの視点 

本計画では、「2025,2040年を見据えたビジョン」として、第８次計画から継承となる「健康寿

命の延伸」と「いわき市地域包括ケアシステムの深化・推進」を目指します。取組みの視点とし

ては新たに、「災害や感染症対策に係る体制整備」を９つ目に追加し取り組んでいきます。 

 

図表４-３-１ 基本理念と取組みの関係イメージ 
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１ 

８，９ 

元気な 

高齢者 

心身の健康に 

不安のある高齢者 

日常生活に支援 

の必要な高齢者 

９ つ の 取 組 み の 視 点 

ひとりひとりがより健康に安心して自分らしく暮らせるまち いわき 

基 本 理 念 

「健康寿命の延伸」「いわき市地域包括ケアシステムの深化・推進」 

2025，2040年を見据えたビジョン 
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（１）９つの取組みの視点 

 

単身高齢者・高齢者のみ世帯が増加する中、地域包括ケアシステムの推進等に取り組むことに

より、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮ら

していくことのできる社会の実現を図ります。 

また、家族や周囲の人たちが、本人の意思を理解し、そのための心構えを持つとともに、本人

やその家族らが抱える不安、悩みに対応すべく、その受け皿となる相談窓口を設置するほか、本

市が目指す基本理念や取組み等が共有されるよう、様々な媒体を活用した情報発信を行います。 

 

生活の基盤（拠点）として必要な住まいを、地域におけるニーズに応じて適切に整備するとと

もに、高齢者の希望と経済力にかなった住まい方を確保することで、日常生活に支援の必要な高

齢者が、必要な介護サービス等を利用しながら住み慣れた地域で暮らすことができるまちを目指

します。 

 

要支援者など、軽度の生活支援が必要な高齢者についてのみならず、多様な生活上の困りごと

を抱える可能性の高い単身高齢者世帯や高齢者のみ世帯が、今後大きな割合を占めていくことを

踏まえ、公的サービスの充実を図るほか、地域住民をはじめとする多様な主体による支え合い活

動を充実させていく必要があります。 

 

地域における健康づくり・介護予防の推進には、共助に加え、自助・互助といった住民主体の

取組みの拡大・定着が重要であり、これらのバランス・役割を意識しながら各種取組みを支援・

推進させていく必要があります。また、2040 年を見据え、今後、高齢者となる人たちにも早い段

階で取組みへの意識を高めてもらうなど、中長期的な視点を持って行うことが重要です。 

 

高齢者が地域社会において自立した生活を営むためには、生活機能の維持だけでなく、生きが

いを持って日常生活を過ごすことが重要となります。そのためには、趣味や特技、サークル活動

等を通じて地域社会と交流できる場や、これまでに得た技能や経験を活かしたボランティア活動

や就労等を通じて社会貢献できる場に積極的に参加することが有効であるほか、健康寿命の延伸

のみならず、閉じこもりの防止も含めた生きがいづくりに繋がるものと考えられます。 

  

４ 健康づくり・介護予防の推進 

３ 地域で支える仕組みづくりの推進 

２ 安心して暮らせる住まい環境の整備 

１ 地域共生社会の実現と情報発信の強化 

５ 生きがいづくりと社会参加の促進 



‐72‐ 

 

団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年には、全国で約 38 万人の介護人材が不足するとの見

通しが示され、介護人材確保対策は喫緊の課題となっています。介護人材は、「地域包括ケアシス

テム」の構築に最も重要な基盤の一つであることから、量・質ともに安定的な人材を確保してい

く必要があります。また、ＩＣＴなどを活用した介護現場の業務効率化の支援を強化する必要が

あります。 

  

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期ま

で続けることができるよう、地域の医療・介護の関係団体が連携し、包括的かつ継続的な在宅医

療と介護を一体的に提供するための連携体制を構築していく必要があります。 

 

国においては、2025 年には高齢者の５人に１人（全国で 700 万人）が認知症になると見込ん

でおり、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、本人や家族の視点を

重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪とした施策を推進していくことを基本的な考え方と

した「認知症施策大綱」が令和元年６月にとりまとめられました。 

認知症対策は超高齢社会において喫緊の対応が求められる課題であり、より多くの市民に対

し、認知症に対する正しい知識と理解を普及させ、予防、早期発見・早期対応に繋がる取組みを

推進していく必要があります。 

  

近年、全国的に自然災害による被害が増加しており、地震のみならず、豪雨や台風による甚大

な被害が頻繁に発生しています。さらに、令和２年以降、新型コロナウイルス感染症が国内のみ

ならず世界で感染拡大しています。 

災害発生時に、要介護認定者など自力での避難が難しい方は、平時から災害への備えや地域の

協力体制を構築しておく必要があります。 

また、新型コロナウイルス感染症をはじめとする多くの感染症においては、高齢者が重症化し

やすいことから、県や介護サービス事業者等と連携し、情報の共有や感染症・感染予防に関する

正しい知識の周知啓発など、感染症に対する備えの充実に努める必要があります。 

  

６ 地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保及び業務効率化の取組の強化 

８ 認知症施策の推進 

７ 医療と介護の連携強化 

９ 災害や感染症対策に係る体制整備 
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（２）計画の体系   ※ 後日関係各課に確認の上、修正予定。 

視点 施策の方向性 事 業 名 

１ 

地
域
共
生
社
会
の
実
現
と 

情
報
発
信
の
強
化 

①相談体制の充実 

地域包括支援センター運営事業 

自殺対策事業 

精神保健福祉事業（心の健康づくり） 

障害者相談支援事業 

おや CoCo 支援・地域連携事業 

②地域ケア会議の充実 地域ケア会議等事業 

③様々な媒体による 

情報発信 

市民に対する一次・二次医療体制の啓発 

【休日夜間急病診療所、運営事業・病院群輪番制運営費補助金】 

公共施設やサービス等のユニバーサルデザインの推進 

【ユニバーサルデザインひとづくり推進事業】 

消費者教育推進事業 

つながる・いわき事業 

④尊厳ある暮らしの支援 
権利擁護支援事業 

成年後見制度利用支援事業 

２ 

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
住
ま
い
環
境
の
整
備 

①施設整備や待機状況の 

解消に対する取組み 

サービス付き高齢者向け住宅 

養護老人ホームの運営【千寿荘事業・徳風園管理運営委託費】 

老人保護措置 

老人短期入所運営事業 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）【民間社会福祉施設建設費補助

金（大規模特養）・大規模介護施設開設準備経費補助金】 

介護老人保健施設【介護老人保健施設整備事業】 

軽費老人ホーム【軽費老人ホーム事務費補助金】 

民間社会福祉施設整備利子補助金 

②在宅生活の継続と 

介護者支援 

高齢者向け優良賃貸住宅助成事業 

高齢者住宅リフォーム給付事業 

高齢者住宅改造支援事業 

高齢者住宅リフォームに係る相談【住宅改修相談支援等事業】 

合葬式墓地整備事業 

③地域に開かれた 

介護施設の整備 

地域密着型介護老人福祉施設（地域密着型特別養護老人ホーム） 

【小規模特別養護老人ホーム建設費補助金・小規模介護施設開設準備経費

補助金】 

 グループホーム（認知症対応型共同生活介護） 

【認知症高齢者グループホーム建設費補助金】 
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視点 施策の方向性 事 業 名 

３ 

地
域
で
支
え
る
仕
組
み
づ
く
り

の
推
進 

①多様な主体による 

サービスの創出 

住民支え合い活動づくり支援事業【あたらしい総合事業】 

老人日常生活用具給付事業 

訪問理美容サービス運営事業 

寝具乾燥消毒サービス事業 

共創型地域交通モデル事業 

中山間地域集落支援員推進事業 

地域づくり活動支援事業 

地域共生社会まちづくり事業 

②公的なサービスの充実に 

よるフレイルの予防 

配食サービス事業 

要介護老人介護手当 

家族介護用品給付事業 

４ 

健
康
づ
く
り
・
介
護
予
防
の
推
進 

①介護予防・ 

健康づくりの充実 

健康診査・各種がん検診【健康診査事業】 

健康手帳の交付、活用の促進【健康診査事業】 

健康教育【成人保健対策事業】 

健康相談【成人保健対策事業】 

健診結果説明会【成人保健対策事業】 

訪問指導【成人保健対策事業】 

予防接種事業（高齢者インフルエンザ、高齢者用肺炎球菌） 

結核予防事業 

「健康いわき 21」の推進【健康いわき 21 計画推進事業】 

いわき市保健委員会の育成、支援 

【いわき市保健委員会連合会運営費補助金】 

食育推進事業 

健康・栄養推進事業 

訪問口腔・訪問栄養指導【口腔・栄養ケア推進事業】 

介護予防ケアマネジメント支援会議【あたらしい総合事業】 

いわき市シルバーリハビリ体操事業【介護予防人材育成事業】 

②リハビリテーションの 

充実 
いわき市健康推進員の育成、支援【健康推進事業】 

③介護予防活動などに 

取り組む地域拠点の 

拡充 

つどいの場創出支援事業 

介護予防意識の普及・啓発【介護予防普及啓発事業】 

敬老祝金の支給 

三和ふれあい館の活用【三和ふれあい館運営事業】 

老人福祉センター、老人憩いの家の活用 

【老人福祉センター等施設整備事業】 

④住民主体の活動に対する 

公的支援のあり方の 

整理 

介護予防・生活支援サービス事業【あたらしい総合事業】 

住民支え合い活動づくり支援事業【あたらしい総合事業】※再掲 
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視点 施策の方向性 事 業 名 

５ 

生
き
が
い
づ
く
り
と
社
会
参
加
の
促
進 

①地域活動等を通じた 

社会貢献できる場の 

提供 

いきいきシニアボランティアポイント事業【地域生活支援推進事業】 

公民館での高齢者を対象とした学級・講座の開催【教育活動推進事業】 

市民公益活動促進事業 

ファミリー・サポート・センター事業 

放課後児童健全育成事業 

高齢者等肉用雌牛貸付事業 

子育て支援員研修事業 

②地域社会との 

交流の場の提供 

つどいの場創出支援事業 ※再掲 

シルバーフェア（シルバー文化祭）の開催 

【輝く年輪パワー発表会開催事業】 

老人クラブの育成・支援 

【老人クラブ連合会補助金・老人クラブ活動費補助金】 

世代間交流事業「知恵と技の交歓教室」の実施 

【シルバーにこにこふれあい基金事業費補助金】 

シルバーピアードの開催【シルバーにこにこふれあい基金事業費補助金】 

シルバーレクリエーションの推進 

【シルバーにこにこふれあい基金事業費補助金】 

生涯スポーツの普及事業 

地区敬老会の開催【敬老事業】 

住民支え合い活動づくり支援事業【あたらしい総合事業】※再掲 

防犯まちづくり推進事業 

学校・家庭・地域パートナーシップ推進事業 

いわき市シルバーリハビリ体操事業【介護予防人材育成事業】 ※再掲 

三和ふれあい館の活用【三和ふれあい館運営事業】 ※再掲 

老人福祉センター、老人憩いの家の活用 

【老人福祉センター等施設整備事業】 ※再掲 

③就労機会の提供 シルバー人材センターの活動支援【シルバー人材センター運営費補助金】 

６ 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
介
護 

人
材
の
確
保
及
び
業
務
効
率
化
の
取
組
の
強
化 

①介護の仕事の魅力向上 高校生就職支援事業 

②多様な人材の確保・育成 

福祉介護人材定着支援事業 

介護人材育成事業 

資格取得の支援【ひとり親家庭高等技能訓練促進費等事業】 

③介護サービスの質の向上 

介護給付費等費用適正化事業 

介護相談員派遣事業 

介護予防・生活支援サービス事業【あたらしい総合事業】 ※再掲 

④生産性の向上を通じた 

労働負担の軽減 
－ 

⑤外国人介護人材の活用の

検討 
－ 
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視点 施策の方向性 事 業 名 

７ 

医
療
と
介
護
の 

連
携
強
化 

①在宅医療・介護連携の 

課題解決に向けた 

体制の充実 

退院調整ルール【在宅医療・介護連携推進事業】医療と介護連携促進部

会【在宅医療・介護連携推進事業】 

在宅医療・介護連携情報リスト【在宅医療・介護連携推進事業】 

退院調整ルール【在宅医療・介護連携推進事業】 

②関係団体間の連携強化と

医療・介護を支える人材

の育成 

在宅医療・介護連携支援センター【在宅医療・介護連携推進事業】 

在宅医療推進のための多職種研修会【在宅医療・介護連携推進事業】 

③在宅医療や介護サービス

に関する普及啓発 
在宅医療出前講座（共催事業）【在宅医療・介護連携推進事業】 

８ 

認
知
症
施
策
の
推
進 

①多職種による認知症家族

介護者への支援（連携）

体制の構築 

認知症地域支援推進員の配置【認知症ケア総合支援事業】 

はいかい高齢者 SOS ネットワーク事業 

認知症多職種協働研修会【認知症ケア総合支援事業】 

②認知症に関する正しい 

知識と理解の促進 
認知症サポーター養成講座【認知症ケア総合支援事業】 

③本人とその家族への 

支援の充実 

認知症初期集中支援チーム【認知症ケア総合支援事業】 

認知症カフェ事業【認知症ケア総合支援事業】 

徘徊高齢者家族支援サービス事業 

消費者被害防止事業 

グループホーム（認知症対応型共同生活介護） 

【認知症高齢者グループホーム建設費補助金】 ※再掲 

④本人とその家族の 

視点の重視 
－ 

９ 

災
害
や
感
染
症
対
策
に

係
る
体
制
整
備 

①災害対策の充実 

避難行動要支援者避難支援事業 ※再掲 

いわき市防災メール登録事業 

高齢者等救急医療情報キット配布事業 ※再掲 

緊急通報システム事業 ※再掲 

住民支え合い活動づくり支援事業【あたらしい総合事業】※再掲 

いわき見守りあんしんネット連絡会を通した見守り・声かけ活動※再掲 

②感染症対策の充実 
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４ 日常生活圏域の設定について 

地域密着型サービスの基盤整備にあたっては、「日常生活圏域」ごとにサービス整備目標を定め

ることとされています。 

この日常生活圏域とは、高齢者が要介護状態となった場合においても、住み慣れた地域の中で継

続して生活ができるよう、相談やサービス利用が完結することを目指した圏域（エリア）であり、

高齢者が日常生活活動を営む地域を考慮して、第４次計画において設定したものです。 

また、身近な地域において計画的な整備を進めることを目的に、地域密着型サービスのうち、施

設･居住系サービス（地域密着型特別養護老人ホーム、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、

認知症高齢者グループホーム）について、日常生活圏域ごとに定めた整備目標量を超える場合には、

市は事業所の指定を拒否できることとなっています。 

本市の日常生活圏域の考え方としては、行政区や小学校、公民館、支所、地区保健福祉センター

などがあります。この圏域について、個々の地域の範囲が小さい方が、高齢者に対しきめ細かい対

応を行っていくことができると考えられる反面、地域が小さくなりすぎると、各地域の状況把握や

サービス基盤整備を進めていくことが困難になるということも考えられます。また、支所単位とし

た場合は、中山間地域などでサービスの確保が難しくなる反面、市街地にサービスが集中してしま

うことが考えられます。 

このようなことから、本市では日常生活圏域として、次のとおり 14の圏域を設定しています。 

 

図表４-４-１ 本市の日常生活圏域一覧表 

日常生活圏域名 地区・町名等 

第１圏域 平市街地 平・北白土・南白土・谷川瀬・鎌田・明治団地・平成・内郷小島町・小島町 

第２圏域 平北部 上平窪・中平窪・下平窪・中塩・四ッ波・幕ノ内・鯨岡・大室・赤井・石森 

第３圏域 平東部 
中山・小泉・上高久・下高久・塩・上神谷・中神谷・下神谷・上片寄・下片

寄・豊間・薄磯・沼ノ内・神谷作・上山口・下山口・山崎・菅波・荒田目・

上大越・下大越・藤間・泉崎・原高野・馬目・絹谷・北神谷・水品・鶴ケ井 

第４圏域 平南部 上荒川・下荒川・吉野谷・自由ヶ丘・郷ケ丘・中央台・若葉台 

第５圏域 小名浜市街地・東部 
江名・折戸・中之作・永崎・小名浜・上神白・下神白・岡小名・南富岡・大

原・洋向台・湘南台 

第６圏域 小名浜西部 
葉山・泉町・本谷・滝尻・下川・黒須野・玉露・泉ヶ丘・泉玉露・泉もえぎ

台・中部工業団地・渡辺町洞・泉田・昼野・田部・松小屋・上釜戸・中釜戸 

第７圏域 小名浜北部 
小名浜相子島・住吉・島・野田・岩出・林城・金成・玉川町・鹿島町御代・

船戸・久保・上蔵持・下蔵持・走熊・下矢田・鹿島・米田・飯田 

第８圏域 勿来中部・南部 錦町・勿来町・川部町・沼部町・三沢町・山玉町・瀬戸町・富津町 

第９圏域 勿来北部・田人 
植田町・後田町・仁井田町・高倉町・江畑町・添野町・石塚町・東田町・佐

糠町・岩間町・小浜町・山田町・金山町・中岡町・南台・田人地区全域 

第 10圏域 常磐・遠野 常磐地区全域（若葉台を除く）・遠野地区全域 

第 11圏域 内郷 内郷地区全域（内郷小島町、小島町を除く） 

第 12圏域 好間・三和 好間地区全域・三和地区全域 

第 13圏域 四倉・久之浜・大久 四倉地区全域・久之浜・大久地区全域 

第 14圏域 小川・川前 小川地区全域・川前地区全域 
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図表４-４-２ 本市の日常生活圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.小川・川前 

12.好間・三和 

11.内郷 

2.平北部 

3.平東部 
4.平南部 

7.小名浜 
北部 

5.小名浜市街地 
・東部 

6.小名浜 
西部 

10.常磐・遠野 

9.勿来北部 
・田人 

13.四倉・久之浜大久 

8.勿来中部 
・南部 

１.平市街地 
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第５章 取組みの視点ごとの施策の方向性 
 

１ 地域共生社会の実現と情報発信の強化 

高齢者の多様なニーズに対応するため、包括的な支援体制の整備や情報発信の強化によって、

本人が希望する暮らし方について本人やその家族が検討・選択しやすいような環境を整え、住

み慣れた地域で最期まで尊厳ある暮らしが続けられるような支援に努めます。また、地域包括

支援センターの現状と課題を適切に把握するとともに、業務量及び業務内容に応じた適切な人

員配置、地域包括支援センターと行政との業務の役割分担の明確化と連携強化、ＰＤＣＡの充

実による効果的な運営の継続という観点から、複合的な機能強化を図っていきます。 

 

（１）施策の方向性 

①相談体制の充実 

【地域包括支援センターの体制整備】 

地域包括支援センターについては、引き続き効果的かつ円滑な運営を目指すとともに、地域

において複雑化する課題に対応できるよう、今後も継続して関係機関や支援者との連携強化を

進めます。 

相談対応については内容に関わらず受け止め、複雑化したケースは関係機関へ繋ぐとともに

課題の分析や関係機関との役割分担を図り、各支援機関が円滑な連携のもとで支援できる体制

を整理していきます。 

また、地域のつながり強化という観点から、地域包括支援センターが、居宅介護支援事業所

や介護施設など、地域の既存の社会資源と効果的に連携して、地域における相談支援の機能を

強化していきます。加えて、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の三職種以外の専門職

や事務職の配置も含め、必要な体制を検討し、その確保に取り組んでいきます。 

 

②地域ケア会議の充実 

【地域ケア会議等事業】 

地域ケア会議については、地域共生社会の実現に向けて、多様化・複雑化する福祉ニーズに

対応できるよう、多様な支援者の参画など機能強化を進めるとともに、小地域レベルでの個別

課題を中地域ケア会議や地域包括ケア推進会議などの各段階で取り上げる仕組みを強化しま

す。また、地域に共通する課題や有効な支援策、地域に不足する資源の開発について検討し、

生活支援コーディネーター及び協議体、就労支援員等が把握している高齢者のニーズ等も含め

取り組むべき地域課題を総合的に把握し、市の施策に反映させていくよう努めます。 
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③様々な媒体のよる情報発信 

【つながる・いわき事業】 

市が目指す「地域包括ケアシステム」の姿やその理念について、医療・介護の関係者のみな

らず、いわきで暮らすあらゆる方々に、我が事として共有していただけるよう、ポータルサイ

トによる配信、紙媒体の発行など各種媒体を活用し情報発信を行い、体験参加型イベントを実

施することで、直接体験・学習する機会を設けます。 

また、本人・家族が高齢期をより良く過ごす方法を話し合うための契機とし、市内の高齢者

に関する様々な取組みや元気な高齢者の情報を、高齢者のみならず、あらゆる年代の人に見て

もらえるよう発信することで、社会参加や介護予防の意識醸成を図っていきます。 

 

④尊厳ある暮らしの支援 

【権利擁護支援事業等の推進】 

権利擁護に係る各事業を今後も推進していくことで、認知症や障がいなどにより判断能力が

低下した方の意思を尊重し、適切な権利行使の実現を推進します。そして、地域で暮らす誰も

がお互いに人権を尊重し、ともに認め合うことのできる地域社会の実現を目指します。 

 

【リビングウィル・エンディングノートの普及啓発】 

リビングウィルの啓発については、今後も出前講座の開催に向けて市医師会や地域包括支援

センターと連携し、より多くの人に認知されるよう努めます。 

また、エンディングノートの配布についても、希望者への配布を継続することで、人生の最

期に対し、本人が望む選択や心構えについて考える機会の創出を図ります。 
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（２）視点１に基づく事業と成果目標  ※ 後日関係各課に確認の上、修正予定 

(視点９まで同様) 

                          

事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

地域包括支

援センター

運営事業 

高齢者が住み慣れた地域

でできるだけ生活を継続

することができるよう、

生活の安定のために必要

な支援を包括的に行う地

域の中核機関である地域

包括支援センターを運営

するもの。 

総合相談 

対応延件数 
件    

自殺対策事

業 

自殺予防に関する啓発の

強化を図ると共に、関係

機関の相互の連携を強化

し、悩みを抱えた人に対

する相談体制の充実・強

化を図る等、自殺につな

がる可能性を見逃さない

ための取り組みを中心

に、自殺予防対策を推進

するため人材の育成を強

化する。 

自殺 

死亡率 
％    

精神保健福

祉事業 

（心の健康

づくり） 

元気な高齢者が、いつま

でも元気で生きがいを持

ち、その能力を活かし社

会に貢献できるまちを基

本目標に、高齢期の心の

健康の保持増進や特にう

つ予防のための、知識普

及講座・定期的な相談会

を開催する。 

－ － － － － 

障害者相談

支援事業 

障がい者等が自立した日

常生活又は社会生活を営

むことができるよう、障

がい種別や年齢に関わら

ず、相談対応、障害福祉サ

ービスの利用支援や社会

支援を活用するための情

報提供及び助言、各種専

門機関との連携など様々

な生活課題について、サ

ポートする。 

－ － － － － 

おや CoCo

支援・地域

連携事業 

妊娠期から子育て期にわ

たるまでの切れ目のない

支援を行うため、ワンス

トップ窓口を７地区保健

福祉センターに設置し、

妊婦全員との面接を基本

とした相談体制や、出張

相談事業により、様々な

ニーズに応じた支援サー

ビス等に適切につなげる

ほか、地域と連携しなが

ら継続的な支援を行う。 

－ － － － － 
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事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

地域ケア会

議等事業 

地域の課題とその対応策

について協議する地域ケ

ア会議を開催し、関係機関

のネットワーク構築、ケア

マネジャーなどへの高齢

者支援について、有用な知

識の普及啓発などを行う。 

地域別 

計画策定 

地区数 

地区    

市民に対す

る一次・二

次医療体制

の啓発 
【休日夜間

急病診療診

療所、運営

事業・病院

群輪番制運

営費補助

金】 

一次医療機関・二次医療機

関それぞれの、地域医療に

おける役割を広く市民に

啓発し、医療機関の適正利

用を図る。 

－ － － － － 

公共施設や

サービス等

のユニバー

サルデザイ

ンの推進 
【ユニバー

サルデザイ

ンひとづく

り推進事

業】 

ユニバーサルデザインを、

広く市民・事業者・市職員

等に理解してもらい、ユニ

バーサルデザインに配慮

したまちづくり等を進め

るための意識啓発を図る

ため、ユニバーサルデザイ

ン推進セミナーを実施す

る。 

推進 

セミナー 

参加者数 

人    

消費者教育

推進事業 

いわき市消費者教育推進

計画（消費者あんしんサポ

ートプラン）に基づき、地

域や職域等の様々な場に

おいて、各消費者に必要な

消費者教育を受ける機会

を創出する。 

出前講座 

実施回数 
回    

つながる・

いわき事業 

高齢者や高齢者を支える

多くの方々が、各地域の

日々の活動をさらに知り、

つながることができる体

制を構築・運用するほか、

紙媒体を発行、直接体験型

イベントの開催など、様々

な手法を通じて普及啓発

を行う。 

ポータル 

サイト 

年間ページビ

ュー数 

PV    
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事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

権利擁護支

援事業 

権利擁護分野の中核機関

である権利擁護・成年後見

センターが権利擁護に関

する支援等を行う。主な事

業としては、権利擁護に関

する普及・啓発、総合相談、

専門的支援、ネットワーク

構築、人材育成などを実施

する。 

－ － － － － 

成年後見制

度利用支援

事業 

親族がいない場合などに、

市長が裁判所に申し立て、

また、被後見人が無資産の

場合などに、後見人報酬を

市が負担することで、本人

の権利擁護や財産保護を

行う。 

成年後見 

市長申立ての

件数 

件    

報酬助成 

件数 
件    
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２ 安心して暮らせる住まい環境の整備 

介護サービスの提供基盤については、「市高齢者保健福祉計画」に基づき、整備を進めてきま

したが、今後も、サービス需要の増加、認知症高齢者の増加及び生活困窮者や社会的に孤立す

る高齢者等、多様な生活課題を抱える高齢者の増加に対応するため、適切にサービス提供基盤

の整備を行います。 

 

（１）施策の方向性 

①施設整備や待機状況の解消に対する取組み 

【2025年・2040年を見据えたサービス基盤の整備】 

本計画期間においては、2025年・2040年を見据え、介護需要の見込みに合わせた適切なサー

ビス基盤を整備する必要があります。 

施設整備においても、いわき市民のニーズ把握に努めるとともに、国を挙げて取り組んでい

る「介護離職ゼロ」や地域医療構想の推進に伴う介護施設等の追加的需要を踏まえつつ、介護

人材の確保が困難である状況も勘案しながら、整備方針を策定します。 

 

【有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化】 

近年、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が増加し、多様な介護ニーズの受け

皿となっている状況です。こうした状況を踏まえつつ、今後の介護サービス基盤の適切な整備

量を見込むにあたり、県との情報連携を密にし、当該施設の設置状況等について正確な数の把

握に努めます。 

 

②在宅生活の継続と介護者支援 

【介護離職ゼロに係る介護保険サービスの整備促進】 

「小規模多機能型居宅介護」や「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」など、介護離職ゼロ

に資すると思われるサービス提供基盤の整備については、継続して取り組むこととし、周知活

動など、新規事業者の参入を図るための施策を検討していきます。 

 

【共生型サービスの整備促進】 

共生型サービスについては、障がい者が 65 歳を迎え介護保険の被保険者となっても、事業

所を変更することなく、これまでの使い慣れた障害福祉サービス事業所を利用し、安心して暮

らすことのできる体制を引き続き整備します。 

 

③地域に開かれた介護施設の整備 

【地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等の整備】 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域密着型サービスについて

引き続き整備計画を作成しますが、県の地域医療介護総合確保基金等の補助事業を活用した支

援を周知する等、事業者に対し積極的な活用を促していきます。 
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（２）視点２に基づく事業と成果目標 

 

事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

サービス付

き高齢者向

け住宅 

高齢者単身世帯または夫

婦世帯等が居住するため

の賃貸住宅等で、介護・

医療と連携し、高齢者の

安心を支えるサービスを

提供するバリアフリー構

造の住宅の登録事務を行

う。 

登録件数 件    

養護老人ホ

ームの運営 
【千寿荘事

業・徳風園

管理運営委

託費】 

家庭で生活することが困

難な高齢者等に対する住

まいとして、引き続き養

護老人ホームを運営し、

住まいの安心を提供す

る。 

措置人数 

（年間延） 
人    

老人保護措

置 

老人福祉法に基づき、65

歳以上の方が、さまざま

な理由により居宅におい

て養護を受けることが困

難な場合に、市が養護老

人ホームに措置入所させ

て必要な援助を行う。 

措置人数 

（年間延） 
人    

老人短期入

所運営事業 

老人福祉法に基づき、65

歳以上で常時の介護を必

要とする方が、やむを得

ない事由により介護保険

法に規定する短期入所生

活介護等を利用すること

が著しく困難な場合に、

緊急の措置としてショー

トステイに短期入所さ

せ、必要な養護を行う。 

措置人数 

（年間延） 
人    

介護老人福

祉施設（特

別養護老人

ホーム） 
【民間社会

福祉施設建

設費補助金

（大規模特

養）・大規

模介護施設

開設準備経

費補助金】 

常時介護が必要な方に対

して、施設サービス計画

に基づき、排泄、食事、

入浴等の日常生活上の介

護や機能訓練その他必要

な援助を行う、介護老人

福祉施設の整備を推進す

る。 

ショート

ステイ床 

からの 

転換 

床    

介護老人保

健施設 
【介護老人

保健施設整

備事業】 

施設サービス計画に基づ

いて、看護、介護及び機

能訓練、その他日常生活

上の援助により、在宅生

活への復帰支援を行う、

介護老人保健施設の整備

を推進する。 

介護療養

型医療施

設からの 

転換床数 

床    
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事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

軽費老人ホ

ーム 
【軽費老人

ホーム事務

費補助金】 

家庭環境、住宅事情等の

理由により居宅において

生活することが困難な方

に対し、低額な料金で日

常生活上必要な便宜を供

与する軽費老人ホーム

が、入所者の所得に応

じ、国が示す基準に基づ

き入所者負担金の一部を

免除した場合に、当該免

除額に対して補助を行

う。 

施設数 施設    

高齢者向け

優良賃貸住

宅助成事業 

高齢者向け優良賃貸住宅

に対して、家賃の低廉化

を図るための助成を行

い、高齢者が安心して生

活できる住環境を確保す

る。 

入居率 ％    

高齢者住宅

リフォーム

給付事業 

身体機能が衰えた高齢者

の住宅を居住に適するよ

うに改良する場合、高齢

者の自立促進及び介護者

の負担軽減を図ることを

目的に、費用の一部を市

が給付する。 

給付件数 件    

高齢者住宅

改造支援事

業 

高齢者住宅リフォーム給

付事業において、認定し

た給付対象工事が適正に

行われたかどうか確認す

る完了検査を実施する。 

検査件数 件    

高齢者住宅

リフォーム

に係る相談 
【住宅改修

相談支援等

事業】 

住宅リフォームにあた

り、理学療法士または作

業療法士、建築士、ケー

スワーカー等でチームを

組み、高齢者の身体機

能、介護者の状況、家屋

の状況等を踏まえて、必

要な助言をする。 

相談件数 件    

民間社会福

祉施設整備

利子補助金 

社会福祉施設を整備する

ために独立行政法人福祉

医療機構又は福島県総合

社会福祉基金から資金の

借入れを行った社会福祉

法人の運営する、平成 19 

年度までに償還が開始さ

れている施設について、

利子の一部を助成する。 

対象施設数 施設    

合葬式墓地

整備事業 

少子高齢化や核家族化な

どにより、社会状況が変

化していることから、従

来の墓地とは異なり、後

継ぎを必要とせず、１つ

の大きな墓に多数の遺骨

を合同で埋蔵する形態で

ある合葬式墓地を市営墓

地（東田・南白土墓園）

の敷地内に整備する。 

－ － － － － 

  



‐87‐ 

事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

地域密着型

介護老人福

祉施設（地

域密着型特

別養護老人

ホーム 
【小規模特

別養護老人

ホーム建設

費補助金・

小規模介護

施設開設準

備経費補助

金】 

定員 29 人以下の特別養

護老人ホーム等におい

て、常時介護が必要な方

に対して、施設サービス

計画に基づき、排泄、食

事、入浴等の日常生活上

の介護や機能訓練その他

必要な援助を行う、地域

密着型介護老人福祉施設

の整備を推進する。 

整備床数 床    

グループホ

ーム（認知

症対応型共

同生活介

護） 
【認知症高

齢者グルー

プホーム建

設費補助

金】 

認知症の高齢者が共同で

生活しながら、必要な介

護やその他日常生活上の

介護の提供を受けるグル

ープホームの整備にあた

っては、市内高齢者の住

み慣れた地域を勘案し、

介護が必要になっても、

住み慣れた地域での生活

の継続が可能となるよ

う、日常生活圏域ごとに

計画的に行う。 

整備床数 床    
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３ 地域で支える仕組みづくりの推進 

多様な主体によるサービスの創出と公的なサービスの充実によって、防犯・交通・災害など、

これまで対応できなかった生活支援ニーズにも対応できるような仕組みづくりを進めます。 

また、住民支え合い活動や高齢者見守り隊など、住民組織の結成を支援することを通じて、

地域の支え合いの機運を高めていきます。 

 

（１）施策の方向性 

①多様な主体によるサービスの創出 

【住民支え合い活動づくり事業】 

当該事業において創出された生活支援は、行政区などの日常的な生活圏域での取組みとなっ

ています。それらの生活圏域ごとに抱えている地域課題について、地域の中だけでなく、一体

的に課題集約できる場の創設を図り、市全域レベルでの課題を把握して解決してゆくための体

制整備を進め、地域における支え合いの基盤強化を進めながら、互助の考え方を浸透させるよ

う努めます。 

また、第３層協議体の立ち上げ、サポーターの確保に向けて効果的な支援を検討しながら意

識醸成を図り、既存の高齢者見守り隊については、活動内容が重複することから、現在の住民

支え合い活動への統合を検討します。 

 

②公的なサービスの充実によるフレイルの予防 

【配食サービス事業】 

中山間地域を中心に配達エリアの拡充や、昼食のみの配達から昼夕食への対応を促すなど、

利用者のニーズに合ったサービス提供体制づくりに努め、栄養管理や生活の質の確保を図りま

す。 

 

【「つどいの場」での会食】 

「つどいの場」において会食事業の周知を徹底し、サービスの利用促進を図ることにより、

活動量の低下や閉じこもりの予防、ひいては健康寿命の延伸につなげます。 
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（２）視点３に基づく事業と成果目標 

 

事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

住民支え合

い活動づく

り支援事業 
【あたらし

い総合事

業】 

地域住民等が主体的に近

所の困りごとを地域で支

え合う住民主体型の生活

支援サービス事業の創出

と提供体制の構築を図る

ため、生活支援コーディネ

ーターを配置し、協議体を

設置する。また、「あんし

ん見守りネットワーク活

動事業」における高齢者見

守り隊については、継続し

て支援しながら住民支え

合い活動づくり支援事業

に統合していく。 

第三層 

協議体 

設置数 

団体    

老人日常生

活用具給付

事業 

高齢者の日常生活の安心・

安全の向上を図るため、お

おむね 65 歳以上の一人暮

らしの方などを対象に、自

動消火器や電磁調理器を

給付する。 

給付件数 件    

訪問理美容

サービス運

営事業 

生活の質の向上や精神的

なリフレッシュを図るこ

とを目的に、在宅で寝たき

り等の理由により、理髪店

や美容院に行くことが困

難な方を対象として、年に

数回の頻度で訪問による

理美容サービスを提供す

る。 

延利用者数 人    

寝具乾燥消

毒サービス

事業 

高齢者の疾病予防、衛生状

態及び生活の質の向上を

図ることを目的に、在宅の

寝たきり、または虚弱なひ

とり暮らし高齢者、あるい

は重度障がい者で寝具類

の衛生管理が困難な方に

対して、寝具類の丸洗い乾

燥消毒を実施する。 

延利用者数 人    

共創型地域

交通モデル

事業 

中山間地域を中心とした

公共交通空白地域及び公

共交通不便地域における

児童・生徒、高齢者等の交

通弱者の移動手段の確保

を目的に、行政や民間事業

者等の支援による地元住

民組織が主体となった持

続可能な交通システムを

構築する。 

実施地域 地域    
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事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

中山間地域

集落支援員

推進事業 

人口減少と少子高齢化の

進行に伴い、生活扶助機能

の低下、生活交通手段の不

足、空き家の増加、森林の

荒廃、耕作放棄地の増加な

ど、中山間地域の集落機能

が低下しているため、集落

の状況把握、集落点検な

ど、集落対策を実施する

「集落支援員」を配置し、

集落の維持・活性化を図

る。 

－ － － － － 

地域づくり

活動支援事

業 

地域振興担当員を各支所

に配置し、公民館と連携し

て地域づくりへの助言・指

導や、行政・各種団体との

連絡調整などを行うこと

で、住民主体の地域づくり

を支援するとともに、幅広

い住民の参画や協働によ

る地域づくりを推進する。 

－ － － － － 

地域共生社

会まちづく

り事業 

高齢者や障がい者一人ひ

とりが可能な限り住み慣

れた地域でその有する能

力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよ

う、地域共生社会の実現に

向けて、高齢者等の福祉増

進に資するための取組み

のうち、地域課題に対応す

ることを目的に、地域住民

等が主体となった先駆的

かつ今後の先例・模範とな

る活動を選定し補助する。 

事業数 事業    

配食サービ

ス事業 

調理困難なひとり暮らし

高齢者や高齢者のみの世

帯及び障がい者に対して、

栄養バランスに考慮した

食事を訪問により提供す

る。これにより、定期的に

安否を確認するとともに、

生活の質の確保を図る。 

延利用食数 食    

要介護老人

介護手当 

寝たきりや認知症により、

常時介護が必要な状態が

３か月以上継続している

65 歳以上の高齢者を在宅

で介護している方に対し

て、年額４万円を支給す

る。 

支給人数 人    

家族介護用

品給付事業 

要介護認定４または５の

高齢者を在宅で介護して

いる家族（高齢者、家族と

もに市民税非課税世帯の

場合）の方に対し、年額２

万円分の介護用品（紙おむ

つ、尿取りパッド）を支給

する。 

支給人数 人    
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４ 健康づくり・介護予防の推進 

公的なサービスの多様化と拡充を図るため、サービス提供体制を強化します。 

また、自助・互助・共助・公助の役割分担の明確化と、自助・互助への効果的な公的支援の

あり方を整理していきます。 

 

（１）施策の方向性 

①介護予防・健康づくりの充実 

【介護予防・健康づくり施策の充実・推進】 

高齢者をはじめとする意欲のある方々が社会で役割を持って活躍するために、特に介護予防

や健康づくりの取組みを強化して健康寿命の延伸を図るとともに、複雑化・複合化する地域の

ニーズや資源に対応した相談支援、参加支援、地域づくりに向けた施策を推進します。 

総合事業においては、サービスを提供する事業者や団体、利用対象者などの実情を把握し、

実情に即したサービス提供に努め、特に生活援助サービスや短期集中予防サービスの事業所及

び利用者の増加を図るため、多様なサービス提供主体の参入促進やサービスの普及啓発に引き

続き取り組みます。 

また、地域移行支援インセンティブの促進により、つどいの場と短期集中予防サービスを中

心とした切れ目のない効果的な介護予防サービス体系を確立し自主的な介護予防活動を支援

します。 

 

【シルバーリハビリ体操の活動促進】 

体操指導士の養成及び活動支援を行うため、養成講座の地区開催に力を入れるとともに、活

動している体操指導士へのフォローアップ研修や級別の勉強会、養成講座終了後間もない体操

指導士を対象としたスタートアップ研修など、活動支援を充実させます。 

加えて、シルバーリハビリ体操指導士会と連携を図りながら、指導士の養成と活動の促進を

図ります。 

 

【介護予防ケアマネジメント支援会議の充実】 

多職種の専門的な視点による「介護予防ケアマネジメント支援会議」を開催してケアプラン

作成者等の積極的な参加を促し、個別具体的なアドバイスにより、さらなるサービスの質の向

上や、参加者同士のネットワークの構築を図ります。 
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②リハビリテーションの充実 

【リハビリテーション提供体制の推進】 

「生活機能」の低下した高齢者に対して、生活期リハビリテーションとして、運動機能や栄

養状態といった身体機能の改善だけではなく、高齢者が有する能力を最大限に発揮できるよう、

「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけ、日常生活の活動を高

め、家庭や社会への参加を可能とすることが重要です。 

要介護者が住み慣れた地域で、本人の状態に応じて、必要なリハビリテーションを利用しな

がら健康的に暮らすことができるよう、県と連携しながらリハビリテーションの提供体制を推

進していきます。 

また、介護予防についても、地域における適切なリハビリテーション提供の体制づくりが 

重要であることから、地域ケア会議等を活用し、ケアマネジャー、リハビリテーション専門 

職及び介護サービス事業所との連携をさらに深めながら、地域リハビリテーションの充実に 

取り組みます。 

 

③介護予防活動などに取り組む地域拠点の拡充 

【「つどいの場」創出支援事業】 

「つどいの場」については、各団体の開催頻度を増やすため、専門職等とも連携して自主活

動の意欲を高めることができるような活動メニューの充実を図るとともに、より多くの方が参

加して持続的に活動できるよう、地域への参加者の呼びかけなど継続的な運営支援に努めます。 

また、今後もコーディネーターを中心とした、「つどいの場」の立ち上げ支援の推進に加え、

住民主体で対応できない課題等については、公的なサービスの活用を検討していきます。 

 

④住民主体の活動に対する公的支援のあり方の整理 

今後も引き続き、住民支え合い活動づくり事業における協議体の自主的な活動を阻害しない

よう、側面的支援を行いつつ、各団体の活動の熟成やサービス提供体制の強化を図っていきま

す。 

また、総合事業の位置づけについては、事業委託先である社会福祉協議会と連携を図り、総

合事業の必要性や各団体の参入移行などを確認しながら、公的支援のあり方を整理していきま

す。 
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（２）視点４に基づく事業と成果目標 

 

事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

健康診査・

各種がん検

診 
【健康診査

事業】 

生活習慣病の予防や疾病

の早期発見、早期治療を図

ることにより、高齢になっ

ても自立した生活を続け

られる高齢者を増やすこ

とを目的に、後期高齢者健

康診査、各種がん検診、肝

炎ウイルス検診、骨粗しょ

う症検診及び歯周疾患検

診を行う。 

各種 

健（検）診 

受診率 

％    

健康手帳の

交付、活用

の促進 
【健康診査

事業】 

健康手帳は、特定健診・特

定保健指導の記録を行う

ことで、自らの健康管理と

適切な医療に資すること

を目的に、転入者や希望者

に交付するとともに、手帳

を有効に活用していただ

くための啓発活動も併せ

て行う。 

交付冊数 冊    

健康教育 
【成人保健

対策事業】 

「自分の健康は自分で守

る」という認識と自覚を高

め、生活習慣病及び要介護

状態の予防その他健康に

関する事項について正し

い知識の普及を図るため、

地区の公民館等における

指導支援を行う。（40 歳か

ら 64 歳の方が対象） 

参加延人数 人    

健康相談 
【成人保健

対策事業】 

心身の健康に関する個別

の相談に応じ、指導や助言

を行う。幅広い相談の窓口

として電話相談、来所相談

等の充実を図るとともに、

若い時期からの疾病予防、

生活習慣病予防に対する

意識づけの支援を行う。

（40 歳から 64 歳の方が

対象） 

参加延人数 人    

健診結果説

明会 
【成人保健

対策事業】 

集団健康診査受診者のう

ち、総合判定が要指導（軽

度異常者）となった方を対

象に、健診結果や食生活、

運動等に関する説明会を

開催し、医師や看護師が生

活習慣に関する助言を行

う。 

開催回数 回    

訪問指導 
【成人保健

対策事業】 

療養上の保健指導が必要

であると認められる方及

びその家族を対象に、保健

師が訪問し、健康に関する

問題に対し必要な指導を

行う。（40 歳から 64 歳の

方が対象） 

訪問指導 

延件数 
件    

  



‐94‐ 

事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

予防接種事

業 

（高齢者イ

ンフルエン

ザ、高齢者

用肺炎球

菌） 

65歳以上の高齢者及び60

～64 歳の身体障害手帳 1

級相当の免疫機能の障が

いを有する方に対し、予防

接種費用の一部を助成し、

生活保護世帯に属する方

には全額助成する。 

－ － － － － 

結核予防事

業 

結核の早期発見と発病予

防を図り、結核のまん延を

防止するとともに、集団検

診において 65 歳以上の市

民に対し、胸部レントゲン

検査を実施する。 

集団検診に

おける、胸

部レントゲ

ンの受診率 

％    

「健康いわ

き 21」の

推進 
【健康いわ

き 21 計画推

進事業】 

生活習慣病予防や健康増

進などの指針である「健康

いわき 21」計画推進のた

め、疾病予防や健康づくり

に関する情報をまとめた

「健康だより」の配布及び

「健康づくり講演会」の開

催等をとおし、市民の「健

康づくり」に対しての意識

向上を図る。 

－ － － － － 

いわき市保

健委員会の

育成、支援 
【いわき市

保健委員会

連合会運営

費補助金】 

地域住民の保健衛生思想

の普及、向上を図り、組織

的公衆衛生活動を行うた

めに、いわき市保健委員会

の育成、支援に努め、市民

の健康を守り、明るく住み

よいまちづくりを推進す

る。 

－ － － － － 

食育推進事

業 

食育基本法及び「いわき市

食育推進計画」に基づき、

計画の定期的な進捗状況

管理や、食育推進委員会を

通し、関係団体等との連

携・強化による取組みを推

進し、食育を総合的かつ効

果的に実施する。 

委員会 

開催回数 
回    

健康・栄養

推進事業 

「健康増進法」に基づき、

高齢者施設を含む特定給

食施設等に対して栄養に

関する専門的指導を行う

とともに、栄養の改善等に

関する「栄養指導・栄養相

談」や「受動喫煙の防止対

策」についての取り組みを

実施するとともに、団体等

からの依頼により、栄養講

話等「健康教育」を実施す

る。 

研修会 

実施回数 
回    
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事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

訪問口腔・

訪問栄養指

導 
【口腔・栄

養ケア推進

事業】 

歯科衛生士及び栄養士が、

障がい者や難病患者等を

対象に訪問を行い、口腔

内・栄養状態を調査し、本

人及びその家族等へ指導・

助言を行う。また、市民を

対象に生活習慣病を予防

し健康寿命を延伸するた

め、口腔機能及び栄養状態

の維持向上に係る健康教

育等を実施する。 

訪問口腔・

訪問栄養 

指導延件数 

件    

介護予防ケ

アマネジメ

ント支援会

議 
【あたらし

い総合事

業】 

介護関係者のスキルの向

上、参加者同士のネットワ

ーク構築を通して高齢者

のQOLの向上を図るため、

ケアマネジャー及びサー

ビス提供事業所に対し、高

齢者の課題改善が図れる

よう、専門職の多角的視点

から具体的な支援方法や

ケアプランの目標設定等

についてアドバイスを行

う。 

要介護度の 

改善率 
％    

いわき市シ

ルバーリハ

ビリ体操事

業 
【介護予防

人材育成事

業】 

市民全般を対象とした介

護予防意識の醸成と、地域

ぐるみで誰もが気軽に介

護予防活動に参加できる

施策の展開が必要である

ことから、「いわき市シル

バーリハビリ体操事業」に

よる住民参加型の介護予

防施策の推進を図る。 

指導士 

養成数 
人    

いわき市健

康推進員の

育成、支援 
【健康推進

事業】 

地域に根ざした健康づく

り関連施策のより一層の

効果的な実施を図るため

に、地区組織活動のリーダ

ーとしてのいわき市健康

推進員活動が積極的に展

開されるよう、いわき市健

康推進員育成支援研修を

実施する。 

健康推進員

育成数 
人    

つどいの場

創出支援事

業 

高齢者を主とした地域住

民の集まる場である「つど

いの場」が地域住民によっ

て主体的継続的に運営さ

れ、また、新たなつどいの

場が地域に創出されるよ

う、各地区につどいの場コ

ーディネーターを配置し、

支援する。併せて、つどい

の場の運営を補助する「つ

どいの場創出支援補助金」

を交付する。 

開催箇所数 か所    

月２回以上 

開催する 

団体の割合 

％    

参加者 

実人数 
人    

  



‐96‐ 

事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

介護予防意

識の普及・

啓発 
【介護予防

普及啓発事

業】 

一般高齢者を対象として

介護予防に資する基本的

な知識を普及啓発するた

め、パンフレット等の作

成・配布を行う。また、地

域住民を対象とした健康

教育を実施する。 

講演会及び 

相談会 

開催回数 

回    

講演会及び 

相談会 

参加人数 

人    

敬老祝金の

支給 

高齢者に対し敬老の意を

表し、高齢者福祉の増進を

目的として、敬老祝金を支

給する。 

○米寿祝金：５万円 

○百歳賀寿祝金：20 万円 

支給率 ％    

三和ふれあ

い館の活用 
【三和ふれ

あい館運営

事業】 

当施設は、市役所の支所、

健康福祉センター等から

なる複合施設であり、地域

交流及び地域福祉の推進

に資するため、生きがいづ

くりや健康づくり、介護予

防の拠点施設として、高齢

者の要望や地域特性を活

かした事業のより一層の

充実を図る。 

施設 

利用者数 
人    

老人福祉セ

ンター、老

人憩いの家

の活用 
【老人福祉

センター等

施設整備事

業】 

老人福祉センターや老人

憩いの家は、高齢者の生き

がいづくりと健康づくり

の活動拠点施設として利

用されている。今後もこれ

らの施設を活用した介護

予防事業等、新たな事業の

展開を検討していく。 

利用者数 人    

介護予防・

生活支援サ

ービス事業 
【あたらし

い総合事

業】 

高齢者が住み慣れた地域

で出来るだけ暮らし続け

ることができるよう、地域

における介護予防の推進

を図るとともに、高齢者の

多様なニーズに即した柔

軟な支援を行うため、地域

の実情に応じた自立支援

に資するサービス提供体

制の充実を図る。 

生活援助 

サービス 

事業所数 

事業所    

通所型 

短期集中 

予防サービ

ス 

事業所数 

事業所    

住民支え合

い活動づく

り支援事業 
【あたらし

い総合事

業】 

※再掲 

地域住民等が主体的に近

所の困りごとを地域で支

え合う住民主体型の生活

支援サービス事業の創出

と提供体制の構築を図る

ため、生活支援コーディネ

ーターを配置し、協議体を

設置する。また、「あんし

ん見守りネットワーク活

動事業」における高齢者見

守り隊については、継続し

て支援しながら住民支え

合い活動づくり支援事業

に統合していく。 

第三層 

協議体 

設置数 

団体    
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事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

 

 訪問リハビ

リテーショ

ンの利用率 

％ 
現状値以上 

（令和２年 0.87%） 

通所リハビ

リテーショ

ンの利用率 

％  

介護老人保

健施設の利

用率 

％  

介護医療院

の利用率 
％  

生活機能向

上連携加算

算定者数 

人  
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５ 生きがいづくりと社会参加の促進 

より多くの高齢者が、地域社会との交流を図る場へ参加できるような取組みを推進するとと

もに、高齢者の多様な就労ニーズに対応するため、関係機関と連携強化を図り、地域における

多様な就業機会を確保・提供していきます。 

 

（１）施策の方向性 

①地域活動を通じた社会貢献できる場の提供 

【いきいきシニアボランティアポイント事業の拡充】 

いきいきシニアボランティアポイント事業は、高齢者の自主的な介護予防活動や地域福祉活

動等を積極的に奨励、支援することを目的として、今後も介護予防のために必要な生きがいづ

くりや、社会とのつながりを作る一助となるよう継続して実施していきます。 

また、参加者や参加していない高齢者の方及び、受入機関の声を参考に今後も事業展開して

いくこととし、現在の参加者が継続して参加しやすく、かつ新規の高齢者もより参加しやすい

環境を作ることを目指します。 

 

②地域社会との交流の場の提供 

【老人クラブへの支援】 

老人クラブは高齢者の老後の活動の選択肢の１つとして重要です。健康増進や生きがいづく

りに繋がる活動を自発的に行うことができるよう、活動費補助などの財政的支援を引き続き行

います。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、従来の活動が困難な状況にあるため、今後

は「新しい生活様式」を踏まえて、活動内容の変更等を老人クラブ連合会と検討していきます。 

 

③就労機会の提供 

【シルバー人材センターへの支援】 

高齢者をはじめとする意欲のある方々が社会で役割を持って活躍できるよう、多様な就労、

社会参加ができる環境整備を進めることが求められます。その一つとして、高齢者がより一層

自身の能力や経験を活かせるよう、シルバー人材センターに対し引き続き財政的な支援を行う

とともに、多様な就労機会が提供されるようハローワーク等関係機関との連携を図ります。 
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（２）視点５に基づく事業と成果目標 

 

事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

いきいきシ

ニアボラン

ティアポイ

ント事業 
【地域生活

支援推進事

業】 

高齢者自身の社会参画の

促進並びに介護予防を目

的に、市が指定したボラン

ティア活動に参加した高

齢者にポイントを付与し、

当該ポイントを商品に還

元する。 

登録者数 人    

公民館での

高齢者を対

象とした学

級・講座の

開催 
【教育活動

推進事業】 

市内 36 公民館において、

それぞれの地域の特性を

生かした講座や地域の市

民団体と連携した事業な

どを実施し、地域住民の生

涯学習を推進する。 

講座数 講座    

参加人数 人    

市民公益活

動促進事業 

市民活動団体と連携・協働

しながら、市民公益活動の

活性化に必要な支援策等

を行うとともに、地域のま

ちづくりを進める組織と

しての自治会・町内会と相

互に連携・協働しながら、

地域住民による主体的な

地域づくりを促進する。 

ＮＰＯ法人 

新規認証数 
件    

ファミリ

ー・サポー

ト・センタ

ー事業 

子育て中の保護者を支援

するため、ファミリー・サ

ポート・センターを運営

し、育児の援助を受けたい

方(依頼会員)と援助を行

いたい方（協力会員）が、

会員同士で子育てを助け

合う相互援助活動を支援

する。 

活動件数 件    

放課後児童

健全育成事

業 

就労等により保護者が昼

間家庭にいない小学生が

放課後安心して過ごせる

児童クラブを、地域の協力

を得るなどして運営する。 

実施箇所数 か所    

高齢者等肉

用雌牛貸付

事業 

高齢者等の福祉の増進と

肉用牛資源の確保を目的

として、満 60 歳以上の牛

飼養経験のある高齢者等

に肉用雌牛の貸付けを行

い、5 か年の貸付期間満了

後に借受者へ譲渡する。 

貸付頭数 頭    
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事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

子育て支援

員研修事業 

子ども・子育て支援法に基

づく給付又は事業として

実施される、家庭的保育事

業などの地域型保育や、利

用者支援事業などの人材

の確保のため、地域での子

育て支援の仕事に関心を

持ち、子育て支援分野の各

事業等に従事することを

希望する者に対し、知識や

技能等を修得するための

研修を行う。 

研修 

受講者数 
人    

つどいの場

創出支援事

業 

※再掲 

高齢者を主とした地域住

民の集まる場である「つど

いの場」が地域住民によっ

て主体的継続的に運営さ

れ、また、新たなつどいの

場が地域に創出されるよ

う、各地区につどいの場コ

ーディネーターを配置し、

支援する。併せて、つどい

の場の運営を補助する「つ

どいの場創出支援補助金」

を交付する。 

参加者 

実人数 
人    

シルバーフ

ェア（シル

バー文化

祭）の開催 
【輝く年輪

パワー発表

会開催事

業】 

高齢者が制作した作品を

公募して公開・展示及び踊

り等を発表する場を提供

することにより、高齢者の

創作意欲の向上と積極的

な社会参加を促し、高齢福

祉の増進を図ることを目

的として、シルバーフェア

を開催する。 

作品の 

出品数 
点    

参加者数 人    

入場者数 人    

老人クラブ

の育成・支

援 
【老人クラ

ブ連合会補

助金・老人

クラブ活動

費補助金】 

老人クラブは社会貢献な

どの分野で活躍している

重要な組織である。今後、

老人クラブが自主的な健

康づくり活動を行う場合

の支援や、老人クラブへの

加入促進のための広報・普

及事業への側面的な支援

を行う。 

老人 

クラブ数 
ｸﾗﾌﾞ    

会員数 人    

世代間交流

事業「知恵

と技の交歓

教室」の実

施 
【シルバー

にこにこふ

れあい基金

事業費補助

金】 

高齢者と若年世代が、伝統

活動（昔の遊び・道具作り

など）を通じて互いに触れ

合いながら、相手に対する

理解を深めることを目的

として実施する。本事業を

通じ、高齢者の生きがい創

出や社会参加の意欲の向

上、さらには高齢者福祉に

対する関心を高めること

が期待される。 

参加人数 人    
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事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

シルバー

ピアード

の開催 
【シルバ

ーにこに

こふれあ

い基金事

業費補助

金】 

老人クラブ会員同士の交流

と健康づくりを目的とし

て、市内の老人クラブが一

堂に会する会合を開催す

る。 参加人数 人    

シルバー

レクリエ

ーション

の推進 
【シルバ

ーにこに

こふれあ

い基金事

業費補助

金】 

高齢者の健康の維持・増進

を図り、生きがいを高める

ため、高齢者のレクリエー

ションへの参加を促すこと

を目的として老人クラブな

どがゲートボール等の高齢

者向けスポーツ用具等の整

備を行う場合にその費用の

一部を補助する。 

補助件数 件    

生涯スポ

ーツの普

及事業 

生涯にわたってスポーツを

楽しむことができるまちを

目指し、各種スポーツ教室

やイベントを開催するな

ど、市民が気軽にスポーツ

に親しむことができる場を

提供するとともに、地域の

住民が主体となって運営す

る総合型地域スポーツクラ

ブの育成支援を図る。 

スポーツ 

教室等 

参加者数 

人    

地区敬老

会の開催 
【敬老事

業】 

老人福祉法第 5 条に基づく

行事として、市内に住む高

齢者を招待し、その長寿を

祝い、高齢者に対する敬愛

の念を表すため地区敬老会

を開催し、金婚の表彰等を

行う。 

入場者数 人    

住民支え

合い活動

づくり支

援事業 

【あたら

しい総合

事業】 

※再掲 

地域住民等が主体的に近所

の困りごとを地域で支え合

う住民主体型の生活支援サ

ービス事業の創出と提供体

制の構築を図るため、生活

支援コーディネーターを配

置し、協議体を設置する。ま

た、「あんしん見守りネット

ワーク活動事業」における

高齢者見守り隊について

は、継続して支援しながら

住民支え合い活動づくり支

援事業に統合していく。 

第三層 

協議体 

設置数 

団体    

防犯まち

づくり推

進事業 

いわき市防犯まちづくり推

進条例に基づき、市長から

の諮問に応じ、いわき市防

犯まちづくり推進協議会を

開催する。また、防犯パトロ

ール用品等を購入し、各種

啓発活動を実施。 

－ － － － － 
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事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

学校・家

庭・地域

パートナ

ーシップ

推進事業 

学校と地域、公民館等が互

いに連携しながら、地域の

人材・施設・環境等を生かし

た子どもたちの「生きる力」

を育む、様々な体験・交流活

動を行うとともに、地域ぐ

るみで子どもを守り育てる

協力体制の推進に向けた施

策を展開する。 

地域と連携し

た小・中学校

の授業や行事

等における地

域協力者延人

数 

人    

いわき市

シルバー

リハビリ

体操事業 
【介護予

防人材育

成事業】 

※再掲 

市民全般を対象とした介護

予防意識の醸成と、地域ぐ

るみで誰もが気軽に介護予

防活動に参加できる施策の

展開が必要であることか

ら、「いわき市シルバーリハ

ビリ体操事業」による住民

参加型の介護予防施策の推

進を図る。 

指導士 

養成数 
人    

三和ふれ

あい館の

活用 
【三和ふ

れあい館

運営事

業】 

※再掲 

当施設は、市役所の支所、健

康福祉センター等からなる

複合施設であり、地域交流

及び地域福祉の推進に資す

るため、生きがいづくりや

健康づくり、介護予防の拠

点施設として、高齢者の要

望や地域特性を活かした事

業のより一層の充実を図

る。 

施設 

利用者数 
人    

老人福祉

センタ

ー、老人

憩いの家

の活用
【老人福

祉センタ

ー等施設

整備事

業】 

※再掲 

老人福祉センターや老人憩

いの家は、高齢者の生きが

いづくりと健康づくりの活

動拠点施設として利用され

ている。今後もこれらの施

設を活用した介護予防事業

等、新たな事業の展開を検

討していく。 

利用者数 人    

シルバー

人材セン

ターの活

動支援 
【シルバ

ー人材セ

ンター運

営費補助

金】 

「シルバー人材センター」

は、就労を通した高齢者の

生きがい対策の観点などか

ら、その窓口機能を担う組

織として重要であり、行政

としても引き続き支援す

る。また、高齢者の多様な就

労ニーズに対応するため、

新規の顧客獲得を目指す

等、センターの自主的な活

動の促進を図る。 

延べ 

就業人数 
人    
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６ 地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保及び業務効率化の取組の強化 

国を挙げて取り組んでいる介護離職ゼロや地域医療構想の推進に伴い、今後さらに拡大する

介護サービスへの需要に対応できるよう、必要となる介護人材の確保に向け、これまで以上に

介護の仕事が魅力ある職業として認知されるような取組みを重点的に実施します。 

併せて介護人材及び介護サービスの質を向上させる取組みを実施し、国、県及び事業者等と

連携を図りながら、本市の実情に応じた取組みを推進します。 

 

（１）施策の方向性 

①介護の仕事の魅力向上 

【小中学生、高校生に対する講座の普及啓発】 

介護職についての否定的なイメージを払拭し、介護の仕事についての魅力を引き続き発信し

ていきます。特に、将来にわたる介護人材の確保対策として、担い手となる小中学生及び高校

生に対しては、介護職に対して正しい認識のもと肯定的なイメージを持ってもらうため、出前

講座の周知に取り組みます。 

 

②多様な人材の確保・育成 

【セミナーの開催】 

介護人材の育成と定着を図るため、引き続き、役職や経験年数等に応じたセミナーを開催し、

特に、将来のチームマネジメントを担うことが想定される人材の育成等に寄与するセミナーを

開催することによって介護人材の質の向上を図ります。なお、新型コロナウイルスの影響や事

業所の都合により、研修に参加できない職員への支援策についても検討します。 

 

【介護の専門職以外の活用】 

専門的な資格やスキルが必要な業務以外の部分については、生活援助サービス等、多様な人

材が担っていく取組みの推進を今後も継続していきます。 

 

③介護サービスの質の向上 

【介護給付等費用適正化事業】 

 適切なサービスの確保と不適切な給付の削減を図ることにより、介護保険制度への信頼感を 

高めるとともに、介護給付費や介護保険料の増大を抑制するため、嘱託職員（介護費用適正化 

調査員）を雇用し、ケアプラン等の点検及び指導を行います。 

 

④生産性の向上を通じた労働負担の軽減 

【介護ロボットの導入支援等】 

県の地域医療介護総合確保基金において介護ロボット等の導入促進を行っているほか、施設

の大規模修繕の際に合わせて行うロボット・センサー、ＩＣＴの導入を補助対象へ拡大するこ

ともあり、それらの積極的な周知を図ります。 

 

⑤外国人介護人材の活用の検討 

【外国人介護人材受入れ施設拡充のための支援の検討】 
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経済連携協定（ＥＰＡ）等に基づき、入国する外国人介護福祉士候補者の受入れ施設を増や

す支援等を引き続き検討していきます。 

 

（２）視点６に基づく事業と成果目標 

事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

高校生就職支援事業 

高校生のキャリア形成に対する意識

を高め、地域で働く意識の醸成、就

職後の早期離職の減少を図るための

取組みが重要となっていることか

ら、広く地元企業を知ってもらい地

元就業に繋げることや、人材の不足

している職種の企業へのマッチング

を図る「企業見学」等を実施する。 

参加生徒 

延人数 

（全業種） 

人    

福祉介護人材定着支

援事業 

介護に従事する職員は、東日本大震

災の影響等により、離職が多い状況

にある。加えて、雇用情勢が回復基

調にある中で、新たな介護職員の確

保は大変難しいことから、介護保険

サービス事業所の経営者及び介護職

員に対して人材の定着を図るための

研修等を行う。 

受講者数 人    

介護人材育成事業 

次代の介護職員となりえる中学生・

高校生及び保護者への意識付け及び

学習体験を実施するほか、市内の介

護関連資格取得事業者への求人情報

提供や潜在的有資格者の掘り起こし

に努める。 

－ － － － － 

資格取得の支援 
【ひとり親家庭高等技

能訓練促進費等事業】 

ひとり親家庭の親が、看護師等、就

職の際に有利であり、かつ生活の安

定に資する資格を取得するため、当

該資格に係る養成訓練で就業する場

合に、資格取得を容易にすることを

目的として給付金等を支給する。 

事業対象者 

の養成機関 

卒業時 

就職率 

％    

介護給付費等費用適

正化事業 

適切なサービスの確保と不適切な給

付の削減を図ることにより、介護保

険制度の信頼感を高めるとともに介

護給付費や介護保険料の増大を抑制

するため、嘱託職員（介護費用適正

化調査員）を雇用し、ケアプラン等

の点検及び指導を行う。 

給付請求等 

の点検件数 
件    

介護相談員派遣事業 

介護サービス利用者の不安の解消を

図るため、介護サービス事業所に介

護相談員を派遣する。介護相談員

は、利用者の相談窓口のひとつとし

て、サービス利用者に面接し、利用

者の不満や疑問を聞き、事業者が提

供するサービスの質の向上を図る。 

派遣 

事業所数 
事業所    

介護予防・生活支援

サービス事業 
【あたらしい総合事

業】 

※再掲 

高齢者が住み慣れた地域で出来るだ

け暮らし続けることができるよう、

地域における介護予防の推進を図る

とともに、高齢者の多様なニーズに

即した柔軟な支援を行うため、地域

の実情に応じた自立支援に資するサ

ービス提供体制の充実を図る。 

生活援助 

サービス 

事業所数 

事業所    

通所型短期 

集中予防 

サービス 

事業所数 

事業所    
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７ 医療と介護の連携強化 

医療と介護の連携については、市医師会や地域包括支援センターなど様々な団体において顔

の見える関係づくりを行っており、一定の連携体制の構築が図られてきました。 

引き続き、連携に関する課題を把握し、その解決策について具体的な目標や成果指標の設定

をした上で、医療・介護関係者間での共有を図り、進捗管理を行うなど、医療と介護の連携が

深化できるよう推進します。 

また、広く市民に対しても健康維持、在宅医療やリビングウィル等について啓発を行ってい

きます。 

 

（１）施策の方向性 

①在宅医療・介護連携の課題解決に向けた体制の充実 

【医療と介護連携促進部会】 

退院調整率等の成果指標を設定し、引き続き成果指標の進捗管理と医療と介護連携に関する

課題を抽出し、その解決策を協議していきます。 

また、連携を更に深化していくため、開催時期等についても考慮し、協議の場を多く設けら

れるよう取り組んでいきます。 

 

【在宅医療・介護連携情報リスト】 

定期的にリストの掲載情報を更新していきます。 

また、リストをより有益なものとしていくために、必要に応じてリストへの掲載項目や情報

共有の在り方を見直し、協議を行っていきます。 

 

【いわき医療圏退院調整ルール】 

ルールの運用状況や課題の解決策を協議する運用評価会議を開催し、成果指標である退院調

整率の向上に向けて、ルールの運用徹底と病院・介護支援専門員間の連携強化に引き続き取り

組みます。 

 

②関係団体間の連携強化と医療・介護を支える人材の育成 

【いわき市在宅医療・介護連携支援センター】 

病院や介護事業所等に対し、チラシや訪問による周知を行っていくとともに、市医師会や地

域包括支援センターとの連携を深め、相談支援体制を強化していきます。 

また、自宅や施設などの住み慣れた生活の場で、最期まで自分らしく生きることができるよ

う、医師会等関係機関と連携して在宅医療推進のための多職種研修会や在宅医療出前講座を実

施することで、看取り等に必要な体制の強化や市民への啓発にも取り組みます。 

 

【在宅医療推進のための多職種研修会】 

グループワークや事例検討を中心とした研修会を開催し、医師と他の職種（介護・福祉等）

との連携強化による在宅医療の推進に引き続き取り組んでいきます。 

また、感染症対策や利便性の観点から、ＷＥＢ会議などのＩＣＴを活用する方法も検討して

いきます。 
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③在宅医療や介護サービスに関する普及啓発 

【在宅医療出前講座】 

引き続き在宅医療やリビングウィル等の啓発を行っていきます。 

また、多くの市民に受講してもらえるよう、より効果的な周知や動員方法を検討し、開催地

区の民生委員等や地域包括支援センターとの連携を更に強化していきます。 
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（２）視点７に基づく事業と成果目標 

 

事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

退院調整ルール 
【在宅医療・介護連携

推進事業】 

病院から退院後に切れ間なく介護サ

ービスを受けられるようにするため、

病院と介護支援専門員が連携し、入院

時から情報を共有し、退院に向けた連

絡・調整を行う仕組みである「退院調

整ルール」について、運用状況や課題

を定期的に把握し、退院時の連携体制

の構築を図る。 

退院調整率

（退院時に

病院からケ

アマネジャ

ーに連絡が

あった割

合） 

％    

在宅医療推進のため

の多職種研修会 
【在宅医療・介護連携

推進事業】 

在宅医療を推進するために、「医療」

「介護」「福祉」「行政」等の様々な職

種がグループワークや事例検討を通

し、顔の見える関係づくり構築のため

の研修会を開催し、多職種連携の推進

を図る。 

受講者数 人    

在宅医療出前講座

（共催事業） 
【在宅医療・介護連携

推進事業】 

在宅での療養が必要となったときに、

適切な医療・介護サービスを選択し、

住み慣れた地域で自らが望む生活を

継続できるよう、在宅医療や健康維持

について市民啓発を目的として、市医

師会・地域包括支援センターとの共催

により開催する。 

開催地区 地区    

参加者数 人    
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８ 認知症施策の推進 

国が策定した認知症施策推進大綱を踏まえ、「共生」と「予防」の観点から、認知症の方の意

思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる

社会を実現すべく、認知症の状態像に合わせた適時適切な医療・介護サービスが提供される体

制の構築を図ります。 

また、認知症の方とその家族を支えるため、認知症の正しい理解の普及啓発をもとにした地

域づくりを進めていきます。 

 

（１）施策の方向性 

①多職種による認知症家族介護者への支援（連携）体制の構築 

【認知症多職種協働研修会の開催】 

認知症の状態像に応じた適時適切な医療・介護サービスの提供を図るため、引き続き「医療」

「介護」「行政」関係者間の連携を図る多職種研修会の開催等を通じ、認知症の方とその家族を

支援する体制の構築を図ります。 

また、認知症の気づきから診断、介護サービスにつながるまでのいわゆる「空白の期間」の

支援が重要であることから、認知症疾患医療センターを中心にかかりつけ医や認知症サポート

医、認知症専門医の連携強化を図ります。 

 

②認知症に関する正しい知識と理解の促進 

【認知症サポーター養成の推進】 

認知症への社会の理解を深め、認知症があってもなくても、同じ社会の一員として地域をと

もに創っていくことが必要であることから、認知症の人と関わる機会が多いと想定される職域

に対する認知症サポーター養成を推進するほか、引き続き、子どもや学生に対して認知症への

理解促進を図ります。 

また、認知症サポーター養成講座の修了者の学習の機会として認知症ステップアップ講座の

開催や認知症講演会の開催などを通じて、認知症への理解促進を図ります。 

さらに、認知症あんしんガイドについて引き続き作成を行い、関係機関の窓口や認知症サポ

ーター養成講座等での配布を行います。 

 

③本人とその家族への支援の充実 

【認知症カフェの設置の促進】 

認知症の本人が自分の希望等を本人同士で語り合う「本人ミーティング」の場を創出すると

ともに、認知症の人とその家族の居場所と地域のつながりの場である認知症カフェについては、

特に中山間地域での設置を推進していきます。 

 

【認知症初期集中支援チームの連携促進】 

認知症の早期発見・早期対応を図り、専門職の包括的・集中的支援による認知症の方や、そ

の家族の自立支援を目的とした認知症初期集中支援チームと、地域の医療機関や介護機関との

有機的な連携を構築していきます。 
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④本人とその家族の視点の重視 

【本人とその家族のニーズの把握】 

本人ミーティングや認知症カフェ等を通じて、認知症の方とその家族のニーズを把握し、生

きがい支援や社会のつながりの維持など、認知症の方とその家族の視点を重視した取組みを進

めていきます。 
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（２）視点８に基づく事業と成果目標 

 

事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

認知症地域支援推進

員の配置 
【認知症ケア総合支援

事業】 

認知症の方やその家族が状況に応じ

て必要な医療や介護サービス等を受

けられるよう支援するとともに、地

域の認知症の方の早期発見・早期対

応を目的として、認知症地域支援推

進員を配置する。 

配置人数 人    

はいかい高齢者 SOS

ネットワーク事業 

徘徊により高齢者が行方不明になっ

た場合に、警察署をはじめとする関

係協力団体へ情報を提供し、迅速な

捜索活動等を実施することにより、

高齢者の早期発見・早期保護を図る。 

協力団体数 団体    

認知症多職種協働研

修会 
【認知症ケア総合支援

事業】 

認知症に関わる「医療」「介護」「福祉」

「行政」等、様々な職種間の連携と多

職種間のネットワークの形成を図

り、認知症の方とその家族を支える

医療・介護・行政等の途切れのない支

援体制の構築を目的に研修会等を開

催する。 

開催回数 回    

参加人数 人    

認知症サポーター養

成講座 
【認知症ケア総合支援

事業】 

認知症の正しい知識の普及・啓発の

ため、認知症キャラバン・メイト（ボ

ランティアの講師）による認知症サ

ポーター養成講座を推進し、認知症

の方とその家族の応援者である認知

症サポーターを養成する。 

認知症 

サポーター 

養成数 

人    

認知症初期集中支援

チーム 
【認知症ケア総合支援

事業】 

認知症の方とその家族に早期に関わ

り、認知症の早期発見と適切な受診

を促すため、認知症サポート医と専

門職で構成される認知症初期集中支

援チームを設置し、認知症の早期発

見・早期対応ができるシステムを確

立する。 

対応件数 件    

認知症カフェ事業 
【認知症ケア総合支援

事業】 

商業施設や介護施設等で、地域の方

の集いの場を創設し、認知症の方と

その家族の支援、専門職による相談・

助言等による早期発見・早期対応並

びに、認知症の正しい知識の普及・啓

発を目的に認知症カフェ事業を実施

する。 

開催箇所 か所    

開催回数 回    

徘徊高齢者家族支援

サービス事業 

高齢者の早期発見や家族の方の精神

的負担の軽減を図ることを目的に、

徘徊のおそれるのある認知症高齢者

の家族に小型の GPS 端末を貸与す

る。 利用件数 件    
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事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

消費者被害防止事業 

高齢化等による判断の低下により、

高齢者が悪質な消費者被害にあう危

険性が高くなることから、関係機関

等と連携しながら、消費者被害の未

然防止に向けた各種施策展開を図

る。 

出前講座 

実施回数 
回    

グループホーム（認

知症対応型共同生活

介護） 
【認知症高齢者グルー

プホーム建設費補助

金】 

※再掲 

認知症の高齢者が共同で生活しなが

ら、必要な介護やその他日常生活上

の介護の提供を受けるグループホー

ムの整備にあたっては、市内高齢者

の住み慣れた地域を勘案し、介護が

必要になっても、住み慣れた地域で

の生活の継続が可能となるよう、日

常生活圏域ごとに計画的に行う。 

整備床数 床    
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９ 災害や感染症対策に係る体制整備 

台風や豪雨等の災害、新型コロナウイルス感染症の発生において、公助だけでの災害対応は

困難であることが明らかとなりました。高齢者が安心・安全に生活できるよう、自助・共助（互

助）・公助による支え合いの地域社会を目指し、「いわき市地域防災計画」に基づき、避難行動

要支援者の支援体制の強化を図るとともに、県、庁内関係部署及び事業者と連携し、感染症予

防対策及び発生時における支援体制の整備を図ります。 

 

（１）施策の方向性 

①災害対策の充実 

【避難行動要支援者の支援体制の強化】 

避難行動要支援者名簿の情報を防災関係機関、民生委員・児童委員等と共有し、災害時にお

ける情報の伝達や安否確認、避難支援等に活用するとともに、災害時に避難行動要支援者を支

援する体制を整えます。 

 

【自主防災組織の育成】 

地域住民の助け合い（共助（互助））による自主防災組織の設置及び活動助成等を行うととも

に、防災アドバイザーを派遣することにより組織率を高め、活発な活動を進めます。 

 

【防災知識の普及啓発と災害等緊急情報の配信】 

ホームページや広報紙等により防災・減災情報の周知を図るとともに、講座や研修会、避難

訓練等を通じ、防災知識の普及・啓発に努めます。 

また、気象庁が発表する警報・注意報等や、市の避難所開設情報等について携帯電話やスマ

ートフォン、パソコンに電子メールで配信（いわき市防災メール）し、災害に対する注意喚起

を実施します。 

 

【福祉避難所の開設】 

公設施設や災害発生時における福祉避難所の設置・運営に関する協定を締結している福祉施

設等と連携して福祉避難所を開設し、一般の避難所では避難生活の維持が困難な方を受け入れ

ます。また、平常時から備蓄物資を配備し、災害時に迅速に対応できるよう体制を整備します。 

 

②感染症対策の充実 

【感染症拡大防止のための支援】 

介護事業所等に対して、新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止策の周知啓発を行うと

ともに、感染症発生時に備え、感染症予防・発生時対応マニュアル等の整備の促進や、県や介

護事業所等と感染症発生時の連携体制を構築していきます。 

また、平常時から、マスクや消毒液の衛生用品等の備蓄を促すとともに、感染症発生時には、

関係課との連携のもと、感染防止のために必要となる情報やマスク、消毒液等の衛生用品の提

供等を行います。 

なお、感染症対策については、「いわき市新型コロナウイルス感染症対策対応方針」に基づ

き、行っていくものとします。 
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（２）視点９に基づく事業と成果目標 

 

事業名 取組内容 
成果指標 

(目標値) 
単位 

目 標 値 

令和 3 年 

(2021) 

令和 4 年 

(2022) 

令和 5 年 

(2023) 

避難行動要支援者避

難支援事業 

災害時において自ら避難することが

困難な方を避難行動要支援者名簿に

登録し、本人の同意を得たうえで、そ

の情報を行政と消防団、自主防災組

織、民生委員等が共有し、災害時に要

支援者の避難支援を早急に行うこと

ができる体制を構築する。 

登録者数 人    

いわき市防災メール

登録事業 

携帯電話やスマートフォンを所有す

る様々な世代に対し、速やかに適切な

防災・気象、火災、その他の緊急情報

（感染症情報）を発信する。 

     

高齢者等救急医療情

報キット配布事業 

日常生活における安心と安全の確保

を図るため、急病などの緊急時に、か

かりつけ医や服薬内容等の情報を救

急隊員にすばやく正確に伝え、適切で

迅速な対応を行うことができるよう、

「救急医療情報キット」を避難行動要

支援者名簿の登録者及びそれに準じ

る者と民生児童委員が認めた者に配

布する。 

配布数 セット    

緊急通報システム事

業 

在宅のひとり暮らし高齢者、高齢者の

みの世帯または身体障がい者等が、孤

独感や病状の急変に対する不安感を

抱くことなく安心して生活できるよ

うに緊急通報システムの整備を図る。 

設置件数 件    

住民支え合い活動づ

くり支援事業 

【あたらしい総合事

業】 

※再掲 

地域住民等が主体的に近所の困りご

とを地域で支え合う住民主体型の生

活支援サービス事業の創出と提供体

制の構築を図るため、生活支援コーデ

ィネーターを配置し、協議体を設置す

る。また、「あんしん見守りネットワー

ク活動事業」における高齢者見守り隊

については、継続して支援しながら住

民支え合い活動づくり支援事業に統

合していく。 

第三層 

協議体 

設置数 

団体    

いわき見守りあんし

んネット連絡会を通

した見守り・声かけ

活動 

「いわき見守りあんしんネット連絡

会」に参加する市内の事業者等におい

て、日常業務を通じての見守り・声か

け活動を行うとともに、高齢者等の異

変を発見した際は、各地区保健福祉セ

ンターや地域包括支援センターへ連

絡するなど、地域の中にきめ細やかで

重層的な見守り体制を構築する。 

「いわき見

守りあんし

んネット連

絡会」登録

団体数 

団体    
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第６章 介護保険サービスの見込み量と保険料 
 

 

※今後、サービス見込み量等の推計を行った後に作成 

 

 

１ 前計画の実績 

 

２ 介護保険サービスの給付見込み量推計 

 

３ 介護保険事業に係る給付費等の見込み 

 

 【介護給付適正化について】 
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第７章 計画の推進 
 

本計画は、老人福祉法及び介護保険法に基づき、３年ごとに見直しを行うことが義務付けら

れています。 

そのため、本計画に位置づけた施策や事業（Plan＝計画）については、計画的に順次実施す

る（Do＝実行）とともに、実施した事業内容の検証及び事業効果の評価（Check＝評価）、検証・

評価に基づいた見直し・修正（Act＝改善）という P-D-C-Aサイクルに基づく進捗管理を行いな

がら、計画に掲げた目標を達成するために、継続的な取組みを進めていきます。 

 

１ 計画の推進 

第９次計画においては、①各地域課題の実態把握・分析を踏まえ、②目標・計画を作成し、

③自立支援や介護予防に向けた取組みを推進し、④これらの取組みを評価し計画について必要

な見直しを行うことを、継続的に行っていく「地域マネジメント」を推進するため、「中地域ケ

ア会議」及び「地域包括ケア推進会議」を活用し、本市の保険者機能の強化を図っていきます。 

また、本計画に位置づけた各施策の実施にあたっては、必要に応じ庁内関係部署との連携に

留意し、効率的かつ効果的な施策の推進に努めます。 

さらに、各施策の実施上の課題や、その対応方策の検討については、市の附属機関である「い

わき市介護保険運営協議会」の意見を踏まえながら、計画的に取り組むこととします。 

 

図表７-１-１ 「地域マネジメント」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一連の取組みを繰り返し、 

保険者機能の強化を図る 

 

 

③自立支援や介護予防 

に向けた取組みを 

推進 

 

 

①各地域課題の 

実態把握・分析 

 

 

④取組みを評価し、 

計画を見直す 

 

 

②目標・計画を作成 
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２ 計画の進行管理 

いわき市介護保険運営協議会は、被保険者代表、学識経験者、保険・医療・福祉関係団体の

代表者等で構成されている、市の附属機関です。 

計画の進行管理や、各種サービスの質の向上等については、逐次、介護保険運営協議会で審

議し、必要に応じて市長への提言を行っていきます。 

本市においては、地域包括支援センター運営協議会及び地域密着型サービス運営委員会の機

能についても、介護保険運営協議会が担うこととしていることから、その運営については、市

民や関係団体等の意見が十分に反映されるよう、透明性を確保した運営を図ります。 
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